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はじめに

本報告書は、平成 24 ～ 27 年度日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究（C）「犯罪被害者支援
のための新たな支援システムの構築―官民の協働体制を目指して」（課題番号 24530728）の成果報告書
である。

わが国において、犯罪被害者は長い間「見過ごされた」存在であり、被害者対策は欧米諸国に比べる
と約 20 年遅れていたとされる。国による「補償制度」（犯罪被害給付制度）が制定されたのは 1980 年で、
被害者の権利擁護や民間被害者支援団体による支援も十分ではなかった。1990 年代後半以降ようやく
刑事手続における被害者への配慮や保護を定めた法律が成立されるようになり、2004 年に「犯罪被害
者等基本法（以下基本法）」が制定されるに至った。基本法は犯罪被害者の権利利益を保護し推進する
ことを目的とし、被害者の基本的権利を明記した画期的な内容となっている。2005 年には基本法に基
づく「犯罪被害者等基本計画（第 1次）」が策定され､基本法実現のため官民挙げての取組みが始まった。
このようにわが国では急速に被害者のための法制度および支援策が整備されてきたが、そうした法
制度や支援が有効に機能しているか、十分に検証されてきているとは言い難い。

本研究は、更生保護における犯罪被害者等施策、民間被害者支援団体による支援活動、修復的司法
の実践を取り上げ、犯罪被害者の多岐にわたるニーズを満たすための総合的支援について多角的に検
討するものである。

本研究における調査の実施にあたっては、下記の行政機関、団体をはじめ現場で働く多くの担当者、
そして被害当事者の方々のご協力を得ました。深く感謝いたします。
◦	法務省保護局総務課被害者等施策班
◦	全国の保護観察所の被害者担当官、被害者担当保護司
◦	特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワークおよび同ネットワークに加盟する民間被害者支援団体
◦	民間被害者支援団体を利用した相談者（被害当事者）

なお、本研究にかかわる発表等は以下に示すとおりである。

（1）学会誌等

・Fujie	ITO,	Ryoko	ISHII-TAKIGUCHI（2013）	The	Current	Status	and	Issues	 in	Crime	Victim	
Support	in	Japan,『上智大学社会福祉研究』37 号 ,	31-41．

・伊藤冨士江 ,	中村秀郷（2015）「更生保護における犯罪被害者等施策の現状と課題―心情等伝達制
度の全国の実施状況の分析を中心に―」『上智大学社会福祉研究』39 号 ,	1-16.

・伊藤冨士江（2015）「『修復的司法／正義（Restorative	Justice）』とその実践 [1] ソーシャルワーク
の視点から考える」『ソーシャルワーク研究』41 号 ,	51-57．
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・伊藤冨士江（2016）「更生保護における犯罪被害者等施策・心情等伝達制度の現状と課題―全国の
被害者担当官・被害者担当保護司を対象にした調査をもとに―」『被害者学研究』26 号，（印刷中）.

（2）口頭発表

・	伊藤冨士江「犯罪被害者支援とソーシャルワーク―民間被害者支援団体における活動を中心に―」
日本ソーシャルワーク学会第 30 回大会自由研究報告 ,	2013 年 6 月 30 日（仙台白百合女子大学）

・伊藤冨士江「更生保護における犯罪被害者等施策の実施状況と課題―全国の保護観察所を対象に
した調査をもとに―」日本社会福祉学会第62回秋季大会口頭発表 ,	2014年 11月 30日（早稲田大学）

・	伊藤冨士江「更生保護における犯罪被害者等施策―『心情等伝達制度』の実施状況と課題」日本
被害者学会第 26 回学術大会個別報告 ,	2015 年 6 月 13 日（中央大学）

・	伊藤冨士江「わが国の被害者支援はどこまで進んでいるか―全国の民間被害者支援団体に対する調
査結果をもとに―」日本司法福祉学会第 16 回全国大会自由研究報告 ,	2015 年 8 月 9 日（早稲田大学）

・	伊藤冨士江 ,	大原天青「犯罪被害者支援における民間支援団体の役割―全国の民間被害者支援団体
を対象にした調査をもとに―」日本社会福祉学会第 63 回秋季大会口頭発表 ,	2015 年 9 月 20 日（久
留米大学）
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Ⅰ　研究の目的と構成

1．研究目的

【目的】犯罪被害者等のための制度・支援を多角的に検証し，新たな支援体制を検討

【研究内容】平成 24 ～ 27 年度（4年間）
(1)	更生保護における犯罪被害者等施
策の現状を検証

(2)	民間被害者支援団体による支援の
現状と課題を多角的に分析・検討

(3)	修復的司法 (Restorative	Justice) に
ついて理論的・実践的に検討

【研究成果】
(1)	被害者等施策として被害者のニーズに応える
ことができるか，その可能性と限界を明確化

(2)	民間被害者支援団体の効果的な支援内容およ
び支援体制を明確化

(3) 被害者のニーズを満たすための選択肢の１つ
として修復的司法が機能し得るかを提示

犯罪被害者等のための総合的支援システム
（官民の協働体制）の提言

2．研究計画・方法

平成24･(2012) 年度･ ◆	民間被害者支援団体に関する国内・海外 ( イギリス ) 調査
研究内容 (2)	(3)	 ◆	修復的司法の実践に関する海外 ( イギリス ) 調査

平成25･(2013) 年度･ ◆	更生保護の犯罪被害者等施策に関する調査準備
研究内容 (1)	(2)	 ◆	全国被害者支援ネットワーク加盟団体への調査準備

平成26･(2014) 年度･ ◆	全国の保護観察所の被害者担当者に対する調査を実施
研究内容 (1)	(2)	 ◆	民間被害者支援団体の責任者，直接支援の担当者，相談者（被害者等）

に対する調査を実施

平成27･(2015) 年度･ ◆	調査結果の分析・検討
研究内容 (1)	(2)	(3)	 ◆	研究成果の発表，研究成果報告書の作成
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3．研究組織
◆研究代表者：伊藤冨士江（上智大学総合人間科学部　教授）

◆研究協力者：	（敬称略・五十音順、所属は 2016 年 3 月末時点）
　石井　涼子	（公益社団法人被害者支援都民センター　犯罪被害者直接支援員）
　大原　天青	（国立武蔵野学院　厚生労働技官）
　木村　夏海	（公益社団法人被害者支援都民センター　犯罪被害相談員）
　児玉美由紀	（公益社団法人被害者支援都民センター　犯罪被害相談員）
　中村　秀郷	（名古屋保護観察所　保護観察官）
　成田　正代	（日本司法支援センター　職員）
　森田　茂敬	（嘉悦大学　非常勤講師）

なお、本報告書で「被害者等」は、断りがない限り、犯罪被害者とその家族及び遺族を含むこととする。
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Ⅱ　研究の結果

1. 更生保護における犯罪被害者等施策に関する調査

（1）更生保護における犯罪被害者等施策とは
1）概要
わが国の犯罪被害者等（以下、被害者等）に対する支援・施策は、2004（平成 16）年に犯罪被害者
等基本法が成立したことにより、急速に整備されてきた。同法を受けて、翌年には犯罪被害者等基本
計画（第 1次）が策定された。この基本計画では 5つの重点課題として、①損害回復・経済的支援等
への取組、②精神的・身体的被害の回復・防止への取組、③刑事手続への関与拡大への取組、④支援
等のための体制整備への取組、⑤国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組を掲げ、関係省庁が
連携・協力して実施する 258 施策が定められた。
法務省保護局が担っている更生保護においては、上記③と④に該当するものとして犯罪被害者等施
策（以下、被害者等施策）が策定され、2007（平成 19）年 12 月 1 日より開始された。本施策は、被害
者等にとって刑事司法手続内の最後の窓口として位置づけられる重要な役割を担っている。被害者等
施策は図 1-1 に示されるように、①意見等聴取制度、②心情等伝達制度、③被害者等通知制度、④相談・
支援の 4つの制度から成る。

図1-1　更生保護における犯罪被害者等施策
出所：法務省HP　http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim01.html
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各制度の概要は次の通りである（西崎 2013）。これらの制度を実施するために、各保護観察所には被
害者担当官および被害者担当保護司が配置されている。

①	意見等聴取制度
被害者等の申出に基づき、地方更生保護委員会が行う、刑事施設からの仮釈放および少年院からの
仮退院の審理において、被害者等が意見等（仮釈放等に関する意見および被害に関する心情）を述べ
ることができる制度（更生保護法 38 条に規定）。

②	心情等伝達制度
被害者等の申出に基づき、保護観察所において被害者等の心情等（被害に関する心情、被害者等の
置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見）を聴取し、これを保護観察中の
加害者に伝える制度（更生保護法 65 条に規定）。
なお、保護観察中の加害者に対しては被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を促すよう指導監
督を行うこととなっている。

③	被害者等通知制度
被害者等の申出に基づき、更生保護官署を含む各機関が加害者に関する情報を通知する制度。地方更
生保護委員会では仮釈放審理の開始・結果に関する事項について、保護観察所では仮釈放者および保
護観察付執行猶予者の保護観察の開始・処遇状況・終了に関する事項について、被害者等に通知を行う。

④	相談・支援
被害者等からの相談や問い合わせに応じて、保護観察所において関係機関等を紹介したり、被害者
支援に関する制度の説明や情報提供などを行うもの。刑事裁判や少年審判が終了した後の被害者等に
対する相談・支援を目的としているため、上記①～③の制度とは異なり、被害者等からの申出を要件
とせず、被害者等の範囲の限定もない。
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Ⅱ　研究の結果

2）各制度の実施状況
被害者等施策の実施状況について、平成 20 年から平成 26 年までの各年実施件数（延べ件数）をま
とめたのが表 1-1 である。意見等聴取制度は、平成 20 年が 212 件、平成 26 年が 328 件と約 1.5 倍に
増加している。
心情等伝達制度は、平成 22 年から平成 25 年はおおむね 100 件前後で推移していたが、平成 26 年に
は 151 件に増加している。増加した理由については、制度の周知が進んだことが考えられるが、数値
が延べ件数であるため、特定の事件の被害者等が複数回利用していることも考えられる。
被害者等通知制度は、全体的に増加傾向が見られる。特に保護観察状況の通知件数については、刑事
事件は平成20年が809件、平成26年が5,862件と約7倍に増加している。少年事件も平成20年が118件、
平成 26 年が 779 件と約 6.6 倍に増加している。導入当初に比べて通知内容の充実が図られており、加
害者の保護観察状況を具体的に知りたいという被害者等の要望が増えていると推測できる。また、刑
事施設の仮釈放審理、少年院の仮退院審理については、平成 20 年と平成 26 年を比べると、ともに約 2
倍増加している。
相談・支援については、平成 20 年が 837 件、平成 26 年が 1,509 件と約 1.8 倍に増加している。

表1-1　犯罪被害者等施策の実施件数（平成20年～平成26年）

平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年

意見等聴取制度 212 279 287 273 271 304 328

心情等伝達制度 61 83 97 112 106 99 151

被害者等通知制度（同制度内の件数） 2,870 4,785 6,463 7,756 8,505 9,273 10,288

　・刑事施設の仮釈放審理 (1,884) (2,389) (2,783) (3,092) (3,050) (3,276) (3,530)

　・刑事事件の保護観察状況 (809) (1,976) (3,157) (4,070) (4,722) (5,080) (5,862)

　・少年院の仮退院審理 (59) (108) (95) (139) (160) (165) (117)

　・少年事件の保護観察状況 (118) (312) (428) (455) (573) (752) (779)

相談・支援 837 1,176 1,125 1,342 1,324 1,408 1,509

出所：（平成21年版～平成27年版）犯罪白書
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（2）本調査の背景・構成
本調査では、被害者等施策の 4つの制度うち、心情等伝達制度と相談・支援を取り上げる。心情等伝
達制度は、被害者等が保護観察中の加害者に対して、心情等（被害に関する心情、被害者等の置かれ
ている状況、加害者の生活又は行動に関する意見）を伝達でき、その伝達結果を通知されるという点で、
他の制度にはみられない特色を有しており、修復的司法（Restorative	 justice）への道筋という観点か
らも注目されている（藤本	2012）。被害者等施策に関する先行研究を見ると、全国における実施状況の
調査はいまだ実施されておらず、また、現場でどのように実施されているか、同施策の現場担当者を
対象にした調査研究もなされていない。
上述の現況を踏まえ、つぎのようなデータ分析（調査Ⅰ）と調査を実施した（調査Ⅱ）。

調査Ⅰ・・・全国の心情等伝達制度の実施状況に関するデータ分析
法務省保護局総務課被害者等施策班より提供を受けた「被害者等の心情等を加害者に対して伝達し
たケース」92 件のデータを分析。

調査Ⅱ・・・全国の保護観察所の被害者担当官・担当保護司を対象にした調査
全国の保護観察所 50 カ所に勤務する被害者担当官および被害者担当保護司 174 名を対象に、心情
等伝達制度および相談・支援の実施状況や課題等に関する自記式調査票（無記名回答）を実施。回
収した調査票のデータを分析。

なお、心情等伝達制度について、実施上の主な流れは図 1-2 に示すとおりである。
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図1-2　心情等伝達制度の主な流れ

注 1）	申出の手続は、原則、加害者の保護観察を担当する保護観察所（処遇観察所）が行うが、申出の受付は全ての観察所が行う。
	 処遇観察所・被害者対応観察所以外の観察所が申出の受付をした場合、被害者対応観察所に申出書を回付する。
注 2）	申出の受理は処遇観察所が行う。ただし、被害者対応観察所の長は、処遇観察所の嘱託を受けて、申出の受理ができる。
注 3）	保護観察所の長は、被害者等の居住地を管轄する他の保護観察所の長に対し、申出の受理及び心情等の聴取に関する事務

を嘱託することができる（更生保護法第 65 条 2 項）。
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Ⅱ　研究の結果

（3）調査Ⅰ：「心情等伝達ケース」の分析
1）調査の目的・方法
法務省保護局総務課被害者等施策班の協力を得て提供を受けた「被害者等の心情等を加害者に対し
て伝達したケース（以下、「心情等伝達ケース」）」92 件のデータ（以下、本データ）に基づいて、全国
の実施状況等を分析し、現状と課題を明らかにする。

2）分析の対象・方法
平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 5 月 25 日の間に被害者等の心情等を加害者に対して伝達したケー
スのうち、100 事例を調査対象として抽出した。抽出に当たっては平成 22 年 1 月 1 日から平成 24 年
12 月 1 日までの間に心情等伝達制度を実施した件数に応じて、保護観察所ごとの抽出数を決めた上、
無作為に抽出した。うち 8事例についてはケースが重複する等の理由により除外し、最終的に 92 事例
を分析対象とした。また、平成 25 年の心情等伝達制度の実施件数が延べ 99 件（重複ケース等含む）
であることから、おおむね分析対象と同じ件数と推測されるため、一部のデータについて平成 25 年の
各種統計と比較して分析を試みた。
分析に当たっては、まず本データをもとに項目別に表を作成し、それぞれ整理した。次に表ごとに
本データおよび関連データとの比較から読み取れる心情等伝達制度の現状を分析した。そして、その
上で心情等伝達制度を効果的に行うための今後の課題について考察した。

3）結果と考察
（ⅰ）加害者の保護観察の種別、男女別
表 1-2 は本データを加害者の保護観察の種別、男女別に単純集計したものである。実施件数につい
てみると、仮釈放者（刑事施設から仮釈放となった者）が全体の 55.4％と最も多く、男女別構成比では
どの種別においても男性が 8割以上を占め、全体では 83.7％となっている。
また、表 1-3 は平成 23 年から平成 25 年の保護観察開始人員（一般刑法犯のみ）、つまり加害者の人
数を参考に示している。なお、特別法犯は覚せい剤取締法違反など被害者等がいない罪名が大半であ
るため、一般刑法犯のみ（一部被害者等がいない罪名もある）のデータとしている。また、心情等伝
達の実施件数は平成 23 年が 112 件、平成 24 年が 106 件、平成 25 年が 99 件であり、表 2の数値は約 3
年の間に心情等伝達を実施したもののうち 100 事例を調査対象として抽出したものであり（重複等に
より結果的に 92 事例を抽出）、おおむね年間数値に近いデータと考えられる。
これらの統計数値から考察すると、母数が異なるため単純な比較はできないが、心情等伝達の利用
に至るケースは極めて少ないといえる。種別ごとにみると、少年事件である保護観察処分少年、少年
院仮退院者に比べて、刑事事件である仮釈放者、保護観察付執行猶予者が対象となっている割合が相
当高いことが推測される。
特に、仮釈放者は他の種別に比べ、保護観察期間が短期間（6か月以内の者が 7割以上）であるにも
かかわらず、実施件数が多いことが特徴として挙げられよう。
刑事事件の方が少年事件に比べて本制度の実施が多い理由としては、一般的に①被害者支援制度が
充実しており、本制度を知る機会が多いこと、②被害が大きいケースが多く、被害者感情が強いこと、
③再被害を受ける恐れが高いと被害者等が感じる傾向があることなどが考えられる。

科研費報告書.indd   11 2016/04/26   16:09:20



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 12 ―

･ 表 1-2　加害者の保護観察の種別、男女別･ 件数（％）

種別 実施件数 男性 女性

保護観察処分少年 18 （19.6） 16 （88.9） 2 （11.1）

少年院仮退院者 7 （7.6） 6 （85.7） 1 （14.3）

仮釈放者 51 （55.4） 41 （80.4） 10 （19.6）

保護観察付執行猶予者 16 （17.4） 14 （87.5） 2 （12.5）

合計 92 （100.0） 77 （83.7） 15 （16.3）

･ 表 1-3　平成23年から平成25年の保護観察開始人員（一般刑法犯のみ）･ 人数

種別 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年

保護観察処分少年 12,385 11,941 11,056

少年院仮退院者 2,994 2,922 2,968

仮釈放者 10,035 9,877 9,575

保護観察付執行猶予者 2,532 2,549 2,436

合計 27,946 27,289 26,035

出所：（平成24年版～平成26年版）犯罪白書
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Ⅱ　研究の結果

（ⅱ）主な罪名
表 1-4 は本データを主な罪名ごとに、生命・身体犯、財産犯、性犯（性犯罪）、交通事犯、その他
に分けて単純集計したものである。主な罪名を犯行態様ごとに分けると、身体・生命犯 30 件 (32.6％ )、
財産犯 35 件 (38.0％ )、性犯 12 件 (13.0％ )、交通事犯 14 件 (15.2％ )、その他 1件 (1.1％ ) となっている。
本データからは心情等伝達の利用においては財産犯の実施件数がもっとも多く、これは本制度が被害
弁償等を目的として利用される傾向があることが推測される。なお、財産犯の横領・背任は5件であるが、
申出人が勤務先・雇用主のケースが 4件、うち法人等によるものが 3件であった。

･ 表 1-4　主な罪名･ 件数

生命・身体犯 財産犯 性犯 交通事犯 その他

殺人 3 恐喝 4 強姦・同致死傷 4
自動車運転過失
致死傷

13 偽計業務妨害 1

傷害致死 1 窃盗 7
強制わいせつ・
同致死傷

7
業務上過失致死
傷

1

傷害 19 詐欺 18 児童福祉法違反 1

強盗致死傷 1 横領・背任 5

暴行 3

組織的な犯罪の
処罰及び犯罪収
益の規制等に関
する法律違反

1

逮捕監禁致死傷 1

ストーカー行為
等の規制等に関
する法律違反

1

住居侵入（ストー
カー）

1

合計 30 合計 35 合計 12 合計 14 合計 1

（ⅲ）加害者の保護観察期間等との関連
表 1-5 は、加害者の保護観察期間等との関連について、①保護観察期間（予定月数）、②保護観察開
始から被害者等による初回の申出までの期間、③被害者等による初回の申出時点における保護観察残
期間を月数別に単純集計したものである。
①加害者の保護観察期間（予定月数）についてみると、本データのうち 1か月が 0件、2か月が 7件

（7.6％）、3か月が 12 件（13.0％）で、3か月以内が合計 20.6％、6か月以内が合計 46.7％となっている。
被害者等の申出期間が保護観察期間に限定されている中で、短期間に申出が必要なケースが多いこと
が示されている。
②加害者の保護観察開始から被害者等による初回の申出までの期間についてみると、本データのうち
1か月が 32 件（34.8％）、2か月が 21 件（22.8％）、3か月が 9件（9.8％）で、3か月以内が合計 67.4％
を占めている。また、保護観察期間（予定月数）が 1年超は 39 件であるが、このうち 3か月以内に申
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出をしているケースが 18 件であった。これは被害者等の多くが、加害者の保護観察開始後に速やかな
申出をしていることが示されている。
③被害者等による初回の申出時点における加害者の保護観察残期間についてみると、本データのうち
1か月が 16 件（17.4％）、2か月が 16 件（17.4％）、3か月が 7件（7.6％）で、3か月以内が合計 42.4％となっ
ている。これは被害者等の申出から保護観察終了までの期間が短い中で、保護観察所が迅速な調整を
して心情等伝達を実施していることが推測される。

･ 表 1-5　加害者の保護観察期間等との関連･ 件数（％）

月数 ①保護観察期間（予定月数）
②保護観察開始から被害者等
による初回の申出までの期間

③被害者等による初回の申出
時点における保護観察残期間

1 か月 0 （0.0） 32 （34.8） 16 （17.4）

2 か月 7 （7.6） 21 （22.8） 16 （17.4）

3 か月 12 （13.0） 9 （9.8） 7 （7.6）

4 か月から 6 か月 24 （26.1） 10 （10.9） 10 （10.9）

7 か月から 12 か月 10 （10.9） 12 （13.0） 6 （6.5）

1 年超 39 （42.4） 8 （8.7） 37 （40.2）

合計 92 （100.0） 92 （100.0） 92 （100.0）

（ⅳ）申出人と被害者本人との関係
表 1-6 は心情等伝達の申出人 1）	と被害者本人との関係について、全体と性犯罪の集計を出したもの
である。申出人数（全体）をみると、申出人が本人（法人を除く）であるケースが 53.3％と最も多く、
次に法定代理人（本人が未成年の場合の親）（19.6％）、父母（本人が成人の場合）（7.6％）、法人（7.6％）
となっている。
本データのうち性犯罪である強姦・同致死傷、強制わいせつ・同致死傷、児童福祉法違反の 12 件の
申出人数をみると、本人（法人を除く）が 4件（33.3％）、法定代理人が 7件（58.3％）、父母が 1件（8.3％）
となっており、申出人が法定代理人である割合が、全体の期待値 2.34 件、期待度数 19.6％に比べて約 3
倍の数値となっている。また、法人が 7件（7.6％）となっており、個人だけでなく法人も本制度を利
用していることがわかる。
性犯罪被害者は身体的・精神的なダメージが大きく、相談をためらうケースも多く、再被害の恐れ
を感じている者も多いと考えられる。そのため、法定代理人が被害に遭った子どもに配慮し、必要な
支援機関を把握し、活用できる手段として本制度を利用していると考えられる。

1）	心情等伝達制度の申出人は、①被害者、②法定代理人、③被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障があ
る場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹に限定されている（更生保護法第 65 条）。
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Ⅱ　研究の結果

･ 表 1-6　申出人と被害者本人との関係･ 件数（％）

属性 申出件数（全体） 申出件数（性犯罪）

本人（法人を除く） 49 （53.3） 4 （33.3）

法定代理人（未成年の親） 18 （19.6） 7 （58.3）

配偶者 6 （6.5） 0 （0.0）

父母（本人が成人の場合のみ） 7 （7.6） 1 （8.3）

子 4 （4.3） 0 （0.0）

兄弟姉妹 1 （1.1） 0 （0.0）

法人 7 （7.6） 0 （0.0）

合計 92 （100.0） 12 （100.0）

（ⅴ）聴取方法
表 1-7 は心情等伝達の聴取方法を単純集計したものである。データによると被害者等が保護観察所
に来庁して聴取されたケースが 66 件（71.7％）、被害者担当官が被害者等宅を訪問（往訪）して聴取さ
れたケースが 1件（1.1％）、被害者等が書面によって保護観察所に提出したケースが 25 件（27.2％）と
なっている。本制度では、被害者等の身体・精神的負担を考慮し、来庁以外にも書面による提出が認
められており、これが活用されていることがうかがわれる。

･ 表 1-7　聴取方法･ 件数（％）

聴取方法 申出件数

来庁 66 （71.7）

往訪 1 （1.1）

書面 25 （27.2）

合計 92 （100.0）
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（ⅵ）聴取内容
心情等伝達制度では、被害者等は被害に関する心情、自分の置かれている状況を述べることができ、
さらに加害者の生活等について意見を述べることができる。被害者等はどのような内容を述べ、聴取
されているのであろうか。表 1-8 はその聴取内容を、①被害に関する心情、②被害者等の置かれてい
る状況、③加害者の生活等への意見と分類し、その有無をまとめたものである。
本データによると、3つの聴取内容のうち、加害者の生活等への意見を述べた割合がもっとも高い

（98.9％）。本制度を利用するにあたって、被害者等が自らの心情や状況よりも、加害者側に対する意見
を述べている姿勢がうかがわれる。
また、名古屋保護観察所の報告（井坂 2010）では、本制度開始 2年間で実施した心情等伝達 15 件の
うち 8件が加害者に被害弁償を求めていたケースだったとある。

･ 表 1-8　聴取内容･ 件数

①被害に関する心情 ②被害者等の置かれている状況 ③加害者の生活等への意見

なし 16 なし 15 なし 1

あり 76 あり 77 あり 91

合計 92 合計 92 合計 92

（ⅶ）総合的な聴取内容
表 1-9 は、表 1-8 の聴取内容の 3項目の有無の組み合わせを整理したものである。
本データによると、心情等伝達の聴取内容のうち、①被害に関する心情、②被害者等の置かれてい
る状況、③加害者の生活等への意見、の全てを述べた割合がもっとも高く、76.1％を占めている。
本データから、被害者等のさまざまな思いに応えるという制度趣旨が聴取内容に反映されているこ
とがうかがわれる。

･ 表 1-9　聴取内容（聴取内容の組み合わせ）･ 件数（％）

①被害に関する心情
②被害者等の置かれて

いる状況
③加害者の生活等への

意見
実施件数

なし なし あり 10 (10.9)

あり なし あり 5 (5.4)

なし あり あり 6 (6.5)

あり あり なし 1 (1.1)

あり あり あり 70 (76.1)

合計 92 (100.0)
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Ⅱ　研究の結果

（ⅷ）被害者等に対する聴取時の同席の有無
本制度利用にあたって、被害者等は心情等の聴取時に同席者を伴うことができる。表 1-10 はその同
席者の有無を単純集計したものである。全体では聴取時に同席者がいたケースは 30 件（32.6％）、いな
かったケースは 62 件（67.4％）となっている。
罪種ごとにみると、同席者がいた割合は、強盗致死傷が 100％（1 件中 1 件）、強制わいせつ・同致
死傷が 85.7％（7件中 6件）、横領・背任が 60％（5件中 3件）、強姦・同致死傷が 50％（4件中 2件）、
自動車運転過失致死傷が 46.2％（13 件中 6件）、殺人が 33.3％（3件中 1件）、傷害が 31.6％（19 件中 6
件）、窃盗が 28.6％（7件中 2件）、詐欺が 16.7％（18 件中 3件）で、その他の罪名には同席者はなかった。
同席者としては、被害者担当保護司、被害者の父母、被害者の配偶者、被害者の子、民間被害者支
援センター相談員、弁護士が挙げられていた。
本データから、被害者が亡くなったケースや性犯罪など被害者等の心身に与えた影響が大きいケー
スは、同席者がいる割合が高い。心情等の聴取は被害者等にとって大きな負担となる場合が多く、同
席者がいることで被害者等の心情の安定が図られていることが推測される。

･ 表 1-10　聴取時の同席の有無･ 件数（％）

聴取時の同席の有無

なし 62 (67.4)

あり 30 (32.6)

合計 92 (100.0)

（ⅸ）心情等の伝達時における加害者側の同席の有無
表 1-11 は加害者担当の保護観察官が、加害者に対して、被害者等が述べた聴取内容の伝達をする際
の同席者の有無を単純集計したものである。全体では伝達時に同席者がいたケースは 51 件（55.4％）、
いなかったケースは 41 件（44.6％）となっている。
犯行態様ごとにみると、同席者がいた割合は、生命・身体犯が73.3％（30件中 22件）、財産犯が25.7％（35
件中 9件）、性犯が 100％（12 件中 12 件）、交通事犯が 50％（14 件中 7件）、その他 100％（1件中 1件）
であった。
なお、生命・身体犯の内訳を見ると、ストーカー事案（ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、
住居侵入）が 100％（2件中 2件）、強盗致死傷が 100％（1件中 1件）、傷害致死が 100％（1件中 1件）、
暴行が 100％（3 件中 3 件）、逮捕監禁致死傷が 100％（1 件中 1 件）、殺人が 66.7％（3 件中 2 件）、傷
害が 63.2％（19 件中 12 件）であった。
同席者としては、加害者の担当保護司、加害者の父母、加害者の配偶者、加害者の兄弟姉妹、被害
者担当官、被害者担当保護司が挙げられていた。
本データから、生命・身体犯の重大犯罪、性犯罪やストーカー事案など、主に被害者等の心身に与
えた影響が大きい事件は、加害者側においても同席者がいる割合が高いことがうかがわれた。事件に
よっては、加害者が被害者等の心情等に直面して不安定になることもあるので、加害者の担当保護司、
親族の同席のうえで心情等の伝達を実施しているものと考えられる。また、今後の保護観察処遇に反
映させるために、加害者の担当保護司が同席した場合もあると考えられる。
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･ 表 1-11　伝達時の同席の有無･ 件数（％）

伝達時の同席の有無

なし 41 (44.6)

あり 51 (55.4)

合計 92 (100.0)

（ⅹ）本制度利用の経緯（自由記述）
本制度利用の経緯について、自由記述欄に記載されていたデータをみると、被害者等通知制度（保護
観察所からの加害者についての処遇状況等の通知）によるものがもっとも多く約 7割を占め、次に相談・
支援が挙げられていた。また、リーフレット、他機関からの紹介も一定数あった。
また名古屋保護観察所の報告（井坂 2010）では、本施策開始 2年間の相談・支援の利用の端緒が、
被害者等通知制度だったものが 5割を超えており、本施策の 4つの制度の関係からみると、被害者等
通知制度が各制度の利用を促す端緒となっていると考えられる。

（ⅺ）本制度利用の前後に関わった機関等（自由記述）
本制度利用の前後に関わった機関等について、自由記述欄に記載されていたデータをみると、重複
も含めて弁護士がもっとも多く、その他被害者支援センター、被害者団体、精神科病院、福祉事務所、
警察などが挙げられていた。
本制度の利用に至る被害者等に対して、公的機関だけでなく、民間の被害者支援団体も関わってい
ることが示された。
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Ⅱ　研究の結果

4）まとめ
調査Ⅰでは、法務省保護局から提供を受けた全国的な実施状況データを分析し、心情等伝達制度実
施の現状の一端を明らかにした。

本データから読み取れた点について、次のようにまとめることができる。
①	少年事件よりも、刑事事件の被害者等の方が本制度の利用が多かった。
②	罪名は財産犯、身体・生命犯、交通事犯、性犯等が見られ、財産犯が多い傾向がみられた。
③	被害者等の多くが加害者の保護観察開始後 3か月以内に本制度の申出をしており、保護観察所側も
迅速な対応をしていた。

④	本制度の申出は、被害者本人が過半数を占めていた。
⑤	心情等伝達の聴取方法は、来庁して聴取されたケースが 7割以上を占めたが、書面によるものも 3
割近くあった。

⑥	心情等伝達の聴取内容のうち、「被害に関する心情」、「被害者等の置かれている状況」、「加害者の生
活等への意見」の全てを述べた割合が最も高いが、加害者の生活等への意見については、ほとんど
の被害者等が述べていた。

⑦	被害者等の心情等聴取時に同席者がいなかったケースの方が、同席者がいたケースより多いが、重
大犯罪では同席者がいた割合が高かった。

⑧	加害者への伝達時には同席者がいたケースが、いなかったケースに比べると多く、重大犯罪では担
当保護司など同席者がいた割合が高かった。

⑨	本制度利用の経緯について、被害者等通知制度によるものがもっとも多かった。

本データの分析からは、重大犯罪を含むさまざまな罪種の被害者等からの申出に応えて、速やかに
心情等を聴取し、加害者に伝達している実態が示された。聴取方法、同席者の有無から被害者等への
配慮がなされていることもうかがわれた。更生保護機関が担うからこそ、被害者等の思いを迅速に加
害者に伝えることが可能であるとみることもできよう。
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（4）調査Ⅱ：「全国の被害者担当官・被害者担当保護司を対象にした調査」
1）調査の目的
保護観察所の被害者担当官および被害者担当保護司を対象に実施した調査結果をもとに、現場担当
者の視点から被害者等施策の現状と課題を明らかにし、今後のあり方についても検討する。

2）調査の対象・方法
全国の保護観察所 50 か所に勤務する被害者担当官および被害者担当保護司 174 名（平成 26 年 3 月 1
日時点で従事）を対象とし、「更生保護における犯罪被害者等施策に関する調査」の協力依頼文と自記
式質問調査票を郵送し、無記名による回答・返送を依頼した。調査期間は 2014（平成 26）年 3月～ 4月。
回答は 111 名から得られ（回収率 63.8％）、有効回答は 110 名（被害者担当官 42 名、被害者担当保護
司 68 名）であった。なお、欠損値は分析ごとに除外したため、分析によってデータ数は異なる。

3）調査項目
（ⅰ）	フェースシート（属性）

被害者担当官・被害者担当保護司の別、性別、被害者担当の経験年数、処遇部門の経験の有無
（ⅱ）	心情等伝達制度について

同制度の担当件数、心情等聴取の方法、同制度の実施各段階の困難度、心情等聴取段階での具体
的困難と工夫（自由記述）、心情等の伝達結果を被害者等に通知する段階での具体的困難と工夫（自
由記述）、同制度の全体的印象（6項目）、同制度が機能するために必要なこと（自由記述）

（ⅲ）	被害者担当官・被害者担当保護司として
被害者支援と加害者処遇とのつながり

（ⅳ）	相談・支援について
同制度の利用者、関係機関・団体等との連携およびその必要性、同制度の利点

4）分析方法
回収した調査票にエディティングを施し、選択肢（5件法）による回答を量的データとして単純集計
し結果を分析した。自由記述の回答については、文字テキストデータの分析技法であるKJ 法を用いて
分析を行った。

5）倫理的配慮
調査の実施にあたっては、筆者の勤務校である「上智大学『人を対象とする研究』に関する倫理委員会」
の承諾を得て、「上智大学『人を対象とする研究』に関するガイドライン」を遵守した。また、調査対
象者には本調査に関するインフォームドコンセントを得た。
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Ⅱ　研究の結果

6）結果と考察
（ⅰ）回答者の基本属性と経験
回答者の属性と経験について、被害者担当官（以下、担当官）と被害者担当保護司（以下、保護司）
別にまとめたのが表 1-12 である。
被害者担当を 3年以上経験している者は担当官では 4.8％、保護司では 67.6％であった。加害者処遇
部門の経験については、担当官では全員経験しており、	3 年以上が 76.2％であった。保護司では 3年以
上経験している者が 52.9％だった一方、全く経験していない者も 41.2％を占めた。
処遇部門の経験者が被害者担当官となり、その担当期間は 3年未満が大半で、ほぼ 3年以内に担当が
替わることがうかがわれる。保護司は被害者担当を3年以上経験している者が多く継続する傾向がある。
心情等伝達制度の担当件数について、もっとも多いのは 1～ 5 件で担当官、保護司とも 7割近くを
占めた。心情等聴取方法は、全体に「口頭・書面両方」もしくは「口頭による聴取のみ」がそれぞれ
半数前後を占めた。

表1-12　回答者の基本属性と心情等伝達制度の担当件数等

被害者担当官 被害者担当保護司 合計

N （％） N （％） N （％）

性別

男性 30 （71.4） 30 （44.1） 60 （54.5）

女性 12 （28.6） 38 （55.9） 50 （45.5）

被害者担当経験年数

1 年未満 13 （31.0） 15 （22.1） 28 （25.5）

1 年以上 2 年未満 14 （33.3） 3 （4.4） 17 （15.5）

2 年以上 3 年未満 13 （31.0） 4 （5.9） 17 （15.5）

3 年以上 2 （4.8） 46 （67.6） 48 （43.6）

処遇部門の経験

ない 0 － 28 （41.2） 28 （25.5）

ある 3 年未満 10 （23.8） 4 （5.9） 14 （12.7）

ある 3 年以上 32 （76.2） 36 （52.9） 68 （61.8）

心情伝達制度の担当件数

まだ担当したことがない 9 （21.4） 11 （16.4） 20 （18.3）

1 ～ 5 件 28 （66.7） 45 （67.2） 73 （67.0）

6 ～ 10 件 5 （11.9） 7 （10.4） 12 （11.0）

11 件以上 0 － 4 （6.0） 4 （3.7）

心情等聴取方法

口頭・書面両方 16 （48.5） 29 （50.9） 45 （50.0）

口頭による聴取のみ 17 （51.5） 25 （43.9） 42 （46.7）

書面による聴取のみ 0 － 3 （5.3） 3 （3.3）
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（ⅱ）心情等伝達制度の実施各段階における困難度
心情等伝達制度の実施には、被害者等に制度内容を説明する段階から、心情等の聴取、心情等聴取
書の作成、伝達結果の通知、加害者担当の主任官等との協議など一連の段階がある（図 1-2 参照）。各
段階についての困難度の回答結果 2）	を、担当官、保護司別にまとめたのが表 1-13 である（⑥～⑩の段
階については、担当官の主業務であるため、担当官の回答のみを記載）。
担当官では⑥「心情等聴取書を作成する」段階を難しいと答える割合が 57.6％ともっとも多く、次い
で②「心情等伝達と同結果の通知について主任官等と協議する」（54.6％）、⑧「被害者等への通知内容
を主任官と協議する」（48.5％）、①「心情等伝達制度の内容について説明する」（48.5％）であった。
保護司では③「被害者等から被害に関する心情等を聴く」段階を難しいと答える割合が 56.6％ともっ
とも多く、次いで⑤「被害弁償に関することを聴く」(52.1％ )、④「加害者に関することを聴く」(50.0％ )
であった。
担当官は、被害者担当官としての主業務である書類作成や主任官等との協議等いわば加害者を接点
に入れた段階に、より難しさを感じているのに対し、保護司は被害者等に直接対応する段階－心情や
被害弁償、加害者に関することの聴取に難しさを感じていることがうかがわれる。また、担当官が「心
情等伝達制度の内容についての説明」段階を難しいと感じる割合が比較的高いのは、同制度の利用に
あたって、被害者等に親身に寄り添い、丁寧に説明することが求められ、慎重に対応しているためと
考えられる。

･ 表 1-13　心情等伝達制度の実施各段階における困難度･ ％

（とても・やや）
難しいと思う

どちらともいえない
（それほど・）

難しいと思わない

担当官 保護司 担当官 保護司 担当官 保護司

① 本制度の内容について説明する 48.5 44.7 15.2 8.5 36.4 46.8

② 被害者等から本制度の申出を受理する 24.2 20.4 18.2 6.1 57.6 73.5

③ 心情等聴取書作成の前段階で被害に関する
心情等を聴く

42.5 56.6 18.2 9.4 39.4 34.0

④ 心情等聴取書作成の前段階で加害者に関す
ることを聴く

30.3 50.0 30.3 23.8 39.4 26.2

⑤ 心情等聴取書作成の前段階で被害弁償に関
することを聴く

42.5 52.1 33.3 22.9 24.2 25.0

⑥ 心情等聴取書を作成する 57.6 － 21.2 － 21.3 －

⑦ 心情等伝達の内容を主任官と協議する 30.3 － 18.2 － 51.6 －

⑧ 心情等伝達の実施後、被害者等への通知内
容を主任官と協議する

48.5 － 18.2 － 33.3 －

⑨ 心情等伝達の結果を被害者等に通知する 45.4 － 15.2 － 39.4 －

⑩ 心情等伝達と同結果の通知を、加害者処遇
に反映するか主任官等と協議する

54.6 － 21.2 － 24.3 －

注）⑥から⑩の段階は、担当官の主業務であるため担当官の割合のみ記載

2）	 質問調査票の本問では 5件法：「とても難しいと思う」「やや難しいと思う」「どちらともいえない」「それほど難しい
と思わない」「難しいと思わない」で回答を得た。
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Ⅱ　研究の結果

（ⅲ）心情等聴取段階における工夫
心情等の聴取段階で実際にどのような工夫をしているかについて、自由記述の回答を、KJ 法を用い
て分析した結果が表 1-14 である。
焦点的コーディングの結果、「事前に、担当者として準備するほか被害者側に対してもメモなどの準
備を促す」「被害者等の個別状況に配慮し、話しやすい雰囲気づくりをする」「被害者等の話を十分に
受け止めるとともに、二次被害を与えないよう留意する」「被害者等の話を明確化し、何度も確認して
聴取書を作成する」「時間的余裕をもつ」といった点が明らかになった。心情等の聴取段階ではその前
後も含め、物理的・心理的配慮、受容と傾聴、明確化、時間的余裕など被害者等の個別状況に応じた
具体的な工夫がなされていることがうかがえた。
また、担当官では被害者等への指示・説明や聴取書作成上の工夫、保護司では話しやすい雰囲気づ
くりの工夫を多く挙げる傾向がみられ、担当官と保護司間での明らかな役割分担が示された。

表1-14　心情等聴取における工夫

焦点的コーディング オープン・コーディング
担当官

コード数
保護司

コード数

事前の準備
事前に、担当者として準備
するほか被害者側に対して
もメモなどの準備を促す

被害者等に、加害者に伝えたいことを事前にメモして
きてもらう

5 1

事前に、事件や加害者の現況について情報を得る 1 2

被害者等が過大な期待をもたぬよう、制度上でできる
こと、できないことを聴取前に伝えておく

4 1

聴取時と
その後の配慮

被害者等の個別状況に配慮
し、話しやすい雰囲気づく
りをする

被害者等の個別状況に合わせて、きめ細かに対応する 3 5

被害者等の来庁時には出迎えや見送りをし、お茶を出
したり相談室の雰囲気を整える

0 7

安心感やプライバシーを確保し、話しやすい雰囲気づ
くりをする

1 6

担当保護司として担当官の補佐をし被害者の状況に気
を配る

5

被害者等の話を十分に受け
止めるとともに、二次被害
を与えないよう留意する

被害者等に思いのたけを十分に話してもらい、受け止
める

0 4

被害者等の心情や主張について傾聴に徹する 5 11

二次被害を与えないよう言葉を選び、細心の注意を払う 3 4

被害者等の話を明確化し、
何度も確認して聴取書を作
成する

明確化や質問を行い、被害者等の話の”交通整理”を
する

3 6

被害者等の心情等について何度も確認し、納得のいく
聴取書を作成する

5 7

時間的余裕をもつ
被害者等が納得するまで話せるよう、十分な時間を取る 1 3

聴取中も聴取後も時間的余裕をもって接する 2 5

その他 その他 1 1
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（ⅳ）心情等の伝達結果を通知する段階における工夫
心情等を加害者に伝達した結果を被害者等に通知する段階で、どのような工夫をしているかについ
て、自由記述の回答を、KJ 法を用いて分析した結果が表 1-15 である。
焦点的コーディングの結果、「主任官と協議し被害者側の要望に応えられるようにする」「被害者等
を傷つけることがないよう配慮する」といった点が明らかになった。通知段階では事前に加害者処遇
担当の主任官と協議すること、通知時とその前後に被害者側に立った配慮をすることによって、被害
者等を傷つけることがないよう具体的に工夫していることがうかがえた。
また通知段階は担当官が主に担っており、保護司は被害者等の気持ちに寄り添うサポート役である
ことが示された。

表1-15　伝達結果を被害者等に通知する段階での工夫

焦点的コーディング オープン・コーディング
担当官

コード数
保護司

コード数

主任官との
事前協議

主任官と協議し、被害者側
の要望に応えられるように
する

主任官との事前協議を十分にし、被害者側の要望等を
伝えておく

7 7

加害者の内省が深まるよう、主任官に依頼しておく 4 0

加害者の反応を正確に伝えられるよう工夫する 5 0

通知時とそ
の前後の配
慮

被害者等を傷つけることが
ないよう配慮する

被害者等の希望に添えない結果があることも、事前に
伝える

0 6

伝達結果について、被害者側を傷つけることがないよ
うに、表現を工夫する

7 4

誠実に対応し、通知後も一緒に考える姿勢を示す 3 6

保護司として被害者等に対する事務連絡を配慮する 4

通知段階は保護司の関与す
る余地なし

通知段階では保護司の関与する余地はほとんどない 5

その他 その他 0 2
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Ⅱ　研究の結果

（ⅴ）心情等伝達制度の全体的印象
心情等伝達制度について現場担当者がどのように捉えているか、同制度の印象にかかわる 6項目の意
見を提示しそれぞれ賛否をたずねた。その回答結果3）	を担当官、保護司別にまとめたのが表1-16である。
まず①「被害者等の『心情等を加害者に伝えたい』という思いに応えられている」について同意し
た割合は、担当官（60.6％）、保護司（63.2％）ともに 6割を超えており、多くの現場担当者が被害者等
の心情等伝達の要望に応えられているという実感を持っているといえる。
一方、②「被害弁償の履行など被害者等の要望を十分に満たすのは難しい」について、同意した割
合が担当官で 93.9％、保護司で 94.7％と高率であった。④「加害者の更生に役立っている」については、
賛否よりも「どちらともいえない」を選んだ割合がもっとも多く、担当官 54.5％、保護司 57.1％と過半
数を占め、同制度の運用の難しさがうかがわれた。
③「被害者等と加害者の心情を疎通させる効果がある」については、担当官と保護司で賛否の割合
が異なり、もっとも多い回答が担当官では「どちらともいえない」（42.4％）、保護司では「そう思う」
（40.4％）であった。担当官では「そう思わない」（33.3％）が「そう思う」（24.2％）を上回った。⑥「保
護観察所を通して被害者等と加害者側が直接的にやり取りできる場があるとよい」についても、担当
官と保護司で賛否の割合が異なった。担当官では「そう思わない」が 51.5％、「どちらともいえない」
が 39.4％、「そう思う」が 9.1％であったのに対し、保護司では「そう思う」がもっとも多く 39.3％であっ
た。担当官は、保護司に比べ、心情等伝達制度による心情疎通の効果にやや懐疑的であり、保護観察
所が主体となる被害者等と加害者側のやり取りについても慎重な姿勢であることが推測される。
⑤「心情等伝達制度を被害者等にもっと周知してもらう必要がある」については、同意した割合が
担当官 51.5％、保護司 78.9％で、現場担当者の多くが同制度の周知を課題として認識しているといえる。

･ 表 1-16　心情等伝達制度の全体的印象･ ％

（全く・どちらかといえば）
そう思う

どちらともいえない
（どちらかといえば・全く）

そう思わない

担当官 保護司 担当官 保護司 担当官 保護司

① 被害者等の「心情等を加害者に
伝えたい」という思いに応えら
れている

60.6 63.2 27.3 22.8 12.1 14.0 

② 被害弁償の履行などの要望を十
分に満たすのは難しい

93.9 94.7 3.0 1.8 3.0 3.5 

③ 被害者等と加害者の心情を疎通
させる効果がある

24.2 40.4 42.4 36.8 33.3 22.8 

④ 加害者の更生に役立っている 24.2 30.4 54.5 57.1 21.2 12.5 

⑤ 本制度を被害者等にもっと周知
してもらう必要がある

51.5 78.9 33.3 14.0 15.2 7.0 

⑥ 保護観察所を通して被害者等と
加害者側が直接的にやり取りで
きる場があるとよい

9.1 39.3 39.4 32.1 51.5 28.6

3）	 質問調査票の本問では 5件法：「全くそう思う」、「どちらかといえばそう思う」、「どちらとも言えない」、「どちらか
といえばそう思わない」、「全くそう思わない」で回答を得た。
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（ⅵ）心情等伝達制度が機能していくために必要なこと
心情等伝達制度がうまく機能していくために何が必要かについて自由記述の回答を、KJ 法を用いて
分析した結果が表 1-17 である（担当官、保護司の区別なし）。
焦点的コーディングの結果、「被害弁償のニーズを解決できるような法整備が必要」「もっと被害者側
の立場に立った制度内容にすべき」「被害者担当と加害者処遇部門の密接な協議や相互理解が必要」「観
察所内の運用を簡素化したり、被害者のニーズを汲み取るスキルを身に付ける」「さらなる広報が必要」
といった点が明らかになった。また「今のままでは難しい」との率直な意見も上がった。

表1-17　心情等伝達制度がうまく機能するために必要なこと

焦点的コーディング オープン・コーディング コード数

新たな仕組み
づくり

被害弁償のニーズを解決できるよう
な法整備が必要

弁償を加害者に強制できるような法整備が必要 10

被害者等の経済的損失が救済されるような公的支援を
充実させるべき

4

もっと被害者側の立場に立った制度
内容にすべき

被害者等が知りたい情報をもっと拡充すべき 6

被害者側にとって、もっと利用しやすい制度に 3

観察所内の
改善

被害者担当と加害者処遇部門の密接
な協議や相互理解が必要

更生保護に携わる者すべてが被害者等の状況や本制度
を理解すべき

4

被害者担当と加害者処遇部門との時間をかけた協議が
必要

11

被害者等の気持ちに寄り添いつつ、加害者の処遇に反
映させる

3

観察所内の運用を簡素化したり、被
害者等のニーズを汲み取るスキルを
身につける

観察所内の事務作業を簡素化すべき 3

被害者等のニーズに対応できる傾聴などのスキルアッ
プが必要

3

さらなる広報が必要

被害者等に本制度（思いを伝えることができる制度）
があることを知らせる

5

被害者支援団体等をはじめ外部へ、本制度をもっと周
知する

7

今のままでは難しいのでは

弁償ニーズを満たせていないという限界あり 3

被害者等からの聴取と加害者への伝達は担当が分かれ
ていて難しい

1

別の制度が必要 2

その他 その他 4
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Ⅱ　研究の結果

これらの結果を図解化したのが図 1-3 である。被害弁償ニーズを解決できるような法整備を含む新
たな仕組みづくり、観察所内の連携等の改善や現場担当者のスキルアップを促すことが肝要であり、
そのうえで同制度の周知に向けてさらなる広報が必要という形に整理できた。
同制度の全体的印象の回答結果とも重なるが、現場担当者は被害弁償ニーズの解決を同制度の大き
な課題として捉えているほか、観察所内の組織・現場担当者としての改善、さらなる広報の必要性を
感じていることが指摘できる。

・被害者等に本制度（思いを伝えること
ができる制度）であることを知らせる

・被害者支援団体等をはじめ外部へ本
制度をもっと周知する

さらなる広報が必要

・弁償を加害者に強制できるような
法整備が必要

・被害者等の経済的損失が救済される
ような公的支援を充実させるべき

被害弁償のニーズを解決で
きるような法整備が必要

・被害者等が知りたい情報を拡充すべき
・被害者側にとって、もっと利用しやす
い制度に

もっと被害者側の立場に
立った制度内容にすべき

新たな仕組みづくり

・更生保護に携わる者すべてが被害者等の状況や本制度を理解すべき
・被害者担当と加害者処遇部門との時間をかけた協議が必要
・被害者等の気持ちに寄り添いつつ加害者の処遇に反映させる

被害者担当と加害者処遇部門の密接な協議や相互理解が必要

観察所内の改善

・観察所内の事務作業を簡素化すべき
・被害者等のニーズに対応できる傾聴などのスキルアップが必要

観察所内の運用を簡素化したり、被害者等のニーズを汲みとるスキルを身につける

・弁償ニーズを満たせていないという限界
あり

・被害者等からの聴取と加害者への伝達は
担当が分かれていて難しい

・別の制度が必要

今のままでは難しいのでは.．

・加害者の生活状況を知り得る機関と
して被害者等に助言できる

・１つのフロアーで加害者を守る職員と
被害者の支援をする職員がいるのは違
和感あり

その他

図1-3　心情等伝達制度がうまく機能するために必要なこと（図解化）
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（ⅶ）「犯罪被害者等の支援」と「加害者の処遇」とのつながり
心情等伝達制度の修復的司法への可能性を探るため、「被害者支援」と「加害者処遇」とのつながり
について、現場担当者としてどのように思うかをたずねてみた。その回答結果 4）	を担当官、保護司別
にまとめたのが表 1-18 である。
「つながっていると思う」と回答した割合が、担当官（57.2％）、保護司（70.3％）ともにもっとも多い。
担当官では「つながっていないように思う」と回答した割合は 14.3％と低く、担当官全員が加害者処遇
の経験を有していた点を踏まえると、被害者支援と加害者処遇のつながりを体験上実感している者が
比較的多いといえよう。

･ 表 1-18　被害者支援と加害者処遇とのつながり･ ％

（強く・まあまあ）
つながっていると思う

どちらともいえない
（あまり・ほとんど）

つながっていないように思う

担当官 保護司 担当官 保護司 担当官 保護司

「犯罪被害者等の支援」と「加害
者の処遇」とのつながりについて

57.2 70.3 28.6 10.9 14.3 18.7

その回答を選んだ理由（自由記述）について、KJ 法を用いて分析した結果が表 1-19 である（担当
官、保護司の区別なし）。焦点的コーディングの結果、つながりを肯定する理由としては「目的は究極
的に一致している」「加害者の反省は更生につながり、被害者側の心の負担軽減にもつながる」「経験上、
つながりを感じる」「つながりはあるが難しい面もある」といった点が明らかになった。
つながりを否定する理由としては「処遇部門の被害者に対する理解不足」「つなげるには無理がある」

「被害者担当と加害者担当が一体的働きになっていない」といった点が明らかになった。とくに「加害
者の生活の立て直しを優先すべき場合がある」との意見があり、更生保護における被害者支援の難し
さを示している。
全体的に、現場担当者として被害者支援と加害者処遇のつながりを肯定する割合は高いが、諸手を
挙げて賛成するというよりも、加害者処遇を知っているがゆえにそのつながりの難しさも感じている
という側面がうかがえる。

4）	質問調査票の本問では 5件法：「強くつながっていると思う」、「まあまあつながっていると思う」、「どちらともいえ
ない」、「あまりつながっていないように思う」、「ほとんどつながっていないように思う」で回答を得た。
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Ⅱ　研究の結果

表1-19　「被害者支援」と「加害者処遇」のつながりについて：その理由

焦点的コーディング オープン・コーディング コード数

「つながっていると思う」理由

被害者支援と加害者処遇の目的は究極的に一致
している

2 つの目的は一致している 5

被害者側の視点を加害者処遇に入れることは必要 7

被害者等の訴えは処遇上でも意識されている 2

被害者等のことを加害者が知ることが更生につながる 7

加害者の反省は更生につながり、被害者側の心
の負担軽減にもつながる

加害者の反省・悔悟は更生につながり、被害者の心を
癒すことにもつながる

9

被害者側の気持ちを軽くでき、加害者の反省も深める
ことができる

3

被害者側は加害者の処遇に関心を持っている 3

処遇部門との協議や経験上、つながりを感じる
加害者担当と被害者担当が一堂に会して協議している 12

経験上つながりを感じる 2

つながりはあるが、難しい面もある

つながりはあるが、被害者側・加害者双方にとって難
しい面がある

5

制度的に難しい面がある 5

「つながっていないと思う」理由

処遇部門の被害者に対する理解不足 処遇部門の被害者に対する理解不足 5

つなげるには無理がある
加害者の生活の立て直しを優先すべき場合がある 5

つなげるには無理があり、別々に考える方が実際的 2

被害者担当と処遇担当が一体的働きになってい
ない

現場では被害者担当と処遇担当が一体的働きになって
いない

6
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（ⅷ）「相談・支援」の利用者について
「相談・支援」制度の利用について、どのような人が多いと感じているか、回答結果を担当官、保護
司別にまとめたのが表 1-20 である。
もっとも多いのが「被害者本人」で、担当官（73.2％）、保護司（71.9％）ともに 7割以上で、2番目
に多いのが「被害者の家族」で、担当官（69.0％）、保護司（67.2％）ともに 7割近くで、担当官と保護
司間の実感としてほとんど差がなかった。この相談・支援については、被害者本人、次いで被害者の
家族が利用しているのが現状といえよう。

･ 表 1-20　「相談・支援」の利用者について･ ％

1 番多い 2 番目に多い 3 番目に多い

担当官 保護司 担当官 保護司 担当官 保護司

犯罪被害者本人 73.2 71.9 24.4 25.0 2.4 3.1 

犯罪被害者の家族 26.2 31.3 69.0 67.2 4.8 1.5 

犯罪被害者の親類 0.0 0.0 6.9 7.1 93.1 92.9 

犯罪被害者本人やその家族に該当
しないと思われる方

0.0 0.0 20.0 11.1 80.0 88.9 

不明 20.0 0.0 0.0 0.0 80.0 100.0

（ⅸ）「相談・支援」における関係機関・団体等との連携および連携の必要性
相談・支援において、どのような機関・団体等と連携（連絡を取り合い紹介したり協働したりすること）
を行っているか、またその連携の必要性についてどう感じているか、回答結果をまとめたのが表 1-21
である（担当官、保護司の区別なし）。
日頃連携している機関としては、民間被害者支援団体 (72.8％ )、検察庁 (72.2％ )、警察 (68.5％ )、法
テラス	(62.9％ ) を挙げる割合が高く、医療機関、福祉事務所は低かった。地方公共団体の被害者相談
窓口は 4割に満たなかった。
連携の必要性については、表 1-21 で挙げた機関・団体等のいずれともその必要性を感じている割合
が高かった。司法機関のみならず、民間被害者支援団体や地方公共団体との連携の必要性を感じてい
るのは、具体的な支援につなぐ必要があるためと考えられる。また、医療機関やカウンセリング機関
よりも、被害者の当事者団体・自助グループとの連携の必要性を感じている割合が高く、その理由と
しては相談者のサポート体制を築く必要がある場合が多いことが推測される。
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Ⅱ　研究の結果

･ 表 1-21　「相談・支援」における関係機関・団体等との連携とその必要性･ ％

日頃連携している 日頃連携していない
とても／ある程度

連携が必要
あまり連携は必要

でない

全体 全体 全体 全体

警察 68.5 31.5 96.8 3.2 

検察庁 72.2 27.8 100.0 0.0 

弁護士会 20.5 79.5 89.3 10.7 

法テラス 62.9 37.1 98.9 1.1 

民間被害者支援団体 72.8 27.2 94.7 5.3 

地方自治体の犯罪被
害者相談窓口

37.2 62.8 92.2 7.8 

福祉事務所 10.1 89.9 77.4 22.6 

保健所・精神保健福
祉センター

12.7 87.3 70.9 29.1 

医療機関精神科心療
内科など

7.8 92.2 63.9 36.1 

医療機関精神科以外
内科など

5.3 94.7 53.6 46.4 

カウンセリング機関 6.5 93.5 73.5 26.5 

犯罪被害者の当事者
団体・自助グループ

24.4 75.6 86.7 13.3 
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（ⅹ）「相談・支援」の利点
更生保護における「相談・支援」の利点について、自由記述を整理したものが表 1-22 である（担当
官、保護司の区別なし）。
保護観察所で被害者等に対応できるよさとして、加害者処遇部門との連携、更生保護に関する情報
提供、関係機関等の紹介、相談窓口としての柔軟さなどが挙がった。その一方で、他機関の紹介のみ
で実効性のある支援は少ないといった意見もあった。

表1-22　更生保護における「相談・支援」の利点（カード数93枚）

◆加害者について知り得る保護観察所に相談できるよさがある
・被害者等通知制度や心情等伝達制度の利用につなぐことができる
・再被害を防ぐ相談・支援ができる

◆加害者が保護観察中のケースでは、被害者等の現況、心情を踏まえた対応が可能
・保護観察や仮釈放の手続等について、被害者等が直接問い合わせることができる
・加害者の情報があるので、より被害者等にそった支援ができる

◆加害者の処遇部門と連携が取れる
・加害者の処遇実態が把握でき反映できる
・加害者の更生を考えるうえでも、被害者等からの情報を得られ指導しやすい面もある

◆適切な関係機関・団体等を紹介できる
・日頃から連携している機関・団体等に、連絡や紹介がスムーズにできる
・他機関に具体的支援を依頼できる

◆裁判後の被害者等の相談窓口としての機能がある
・刑事手続から引き続いて、被害者等が国の機関にかかわっていける
・被害者等に、更生保護や矯正施設の仕組みを理解してもらえる

◆どこに相談してよいかわからないときの「窓口」になっている
・どこに連絡してよいかわからない被害者等に、取りあえずの相談窓口となっている
・誰にも相談できないときの窓口として有効

◆相談するうえでの手続や期間の制約がなく、柔軟に対応できる
・利用できる対象を幅広くしている
・事前に予約する必要はなく気軽に相談できる

◆被害者等の不安や悩みを軽減できる
・話すことで、安心感を得て孤独感を緩和できる面がある
・被害者等の心情を整理することができる

◆特に利点はない
・他の制度と比べ単に相談を受けるだけで、実効性のある支援は少ない
・他機関の紹介だけで、立ち入ったことはできない
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Ⅱ　研究の結果

7）まとめ
調査Ⅱでは、心情等伝達制度および「相談・支援」制度の実施状況と課題について質問紙調査によっ
て明らかにした。現場でどのように実施され、担当者はどのように捉えているか、現場担当者の実感
や意見も含めて分析できたと考えられる。明らかになった主な点として、次の 5点を挙げたい。

①	実施態勢について、心情等伝達制度は担当官と保護司のペアで行われており、担当官は処遇部門の
経験がありほぼ 3年以内に交代しているが、保護司では加害者処遇を経験せずに被害者担当となっ
ている者も多く、被害者担当を継続する傾向がある。担当官は書類作成、主任官等との協議といっ
た主業務を担い、保護司は話しやすい雰囲気づくりなど被害者等の心情面に配慮したサポート役に
回っている。こうした明確な役割分担は、同制度を被害者等に配慮したかたちで運用するうえで大
いに役立っていると考えられる。

②	心情等伝達制度を実施するうえでの各段階については、上述の役割の違いを反映し、担当官は心情
等聴取書の作成や加害者処遇を視野に入れた主任官等との協議に難しさを感じているのに対し、保
護司は被害者等に直接対応することに難しさを感じている。被害者等から心情等を聴取する段階お
よび心情等伝達の結果を被害者等に通知する段階では、事前・事後を含めた細かい配慮がなされ傾
聴スキルが十分に用いられている。更生保護機関が被害者支援に直接関与することについて懐疑的
な声もあったが（守山 2011：212）、同制度では二次被害を与えることがないよう、被害者等の個別
状況に応じた具体的な注意が払われている。被害者等施策の開始にあたって、各保護観察所では被
害者相談や被害者の心情理解に関する研修等を実施するなど態勢を整えてきており 5）、その成果が
表れていると見ることができよう。

③	心情等伝達制度の課題としては、図 1-3 に示されたとおり、被害弁償ニーズを解決できるような法
整備を含む新たな仕組みづくり、観察所内の連携等の改善や現場担当者のスキルアップ、同制度の
周知のための広報が挙げられる。被害弁償の履行は、同制度を利用する被害者等にとって第一の要
望である場合が多く、弁償の問題については別組織で対応することも一案であろう。例えば、無資
力の加害者に対する損害賠償金の貸付を行う機関の設立など具体策は提案されてきており 6）、議論
を重ね実現につなげるべきである。また、同制度の周知についてはさまざまな工夫が必要である。
例えば、同制度で用いられる「申出」「聴取」「通知」などは、いわゆる役所用語であり、被害者等
が利用するにあたって敷居の高さを感じさせる要因となっているとも考えられる。さらに広報を進
めるためには、もっと一般的に分かりやすいことばに替えていくことも検討すべきではないか。被
害者等にかかわる民間支援団体や地方自治体の相談窓口等の関係機関に対しても、同制度の理解を
広げていく必要がある。

5）	例えば、前掲・井坂・『更生保護と犯罪予防』152、315-317 には庁内体制の整備に取り組んだ様子が報告されている。
6）	 損害賠償金の貸付を行う国家機関設立の提案は、吉木栄 (2004)「犯罪被害者救済に関する一考察―犯罪被害賠償基金
設立への展望―」『立命館法政論集』2、110-150 に詳しい。
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④	修復的司法の可能性について、現場担当者の意見を探るため、調査ではさまざまな角度から訊ねた。
「被害者等の支援」と「加害者の処遇」のつながりを肯定する割合は担当官、保護司ともに高く、同
制度における被害者等の心情等伝達のニーズ充足を肯定する割合も高い。しかし、同制度による被
害者等と加害者との心情疎通の効果や加害者更生の有用性となると、「どちらともいえない」という
回答が多くなる。保護観察所が主体となる被害者等と加害者側のやり取りについては、保護司では
肯定する割合が比較的高いが、担当官では「どちらともいえない」が 4割、否定する割合が約 5割
であった。

	 全体的に、担当者は被害者支援という点で一定の成果を実感している一方、加害者との接点や更生
についてはやや慎重な見方をしているといえよう。今までの現場レポートをみると、同制度の利用
によって被害者が立ち直るきっかけを得た事例、加害者のしょく罪意識に影響を与えた事例、被害
弁償の履行につながった事例などが報告されている 7）。こうした実例からは修復的司法とつながる
視点を多く見出すことができる。

	 同制度の利用結果が加害者処遇にも明確に反映できるようになれば、修復的司法の実践への道筋も
見えてくるのではないだろうか。そのためには、被害者担当部署と加害者処遇部門とのスムーズで
密な連携態勢が確保され、同制度が保護観察所内で重要な位置を占めていくことが必須であろう。

⑤	「相談・支援」制度については、その利用は被害者本人、被害者の家族が多いこと、同制度において
保護観察所は民間被害者支援団体、検察庁、警察、法テラスと連携している実態が把握できた。また、
連携の必要性がある機関・団体等としては司法機関のみならず、民間被害者支援団体、地方公共団体、
被害者の当事者団体・自助グループを挙げる割合が高く、具体的な支援につなぎ、サポート体制を
築くことが重視されていることがうかがわれた。

7）	例えば、被害者担当保護司 (2008)「いっぱいのお花―心情等伝達事例を通じて―」『更生保護』59(12)、30-33。小田
康弘 (2013)「犯罪被害者の方からの相談を担当して」『更生保護』64(1)、36-39。左近司彩子 (2015)「心情等伝達制度
と加害者処遇―事例を通じて―」『更生保護』66(10)、40-43。
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Ⅱ　研究の結果

（5）小括
「我が国の刑事司法過程のなかで、『被害者への視点』を早くから制度の中に組み込んでいたのは『保
護』」（宮澤 2013）といわれるように、更生保護において被害者への配慮は、矯正施設収容中の者の環
境調整、仮釈放、保護観察、個別恩赦で行われてきた（藤本 2001）。ただ、こうした「被害者への配慮」
はあくまで配慮であり、軸足は加害者の更生援助であった。その配慮が被害者支援となり、被害者等
施策によって更生保護における制度として実施されるようになった意義は大きい。
現在、第 3次犯罪被害者等基本計画案骨子が公表され 8）、2016（平成 28）年 4 月 1 日から 5か年の
新たな基本計画案が明らかになったところである。同計画案においては、第 1次基本計画の 5つの重
点課題が維持され、刑事手続への関与拡充への取組、支援等のための体制整備の取組についてもさら
に推進されることになっている。
今後、心情等伝達制度をはじめとする被害者等施策をより発展させていくには、更生保護官署にお
ける被害者担当部署の比重を高めていくこと、現場担当者のさらなるスキルアップ、そして実践事例
を蓄積し、検討・活用することが鍵となってくるであろう。
さらに、被害者等施策を利用した被害者側の調査も欠かせない。利用にあたってのニーズ、利用後の
満足度・評価等について、被害者等の理解を得てガイドラインを作り調査を実施することが必要である。

8）	内閣府 (2015)「第 3次犯罪被害者等基本計画案骨子の概要」
	 （http://www8.cao.go.jp/hanzai/kou-kei/event/iken/h27/pdf/gaiyou.pdf　2016.2.20）
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Ⅱ　研究の結果

2. 「民間被害者支援団体の利用に関する調査」について

（1）本調査の背景と視点
わが国の犯罪被害者等（以下、被害者等）に対する支援策は、1990 年代後半以降刑事手続での被害
者等への配慮や保護を定めた法律ができ、2004（平成 16）年に「犯罪被害者基本法」が成立したこと
を契機に大きく進展してきた。
民間による被害者支援の動きは、1990 年代に本格化し、現在、特定非営利活動法人	全国被害者支援
ネットワーク（以下、全国ネットワーク）	1）	のもと民間被害者支援団体（以下、支援センター）が、現
在都道府県すべてに配置されるようになった。支援センターのうち 47 団体は、都道府県の公安委員会
から「犯罪被害者等早期援助団体」	2）	として指定されている（2015（平成 27）年 6月時点）。
支援センターは、被害直後の危機介入、公判支援、継続的支援など様々な活動を行っており、被害
者側の立場に立った支援において中核的な役割を果たしてきている。しかし、支援活動の現況や課題
について分析・検討した調査研究は限られている。また、犯罪被害に関する研究は、法学的立場もし
くは被害者の心のケアに焦点を当てた心理的視点からのものが大多数を占めてきた。社会福祉的視点
は被害に遭った人々の社会生活の再構築を支援するうえで欠かせない視点である。
本調査では、社会福祉的視点から民間被害者支援団体においてどのような支援が行われているか、現
状と課題を明らかにするため、支援センターにおける責任者、犯罪被害相談員／直接支援員、センター
を利用した被害者・家族を対象にした 3種類の質問紙調査を実施した。

1）	全国被害者支援ネットワークは、1998 年に設立された、全国の民間被害者支援団体を統括する特定非営利活動法人。
現在「全国 48 の加盟団体とともに犯罪被害者と被害者家族・遺族がいつでもどこでも必要な支援が受けられ、その
尊厳や権利が守られる社会の実現を目指して活動」することを目的としている。

2）	 犯罪被害者等早期援助団体とは、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」第 23 条第
2項に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資するため、①被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活
動を行うこと、②犯罪被害等に関する相談に応ずること、③犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が、第
10 条第 1項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること、④物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法によ
り被害者等を援助すること。の 4項目の事業を適正かつ確実に行うことができる非営利の法人を、都道府県の公安委
員会が指定した団体のこと。
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（2）本調査の構成
全国ネットワークに加盟する支援センター 48 か所に対して、支援センターの現況および課題等に関
する 3種類の調査票A,B,C（自記式調査票・無記名回答）を郵送し、協力を依頼した。本調査の全体像
について各調査の対象、目的、おもな内容、送付数をまとめたのが表 2-1 である。調査時期は 2014（平
成 26）年 6月～ 8月。

表2-1　「民間被害者支援団体（支援センター）の利用に関する調査」の構成

対象 目的 調査のおもな内容 送付数

調査 A
各支援センターの業務・
運営に精通する代表者・
責任者（1 名）

責任者の視点から支援センターの
体制、業務内容、今後のあり方等
について明らかにする

各支援センターの現況および課題等 48

調査 B
各支援センターの犯罪
被害相談員もしくは 
直接支援員（1 ～ 3 名）

直接支援の担当者の視点から被害
者等に対する支援活動の現状等を
明らかにする

各支援センターで支援したケース（なる
べく 2008 年以降の事件）について（計
3 ケース）の支援内容等

144

調査 C
各支援センターに相談
した被害者・家族（3 名）

支援センターを利用した被害当事
者の視点から支援内容の現状と課
題等を明らかにする

各支援センターにおいて、相談者（事件
の発生時期は問わない）のうち 3 名に「調
査票ファイル（調査の依頼状、調査票 C、
返信用封筒）」を渡していただく
※相談者の回答の応諾は、調査の依頼状
を読み、調査の趣旨等に同意した場合に
回答いただくこととした

144

（3）倫理的配慮
本調査の実施にあたって、研究代表者の本務校である「上智大学『人を対象とする研究』に関する
倫理委員会」の承認を得て「上智大学『人を対象とする研究』に関するガイドライン」を遵守した。
各調査票には、調査の目的、調査への協力が任意であること、調査の分析は支援センターおよび回
答者個人が特定されることはなく統計的に処理されること、得られた情報は本調査とそれに伴う成果
発表のみで使用することを明記した。また、調査内容に関する守秘義務（プライバシー保護）につい
ては万全の措置を取った。
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Ⅱ　研究の結果

（4）調査 A：「支援センターの責任者を対象にした調査」
1）調査の目的
支援センター代表者・責任者の視点からセンターの体制、業務内容、今後のあり方等について明ら
かにする。

2）調査の対象・方法
全国ネットワークに加盟する支援センター 48 か所に「被害者支援団体（センター）の利用に関する
調査」への協力依頼文と自記式質問調査票を郵送した。調査票Aについては支援センターの業務・運
営に精通する代表者・責任者 1名（平成 26 年 6 月時点で従事）を対象とし、無記名による回答・返送
を依頼した。
回答は 35 名から得られた（回収率 72.9％）。なお、欠損値は分析ごとに除外したため、分析によって
データ数は異なる。

３）調査項目
（ⅰ）	回答者の属性について

職名、性別、支援センターでの勤務年数
（ⅱ）	支援センターの体制・相談件数について

発足してからの期間、設立母体、相談員の勤務形態と充足度、相談受理状況、
（ⅲ）	業務内容・他機関連携について

実施している支援・サービス等、関係機関・団体等との連携およびその必要性、連携するための
工夫（自由記述）

（ⅳ）	支援センターのあり方等について
直接的支援におけるボランティアの活用、今後力を入れたいこと、支援センターによる相談・支
援の利点（自由記述）、諸制度の利用や支援について

4）分析方法
各質問項目について名義尺度を数値に置き換えて単純集計を行った。分析は PASW	Statistics	18.0 を
用いた。自由記述の回答については、文字テキストデータの分析技法であるKJ 法を用いるなどして整
理した。
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5）結果
（ⅰ）回答者の属性・支援センターの概要について
回答者と支援センターの基本情報（平成 26 年 6 月時点）についてまとめたものが表 2A-1 である。

表2A-1　回答者と支援センターの基本情報

N （％） N （％）

回答者の職名 センター発足からの期間

理事長 1 （2.9） 5 年以上 10 年未満 10 （28.6）

事務局長 25 （73.5） 10 年以上 15 年未満 18 （51.4）

その他 8 （23.5） 15 年以上 7 （20.0）

合計 34 （100.0） 合計 35 （100.0）

性別 設立母体

男性 26 （74.3） 民間相談所 21 （61.8）

女性 9 （25.7） その他 13 （38.2）

合計 35 （100.0） 合計 34 （100.0）

勤務年数

3 年未満 17 （48.6）

3 年以上 5 年未満 8 （22.9）

5 年以上 10 年未満 8 （22.9）

10 年以上 2 （5.7）

合計 35 （100.0）

発足して 10 年以上たっている支援
センターが 7 割以上で、設立母体は
民間相談所が 6 割を占める。

回答者は、事務局長が約 7 割、男性が
約 7 割、支援センター勤務年数が 3 年
未満の者が約半数である。
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Ⅱ　研究の結果

（ⅱ）支援センターの体制・相談件数について
支援センターで直接支援にあたっている職員の勤務形態をまとめたものが表 2A-2 である。さらに、
その職員の勤務体制をどう思うか（充足感）の回答結果を円グラフにしたものが図 2A-1 ～ 3 である。

表2A-2　相談員／直接支援員の勤務形態別の人数

常勤、非常勤とも置いていない支援センター
がある。平均して常勤職員は約 2 名、非常勤
は 4 ～５名、ボランティアは 23 名である。

最小値
N

最大値
N

平均値 標準偏差

常勤 0 6 2.24 1.52

非常勤 0 29 4.59 6.50

ボランティア 4 87 23.00 15.06
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多い方である

現状のままでよい

少し足りない

かなり不足している

N=1 (3.1%)

N=5  (15.6%)

N=17  (53.1%)

N=9  (28.1%)

常勤職員について、「少し / かなり
不足している」割合が 8 割を超える

図2A-1　常勤職員の充足感

N=0  (0.0%)

N=7  (22.6%)

N=19  (61.3%)

N=5  (16.1%)

多い方である

現状のままでよい

少し足りない

かなり不足している

非常勤職員について、「少し / かなり
不足している」割合が約 8 割

図2A-2　非常勤職員の充足感

多い方である

現状のままでよい

少し足りない

かなり不足している

N=2  (6.5%)

N=11  (35.5%)

N=15  (48.4%)

N=3  (9.7%)

ボランティアについて、「多い方 /
現状のままでよい」割合が約 4 割、

「少し / かなり不足している」割合
が約 6 割

図2A-3　ボランティアの充足感

科研費報告書.indd   42 2016/04/26   16:09:23



― 43 ―

Ⅱ　研究の結果

（ⅲ）被害内容別の相談手段ごとの年間件数について
支援センターで平成 25 年度（平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月）の相談受理状況について、「殺人」「暴
行・傷害」「強盗」「性的被害」「交通被害」「財産的被害」「DV・ストーカー・虐待」の被害内容別に、
相談手段ごと（「電話」「FAX・手紙・メール」「面接」「直接支援」の件数をたずねた。その回答結果
をまとめたものが表 2A-3 である。
全体をみると、受理件数でもっとも多い被害は性的被害で、いずれの相談手段でももっとも多く対
応していた。次いで交通被害、殺人、暴行・傷害であり、少ないのは財産的被害、強盗であった。

表2A-3　被害内容別の相談受理状況（年間件数　平成25年4月～平成26年3月）

電話による相談件数 FAX・手紙・メールによる相談件数

最小値 最大値 平均値 標準偏差 最小値 最大値 平均値 標準偏差

1．殺人 0 326 38.9 78.2 0 235 42.6 88.1

2．暴行・傷害 2 332 48.8 64.9 0 40 11.2 17.7

3．強盗 0 65 10.2 16.2 0 14 2.1 4.8

4．性的被害 0 1039 122.6 189.8 0 487 65.5 139.6

5．交通被害 1 459 62.5 84.5 0 449 45.4 123.2

6．財産的被害 0 150 24.6 34.0 0 15 3.4 6.1

7．DV・ストーカー・虐待 1 240 40.4 61.3 0 161 18.7 45.6

8．その他 0 292 42.5 60.0 0 37 22.5 58.3

面接を行った相談件数 直接的支援を行った件数

最小値 最大値 平均値 標準偏差 最小値 最大値 平均値 標準偏差

1．殺人 0 192 14.8 38.2 2 133 37.5 42.8

2．暴行・傷害 0 45 8.1 9.6 1 166 20.0 35.6

3．強盗 0 9 2.9 3.3 0 41 8.8 10.9

4．性的被害 1 716 45.0 128.2 1 407 69.6 95.4

5．交通被害 0 349 22.9 63.6 2 123 33.6 33.4

6．財産的被害 0 14 2.2 3.1 0 44 5.8 12.6

7．DV・ストーカー・虐待 0 40 5.9 9.0 0 48 10.3 14.0

8．その他 0 56 10.3 25.3 0 44 6.5 10.4

注）その他は、この欄に記入された様々な被害の合計

電話による相談は性的被害がもっとも多く、 
交通被害、暴行・傷害、DV 等が続く。

面接を行った相談は性的被害がもっとも
多く、交通被害、殺人と続く。

FAX/ 手紙・メールによる相談は性的被害、
交通被害、殺人が多い。

直接的支援をした相談は性的被害がもっと
も多く、殺人、交通被害と続く。
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（ⅳ）支援センターでの支援内容について
支援センターで提供している支援・サービス等についてまとめたものが、表 2A-4 である。同表の
15 項目ほとんどについて実施しているとの回答だった。「家族関係の調整」のみが、実施していないと
いう回答が 7割近くで、実施しているという回答を上回った。

表2A-4　支援センターでの支援内容

実施していない 実施している 合計

N （％） N （％） N （％）

① 刑事手続きについての情報提供 0 （0） 34 （100.0） 34 （100.0）

② 犯罪被害後の心理的・生活上の変化についての
情報提供

1 （2.9） 33 （97.1） 34 （100.0）

③ 心理的サポート（傾聴・受容など） 1 （2.9） 33 （97.1） 34 （100.0）

④ 精神科医・臨床心理士による専門的ケア 2 （5.9） 32 （94.1） 34 （100.0）

⑤ 弁護士の紹介 5 （14.7） 29 （85.3） 34 （100.0）

⑥ 医療機関の紹介 9 （26.5） 25 （73.5） 34 （100.0）

⑦ 精神保健福祉センター・カウンセリングセンター
の紹介

7 （20.6） 27 （79.4） 34 （100.0）

⑧ 捜査機関への付き添い 1 （2.9） 33 （97.1） 34 （100.0）

⑨ 公判の付き添い支援 1 （2.9） 33 （97.1） 34 （100.0）

⑩ 医療機関や役所等への付き添い 1 （2.9） 33 （97.1） 34 （100.0）

⑪ 行政手続きをするうえでの実際的支援 3 （8.8） 31 （91.2） 34 （100.0）

⑫ 家事等の日常生活の支援 13 （38.2） 21 （61.8） 34 （100.0）

⑬ 家族関係の調整 22 （66.7） 11 （33.3） 33 （100.0）

⑭ 当事者グループ・自助グループの紹介 4 （11.8） 30 （88.2） 34 （100.0）

⑮ 自助グループの運営 8 （23.5） 26 （76.5） 34 （100.0）

上記の項目のうち、ほとんどの支援が実施されている。
刑事手続きをはじめとする情報提供、心理的サポート、関係機関や
公判への付き添いは、ほぼすべての支援センターで行われている。
日常生活の支援と家族関係の調整は、実施していないセンターが 
やや多かった。
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Ⅱ　研究の結果

表 2A-4 の項目以外で実施している支援としては、下記のようなものが挙がった。治療費や生活費
の補助等の経済的支援や生活支援など、きめ細かい支援が行われている。

「その他」の具体的支援内容

司法関連の支援 代理傍聴、無料弁護士相談会の開催

カウンセリング・医療費等の補助 無料カウンセリングの実施、精神科治療費補助、医療機関の治療費補助

生活費等の補助 緊急避難場所（6 泊 7 日）の確保、引越代・宿泊費補助、制服等購入費補助

生活支援
被害者宅訪問、買物同行、引越手伝い等の生活支援、物品（防犯カメラ、防犯ブザー等）
の供与・貸出

情報提供 被害現場の後片付けの業者等の紹介、供養・法要にかかわる情報提供

児童福祉分野等の他機関連携 児童相談所やスクールカウンセラーとの連携、母子生活支援施設や民生委員との連携

その他 企業等連絡協議会の開催
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（ⅴ）関係機関・団体等との連携およびその必要性について
支援センターが連携している他機関等の連携と、その機関等との連携の必要性についてまとめたも
のが、表 2A-5 である。

表2A-5　他機関等との連携とその必要性

連携して
いない

連携している
あまり連携は
必要でない

ある程度連携
が必要

とても連携が
必要

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

① 警察 0 （0） 35 （100.0） 0 （0） 2 （5.9） 32 （94.1）

② 検察庁 0 （0） 35 （100.0） 0 （0） 7 （20.6） 27 （79.4）

③ 弁護士（会） 1 （2.9） 34 （97.1） 0 （0） 6 （17.6） 28 （82.4）

④ 法テラス 1 （2.9） 34 （97.1） 0 （0） 11 （32.4） 23 （67.6）

⑤ 保護観察所 7 （20.0） 28 （80.0） 5 （14.7） 18 （52.9） 11 （32.4）

⑥ 地方自治体の犯罪被害相談窓口 4 （11.4） 31 （88.6） 0 （0） 10 （29.4） 24 （70.6）

⑦ 福祉事務所 5 （14.3） 30 （85.7） 0 （0） 18 （52.9） 16 （47.1）

⑧ 保健所・精神保健福祉センター 9 （25.7） 26 （74.3） 2 （5.9） 13 （38.2） 19 （55.9）

⑨ 医療機関 7 （20.0） 28 （80.0） 1 （2.9） 14 （41.2） 19 （55.9）

⑩ カウンセリング機関 2 （5.9） 32 （94.1） 1 （2.9） 7 （20.6） 26 （76.5）

⑪ 当事者団体・自助グループ 3 （9.1） 30 （90.9） 3 （8.8） 8 （23.5） 23 （67.6）

上記のいずれの機関等とも連携している割合が
高い。警察、検察庁とはすべての支援センター
が連携している。弁護士、法テラスとの連携の
割合も高く、次いでカウンセリング機関、当事
者団体・自助グループ、地方自治体の相談窓口
の割合が高い。

上記のいずれの機関等とも連携の必要性を感じ
ており、司法機関以外では地方自治体の相談窓
口の割合が高い。連携の必要性がやや低いのは
保護観察所である。
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Ⅱ　研究の結果

（ⅵ）良好な連携を築くための工夫について（自由記述）
他機関等との良好な連携を築くための工夫について、自由記述を整理したものが表 2A-6 である。
日頃から連絡を取ったり連絡協議会に積極的に参加するなど、さまざまな努力がなされていることが
分かる。

表2A-6　他機関等との良好な連携を築くための工夫　（カード数30枚）

◆「顔の見える」関係づくり
・検察庁、裁判所の事務官とは、平素から電話等による連絡を密にしており、機会あるごとに顔を出すなどして良好

な関係を築いている
・電話だけでなく顔が見えるように心がけている
・事務連絡であっても可能な限り出向き、相手方と面接の機会を多く持つようにする
・定期・不定期に会って話合う機会をつくっている
・他機関等の担当者の異動がある場合、挨拶ができる関係を保つ

◆連絡協議会等への積極的参加・情報交換
・犯罪被害者支援連絡協議会等の各種会合への積極的参加
・弁護士会、検察庁で開催する連絡会議への積極的参加
・関係機関が参加する会議・研修会等への積極的参加
・弁護士会（被害者支援委員会）との協議会の開催
・関係機関による支援検討会・相談ネットワーク会議による情報交換
・会員組織内での卓話の実施

◆ケースによる対応
・支援が入った際には、こまめに連絡をとったり直接出向いて担当者と話をする
・事案により連絡を取り合っている

◆情報の共有・提供
・地方自治体の総合相談窓口として活動
・支援センターのニュースレター等を送付し情報を共有する
・情報の共有のための定例検討会の実施など

◆警察との連携強化
・県下全交番、駐在所へ支援センターポスター掲示を依頼
・県警の被害者支援担当者と支援センターの専務理事が各警察署を巡回し、支援要請を行っている
・県下警察署副署長会議で専務理事による連携の必要性にかんする講話をする
・県や県警との合同イベントの開催

◆講師の派遣など
・他機関・団体で行われる研修へ講師を派遣している
・（関係機関等の職員等を）自支援センターの研修講師として招く

◆その他
・国や県等の行政機関は（担当者の）異動があり、被害者支援の必要性を理解するのに時間がかかる
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（ⅶ）直接的支援におけるボランティアの活用について
直接的支援においてボランティアをどのように活用するのがよいか、選択肢を提示し選んでもらった
結果が表 2A-7 である。

表2A-7　ボランティアの活用　（どの形が望ましいか）

N （％）

1） 専門職スタッフが直接的支援を行い、ボランティアはその補助的役割を担う 13 （41.9）

2） 専門職スタッフがコーディネータとなり、ボランティアが直接的支援を行う 4 （12.9）

3） 専門職スタッフとボランティアが同程度の役割を担って直接的支援を行う 9 （29.0）

4） ボランティアは直接的支援を行わず、被害者支援についての広報・啓発活動を担う 2 （6.5）

5） その他 3 （9.7）

 合計 31 （100.0）

上記の選択肢の中では、「専門職が中心となりボランティアは補助的
役割を担う」形を選択する割合が約 4 割、「専門職とボランティアが
同程度の役割を担う」形の割合が約 3 割である。「ボランティアは直
接的支援を行わない」を選択する割合はもっとも低い。

「その他」で具体的に記入された意見は以下のとおりである。支援センターによっては専門職がいな
い現状や、ボランティア活用のむずかしさが率直に記されている。

・ 専門職スタッフはいない。現在は、事務局長がコーディネーターをし、ボランティアが支援を行っている。近い将来、
ボランティアにもコーディネーターを担ってもらうべく準備中。支援の中心は、ボランティアである。

・ （回答の選択肢の）すべて当てはまる。現状はボランティア頼みであるが、専門性が必要であり、専門職として捉えて
いきたい。

・ 当センターでは専門職スタッフ制を採り入れておらず、研修や経験で実力を養成してきていることから、メンバー一丸
となって一つ一つの課題や問題に取組んできている。

・ 専門職の「犯罪被害相談員」を直接支援の責任者に指定し、ボランティアはその支援の補助的任務として具体的に要領
を説明し行っている。

・ 相談員と直接支援員がチームを作り支援を実施（相談員がリーダー）。ボランティア活動員は広報啓発活動（を担って
いる）。

・ 現状は支援活動員の身分は非常勤職員で時給計算による賃金（一律）が支払われている。いわゆる無償ボランティア
は活用していない。直接的支援はベテラン支援活動員と他 1 名がペアで行っている。支援活動員を指揮・監督する支
援活動責任者 2 名が核となって活動している。

・ 二次被害等を考えるとボランティアについてよほど養成していかないと被害者等と直接にたずさわる役目はむつかしい。
かえって、専門職スタッフの足手まとい等になりかねない。電話相談も同じように考えている。
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Ⅱ　研究の結果

（ⅷ）今後力を入れたいことについて
支援センターで提供している支援・サービス等についてまとめたものが、表 2A-8 である。

表2A-8　今後力を入れていきたいこと

力を入れる
必要はない

それほど
力を入れなく

てもよい

どちらとも
いえない

やや力を
入れたい

非常に力を
入れたい

合計

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

① センター運営財源の確保 0 （0） 0 （0） 0 （0） 3 （8.6） 32 （91.4） 35 （100.0）

② 相談受理件数の増加 0 （0） 0 （0） 6 （17.1） 14 （40.0） 15 （42.9） 35 （100.0）

③ 直接的支援にあたる職員の増員 0 （0） 0 （0） 2 （5.7） 12 （34.3） 21 （60.0） 35 （100.0）

④ 職員に対する研修体制 0 （0） 0 （0） 1 （2.9） 12 （34.3） 22 （62.9） 35 （100.0）

⑤ ボランティアの増員 1 （2.9） 2 （5.7） 5 （14.3） 16 （45.7） 11 （31.4） 35 （100.0）

⑥ ボランティアの養成 0 （0） 0 （0） 2 （5.7） 18 （51.4） 15 （42.9） 35 （100.0）

⑦ 職員・ボランティアのメンタルヘルス対策 0 （0） 0 （0） 3 （8.8） 16 （47.1） 15 （44.1） 34 （100.0）

⑧ 自助グループの運営 0 （0） 1 （2.9） 11 （31.4） 10 （28.6） 13 （37.1） 35 （100.0）

⑨ 被害者支援についての広報・啓発活動 0 （0） 0 （0） 0 （0） 7 （20.0） 28 （80.0） 35 （100.0）

⑩ 関係機関等との連携強化 0 （0） 0 （0） 0 （0） 9 （25.7） 26 （74.3） 35 （100.0）

⑪ 広域支援の強化 0 （0） 0 （0） 8 （22.9） 20 （57.1） 7 （20.0） 35 （100.0）

上記項目について非常に力を入れたいとする割合は、「センター運営財源の
確保」が 9 割以上である。続いて、「被害者支援についての広報・啓発活動」

「関係機関等との連携強化」、職員の研修や増員に関することの割合が高い。
全項目で比べると、「広域支援の強化」「ボランティアの増員」「自助グループ
の運営」の割合がやや低い傾向にある。

「その他」で具体的に記入された意見は以下のとおりである。被害者支援の周知に関する具体的な意
見、被害者等へのアウトリーチや支援センター内の世代交代に関する課題などが記されている。

◆被害者支援の周知
・ 一般の方々に「被害者支援」を知っていただきたい。いかにしたら広く理解して頂き、協力を得られるのか。メディ

ア等の活用が有効であると考えている。
・ 当センターの存在そのものはもとより、被害者支援そのものの認知度は高いとは言えない現状にあることから、理解、

周知のための広報等を積極的に実施したい。

◆支援センターの組織としての充実
・ 平成 26 年 4 月 1 日に公益社団法人に移行したところであり、財源基盤の安定等を主たる目的として、正会員及び

賛助会員のさらなる充実を図っていきたい。
・ 事務局員の勤務状態等の改善。
・ 増員だけでなく、事務局、ボランティア、理事等の世代交代の準備。
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◆被害者へのアウトリーチの充実
・ 物言わぬ被害者対策。過疎地等、他との交流がまれな地域などにおける被害者の堀起こし。

◆その他
・ 自助グループへの加入者を増やしていきたい
・ 支援活動においては、相談者（被支援者）の心情や求めることを適確に把握し、当人に寄り添い、信頼関係の中で

活動していくことが最も大切だと考えている。従って人間性を磨くことに最も力を入れていきたい。
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Ⅱ　研究の結果

（ⅸ）支援センターによる相談・支援の利点について（自由記述）
支援センターによる相談・支援の利点についてどのようなことが挙げられるか、自由記述の回答を
整理したものが表 2A-9 である。
中長期的な支援ができること、利便性・融通性、きめ細かな支援、無償の支援サービスのほか、フラッ
トな関係性の中で、社会や人間関係への信頼を取り戻すための支援ができるという点も挙げられてお
り、行政機関とは異なる民間被害者支援団体ならではの立ち位置や利点が示されている。

表2A-9　支援センターによる相談・支援の利点について（カード数61枚）

◆素早い立ち上がり、利便性、融通性がある
・フットワークが軽い、機動力がある
・ケースに応じた柔軟な対応ができる
・身近に接し、日常生活全般の支援ができる

◆被害者等に寄り添ったきめ細かな支援ができる
・各被害者等が求める支援を、より深くより幅をもって行える
・本当の意味で被害者等のための支援ができる
・過去の事案や、警察には届けたくないという人でも相談が可能

◆中・長期的な支援ができる
・被害者等に寄り添った長期にわたる支援が可能
・被害者等の納得が得られるまで支援できる
・性犯罪被害者に対して長期の支援ができるのは民間だけである

◆他機関との連携、相互間の連絡調整ができる
・他機関との調整役ができる
・活動の自由度が大きいため、橋渡しやつなぎ役に向いている
・弁護士、医療機関等との連携が可能

◆行政機関に比べ敷居が低い
・被害者等にとって気軽に相談できる

◆行政の枠にこだわらない支援ができる
・官公署のような権限はないが、守備範囲に拘束されることはない
・制度の枠をこえて柔軟な対応ができる

◆同じ社会人としてフラットな関係性の中で、社会や人間関係への信頼を取り戻すための支援ができる
・職業ではない支援が大切
・仕事として行う支援とは異なり、同じ市民が寄り添うことのよさがある
・フラットな関係性の中で、被害軽減の手助けができる

◆無償／安価な支援サービスが提供できる
・相談、支援が無料
・費用効果を勘案せず、継続支援できる

◆その他
・ボランティア養成講座を修了した経験豊かな支援員が相談にあたる
・被害者支援のプロとして研修している
・機関として独立しているため、苦情等を言いやすい
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（ⅹ）諸制度の利用や支援等について
被害者にかかわる諸制度の利用や支援、加害者側との接点に関する項目について、どのように思うか、
その回答結果をまとめたものが表 2A-10 である。公判の「被害者参加制度」「更生保護における心情
等伝達制度」の利用についての支援を肯定する割合は高く、こうした制度が被害者のためのものとし
て機能していることがうかがえる。
修復的司法につながる可能性のある「加害者側からの謝罪が得られるのであれば、被害者等と加害
者側が直接やり取りする場があってもよい」については、どちらともいえないとする回答が半数近く、
「被害者支援と加害者の更生のつながり」について肯定する割合は半数であった。

表2A-10　諸制度の利用や支援についての意見

公判の「被害者参加制度」の利用については支援したいとする
センターが大多数である。「心情等伝達制度」についても、その
利用を支援したいとする割合が 8 割を超える。
加害者との接点に関する項目については、慎重な回答が多い。

（全く・あまり）
そう思わない

どちらとも 
いえない

（全く・やや）
そう思う

合計

N （％） N （％） N （％） N （％）

1） 公判での「被害者参加制度」について、該当する被
害者等の方には、希望を確認したうえでその利用を
支援していきたい

0 （0.0） 1 （2.9） 34 （97.2） 35 （100.0）

2） 「更生保護における心情等伝達制度（保護観察中の加
害者に、心情を伝えることができる制度）」について、
該当する被害者等の方には、希望を確認したうえで
その利用を支援していきたい

1 （2.9） 5 （14.3） 29 （82.8） 35 （100.0）

3） 加害者側からの謝罪が得られるのであれば、「被害者
等と加害者側が直接やり取りする場」があってもよい

8 （22.9） 17 （48.6） 10 （28.6） 35 （100.0）

4） 被害者支援と加害者の更生はつながっている面がある
と思う

7 （20.0） 10 （28.6） 18 （51.5） 35 （100.0）
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Ⅱ　研究の結果

（5）調査 B：「支援センターの直接支援担当者を対象にした調査」
1）調査の目的
支援センターにおいて直接支援にあたっている担当者の視点から、被害者等に対する支援活動の現
状等を明らかにする。

2）調査の対象・方法
全国ネットワークに加盟する支援センター 48 か所に「被害者支援団体（センター）の利用に関する
調査」についての協力依頼文と自記式質問調査票を郵送した。調査票 Bは、支援センターにおいて直
接支援にあたっている犯罪被害相談員／直接支援員を対象とし、無記名による回答・返送を依頼した。
支援センターに調査票Bを 3部ずつ、計 144 部郵送した。
回答は 86 名から得られた（回収率 59.7％）。なお、欠損値は分析ごとに除外したため、分析によって
データ数は異なる。

3）調査項目
最近（なるべく 2008 年以降に発生 3））の事件で支援をしたケースのうち、印象に残るケースを 1つ
取り上げて回答してもらう。
（ⅰ）	回答者の属性について

職名、性別、相談員としての経験年数
（ⅱ）	取り上げたケースについて

ケースの起訴時期、被害内容、相談者の性別・年代、相談者と被害者との関係、支援センターに
相談するきっかけ、ケースの加害者の年齢層・逮捕の有無・現況

（ⅲ）	取り上げたケースの支援および他機関連携について
アセスメントや支援計画等、相談者がセンターに来談した当初に感じていた困難、提供した支援
内容、支援を提供するうえで工夫した点（自由記述）、支援するために連携した他機関等および連
携の必要性、ケース支援の終結、ケース支援の全体的印象とその理由

（ⅳ）	被害者のための諸制度の利用状況について

4）分析方法
各質問項目について名義尺度を数値に置き換えて単純集計を行った。分析は PASW	Statistics	18.0 を
用いたが、統計的に有意差が見られた項目は限られたので、本報告書では単純集計結果を載せている。
自由記述の回答については、文字テキストデータの分析技法であるKJ 法を用いるなどして整理した。

3）	本調査では被害者参加制度について尋ねており、同制度は 2008 年 12 月 1 日に導入されているため、なるべく 2008
年以降に発生した事件のケースを取り上げてもらうよう依頼した。

科研費報告書.indd   53 2016/04/26   16:09:24



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 54 ―

5）結果
（ⅰ）回答者の属性と全ケースの基本情報について
回答者 86 名の属性と、取り上げられた全ケースに関する基本情報については表 2B-1 に示すとおり
である。被害内容で多かったのは、「殺人・傷害致死」（29 ケース）、「性暴力被害」（24 ケース）、「交
通犯罪被害」（17 ケース）であった。
以下の結果では、この 3つの被害種別にデータを整理し検討していく。

表2B-1　回答者と全ケースの基本情報

回答者について N （％） 全ケースの基本情報 N （％）
職名 起訴時期

室長（室長代理） 3 （3.5） 2008 年 11 月 30 日以前 6 （7.0）
犯罪被害者相談員 50 （58.1） 2008 年 12 月 1 日以降 76 （87.2）
直接支援員 10 （11.6） 不明 / 無回答 5 （5.8）
その他 5 （5.8） 合計 86 （100.0）
不明 / 無回答 18 （20.9） 被害内容
合計 86 （100.0） 暴行・傷害等被害 3 （3.5）

性別 性暴力被害 24 （27.9）
男性 10 （11.6） 交通犯罪被害 17 （19.8）
女性 74 （86.0） 殺人・傷害致死 29 （33.7）
不明 / 無回答 2 （2.3） DV 被害 3 （3.5）
合計 86 （100.0） その他 3 （3.5）

経験年数 不明 / 無回答 7 （8.1）
3 年未満 15 （17.6） 合計 86 （100.0）
3 年以上 5 年未満 17 （20.0） 相談者の性別
5 年以上 10 年未満 34 （40.0） 男性 14 （16.3）
10 年以上 19 （22.4） 女性 66 （76.7）
不明 / 無回答 1 （1.2） 不明 / 無回答 6 （7.0）
合計 86 （100.0） 合計 86 （100.0）

相談者の年代
9 歳以下 1 （1.2）
10 代 4 （4.7）
20 代 13 （15.1）
30 代 16 （18.6）
40 代 24 （27.9）
50 代 9 （10.5）
60 代 12 （14.0）
70 代 2 （2.3）
80 代以上 1 （1.2）
不明 / 無回答 4 （4.7）
合計 86 （100.0）

相談者と被害者との関係
被害者本人 26 （30.2）
被害者の配偶者 13 （15.1）
被害者の親 35 （40.7）
被害者の子ども 6 （7.0）
被害者の兄弟姉妹 2 （2.3）
その他 1 （1.2）
不明 / 無回答 3 （3.5）
合計 86 （100.0）

回答者について、「犯罪被害者相談員」の
職名の者がもっとも多く約 6 割、女性が
9 割近く、相談員 / 支援員としての経験
5 年以上の者が 6 割以上を占める。
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（ⅱ）被害種別ごとの相談者の属性について
相談者の属性について被害種別ごとにまとめたものが表 2B-2 である。

表2B-2　被害種別ごとの相談者の属性

相談者の性別では、いずれの被害種別でも女性が多い。被害者
との関係では、「交通犯罪被害」は被害者の親、配偶者が多く、

「殺人・傷害致死」は被害者の親が過半数で、「性暴力被害」は
被害者本人がもっとも多かった。
年齢では、「性暴力被害」で 20 代が多く、10 代の相談者 4 名
はすべて「性暴力被害」であった。

交通犯罪被害 殺人・傷害致死 性暴力被害

N （％） N （％） N （％）

相談者の性別

男性 5 （29.4） 7 （24.2） 0 ―

女性 12 （70.6） 19 （65.5） 23 （95.8）

不明 0 ― 3 （10.3） 1 （4.2）

合計 17 （100.0） 29 （100.0） 24 （100.0）

相談者と被害者との関係

被害者本人 2 （11.8） 2 （6.9） 16 （66.7）

被害者の配偶者 5 （29.4） 7 （24.1） 0 ―

被害者の親 6 （35.3） 16 （55.2） 7 （29.2）

被害者の子ども 3 （17.6） 2 （6.9） 1 （4.2）

被害者の兄弟姉妹 0 ― 1 （3.4） 0 ―

その他 / 不明 1 （5.9） 1 （3.4） 0 ―

合計 17 （100.0） 29 （100.0） 24 （100.0）

相談者の年齢

10 代 0 ― 0 ― 4 （16.7）

20 代 1 （5.9） 2 （6.9） 9 （37.5）

30 代 4 （23.5） 3 （10.3） 5 （20.8）

40 代 6 （35.3） 10 （34.5） 5 （20.8）

50 代 2 （11.8） 5 （17.3） 1 （4.2）

60 代 2 （11.8） 6 （20.7） 0 ―

70 代 1 （5.9） 1 （3.4） 0 ―

80 代以上 1 （5.9） 0 ― 0 ―

不明 0 ― 2 （6.9） 0 ―

合計 17 （100.0） 29 （100.0） 24 （100.0）
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（ⅲ）支援センターへの相談経緯について
被害者が支援センターに相談するきっかけについて、被害種別ごとにまとめたものが表2B-3である。
法テラス、地方自治体の相談窓口、女性相談センターからの紹介は見られなかった。

表2B-3　支援センターへの相談経緯･( 複数選択 )

交通犯罪被害 殺人・傷害致死 性暴力被害

N （％） N （％） N （％）

１．警察からの紹介 あり 12 （70.6） 24 （82.8） 16 （66.7）

２．検察庁からの紹介 あり 1 （5.9） 1 （3.4） 1 （4.2）

３．弁護士からの紹介 あり 2 （11.8） 0 ― 1 （4.2）

４．法テラスからの紹介 あり 0 ― 0 ― 0 ―

５．医療機関からの紹介 あり 0 ― 0 ― 1 （4.2）

６．自治体の相談窓口からの紹介 あり 0 ― 0 ― 0 ―

７．女性センターからの紹介 あり 0 ― 0 ― 0 ―

８．ご本人自らが探して あり 0 ― 0 ― 2 （8.3）

９．その他 あり 2 （11.8） 5 （17.2） 3 （12.5）

合計（人数） 17 29 24

いずれの被害種別でも、警察からの紹介でセンターに相談する
場合がもっとも多い。「殺人・傷害致死」ではその他：支援センター
のパンフレットを見てという回答がやや多かった。「性暴力被害」
では被害者自らが探してという回答が見られる。
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（ⅳ）ケースの加害者の属性と現況について
ケースの加害者の属性と現在の状況について、被害種別ごとにまとめたものが表 2B-4 である。

表2B-4　ケースの加害者の属性と現況

交通犯罪被害 殺人・傷害致死 性暴力被害

N （％） N （％） N （％）

1）加害者の年齢層 

少年 3 （17.6） 6 （20.7） 4 （16.7）

成人 13 （76.5） 22 （75.9） 19 （79.2）

不明 1 （5.9） 1 （3.4） 1 （4.2）

2）逮捕の有無

逮捕された 16 （90.0） 28 （96.6） 19 （79.2）

逮捕されていない 1 （5.9） 0 ― 2 （8.3）

その他 / 不明 0 ― 1 （3.4） 3 （12.5）

合計（人数） 17 29 24.0

3）加害者の現況について（複数選択）

①不起訴 / 少年審判不開始・不処分 0 ― 0 ― 1 （4.2）

②刑事裁判中 / 少年審判中 0 ― 3 （10.3） 2 （8.3）

③裁判終了、執行猶予となった 6 （35.3） 1 （3.4） 2 （8.3）

④刑事施設に入所中 / 少年院に入院中 7 （41.2） 23 （79.3） 13 （54.2）

⑤刑事施設から釈放 / 少年院から退院 1 （5.9） 0 ― 0 ―

⑥保護観察中 0 ― 0 ― 1 （4.2）

⑦その他 / 不明 3 （17.6） 3 （10.3） 3 （12.5）

ケースの加害者はいずれの被害種別でも成人が８割近くを占め、
逮捕された場合が大多数である。加害者の現況は、刑事施設 / 少
年院に入っている場合が、いずれの被害種別でももっとも多いが、

「交通犯罪被害」では執行猶予となったケースも多い。
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（ⅴ）ケースに対するアセスメントや支援について
ケースに対するアセスメントと支援について、被害種別ごとにまとめたものが図 2B-1 ～ 3 である。
被害種別の差はなく全体に同じ傾向で、相談者の心身状態を把握するためのアセスメント・シートを
用いている割合は 2割以下である。支援計画、チームによる支援、事例検討については高い割合で行
われている。

82.4%

100.0%

88.2%

11.8%

17.6%

11.8%

88.2%
① 相談者の心身状態を把握するため質問紙

（アセスメント・シート）を用いた

はい いいえ

④ 事例検討を行った

③ チームで支援を行った

② 支援計画を立てた

図2B-1･ ケースに対するアセスメントや支援計画等：「交通犯罪被害」

① 相談者の心身状態を把握するため質問紙
（アセスメント・シート）を用いた

はい いいえ

82.8%

93.1%

86.2%

17.2%

17.2%

6.9%

13.8%

82.8%

④ 事例検討を行った

③ チームで支援を行った

② 支援計画を立てた

図2B-2･ ケースに対するアセスメントや支援計画等：「殺人・傷害致死」
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Ⅱ　研究の結果

④ 事例検討を行った

③ チームで支援を行った

② 支援計画を立てた

① 相談者の心身状態を把握するため質問紙
（アセスメント・シート）を用いた

はい いいえ

78.3%

83.3%

87.5%

17.4%

21.7%

16.7%

12.5%

82.6%

図2B-3･ ケースに対するアセスメントや支援計画等：「性暴力被害」
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（ⅵ）ケースが相談当初に感じていた困難について
ケースの相談者が支援センターに相談した当初、どのようなことに困難を感じていたかについて、被
害種別ごとにグラフ化したものが次頁からの図 2B-4 ～ 6 である。
「交通犯罪被害」では、ケースについて〈心身面の不調〉をほとんどが感じており、〈刑事裁判の手
続きがわからなかったこと〉や〈日常生活での支障〉（9割以上）、〈支援の情報がなかったこと〉、〈制
度等の手続きがわからなかったこと〉が続く。
「殺人・傷害致死」では、〈精神的な不調〉、〈制度等の手続きがわからなかったこと〉、〈体調を崩し
ていたこと〉、〈日常生活での支障〉の順で高い割合（8割以上）を示している。
「性暴力被害」では、〈精神的な不調〉と並んで〈学校や仕事に行けなくなったこと〉の割合が高く（9
割以上）、〈体調を崩していたこと〉や〈日常生活での支障〉、〈制度等の手続きがわからなかったこと〉
が続く。〈捜査への協力に負担を感じていたこと〉は他の被害種別と比べて高い。
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（ⅶ）ケースへの支援内容について
ケースへの支援内容について、被害種別ごとにグラフ化したものが次頁からの図 2B-7 ～ 9 である。
「交通犯罪被害」では、〈心理的サポート〉と〈刑事手続きについての情報提供〉がすべてのケース
で実施されており、〈心理的・生活上の変化についての情報提供〉、〈公判の付き添い支援〉の実施割合
もが高い（9割以上）。他の被害種別と比べて、〈当事者・自助グループの紹介〉の割合が高いのが特徴
である。
「殺人・傷害致死」では、〈心理的サポート〉がすべてのケースで実施されており、〈心理的・生活上
の変化についての情報提供〉、〈公判の付き添い支援〉〈刑事手続きについての情報提供〉の実施割合も
が高い。他の被害種別と比べて、〈弁護士の紹介〉（約 7割）の割合が高いこと、また〈加害者の対応〉
が 3割以上である点が特徴である。
「性暴力被害」では、〈心理的・生活上の変化についての情報提供〉がすべてのケースで実施されており、
〈心理的サポート〉と〈刑事手続きについての情報提供〉〈公判の付き添い支援〉が続く。一方、〈日常
生活の支援〉〈当事者・自助グループの紹介〉は実施されていなかった。
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（ⅷ）ケースを支援するうえでの工夫等について（自由記述）
ケースを支援するうえで、工夫したり力を入れたりしたことはあったかを具体的に尋ねた。自由記述
の回答を被害種別ごとにまとめたものが表 2B-5 である。裁判に関することや他機関連携のほか、子
どもへの対応など、個別ケースに応じた様々な配慮がなされている。

表2B-5　ケースを支援するうえでの具体的な工夫等（自由記述）

交通犯罪被害 殺人・傷害致死 性暴力被害

こ
と
　
　
　
　
　

裁
判
等
に
関
す
る

・ 検事から事件について説明しても
らう機会を設けた

・ 素早く弁護士をつけた
・ 証人テストでのサポート
・ 裁判の不安等を受け止めるための

心理的サポート
・ 裁判所や行政窓口等への連絡を代

行、必要事項の依頼等も行った

・ 公判の証人尋問や意見陳述の際に
付き添い、不安を軽減した

・ 裁判傍聴における配慮
・ 公判は代理傍聴とし、検事の説明

に同席した

と
の
連
携

他
機
関
等

・ 被害者等の居住先支援センターと
連携した

・ 支援会議を毎月開き支援者と情報
を共有

・ （被害者の了解を得たうえで） 
通学している学校と連携

親
身
の
サ
ポ
ー
ト

定
期
的
な
連
絡
や

・ 長期にわたる支援となり、電話や
手紙で連絡をとった

・ 電話で被害者の情況を確かめ、 
コミュニケーションにつとめた

・ 同じ目線で支援することを心がけ
た

・ リラックスして安心して会話でき
る場を提供

・ 被害者が孤立無援感をもっていた
ので、定期的に電話連絡

・ 被害者が職場復帰したさいにメー
ル等でサポート

調
整
　
　
　

家
族
関
係
の

・ 家族成員にそれぞれのチームでサ
ポートした

・ 家族それぞれの思いに個別に対応
・ 被害者の親と面談し、対応につい

て協議
・ 被害者本人と家族の思いの違いを

把握したうえで尊重する

の
支
援
　

子
ど
も
へ

・ 被害者の子どもの遊び相手なども
して安心感をもってもらうよう努
めた

・ 被害者の子どもへの対応について
心理教育や継続的ケアを行った

そ
の
他

・ 早くから自助グループにつないだ ・ 生活保護、子どもの育英資金の申
請等を行った

・ 本人自身でできることは任せ、過
度な支援とならないよう注意した

・ 支援センターの時間外でも対応
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Ⅱ　研究の結果

（ⅸ）ケース支援における関係機関等との連携について
ケースの支援においてどのような機関・団体等と連携を行ったかについて、被害種別ごとにまとめ
たものが表 2B-6 である。

表2B-6　ケース支援における関係機関等との連携

交通犯罪被害 殺人・傷害致死 性暴力被害

N （％） N （％） N （％）

①警察 連携した 12 （70.6） 23 （82.1） 18 （75.0）

②検察庁 連携した 16 （94.1） 26 （89.7） 18 （78.3）

③弁護士（会） 連携した 13 （81.2） 22 （75.9） 14 （58.3）

④法テラス 連携した 4 （26.7） 7 （25.0） 6 （26.1）

⑤保護観察所 連携した 1 （6.2） 1 （3.6） 2 （8.7）

⑥地方自治体の犯罪被害相談窓口 連携した 1 （6.2） 3 （10.7） 4 （17.4）

⑦福祉事務所 連携した 0 ― 2 （7.1） 2 （8.7）

⑧保健所・精神保健福祉センター 連携した 0 ― 1 （3.6） 2 （8.7）

⑨医療機関 連携した 3 （18.8） 6 （21.4） 12 （52.2）

⑩カウンセリング機関 連携した 4 （25.0） 9 （32.1） 9 （40.9）

⑪当事者団体・自助グループ 連携した 7 （46.7） 4 （14.3） 0 ―

いずれの被害種別でも、検察庁、警察、弁護士と連携した割合が
高い。「交通犯罪被害」では、当事者団体・自助グループにつな
いだ割合が高く、「性暴力被害」では医療機関、カウンセリング
機関と連携した割合が高い。
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（ⅹ）ケース支援の終結について
ケースの支援をどのように終結したかについて、被害種別ごとにまとめたものが表 2B-7 である。

表2B-7　ケース支援の終結

取り上げられたケースは、全体に、支援を継続中のケースが多い。
「性暴力被害」では本人との話し合いの結果、終結しているケースが
約 3 割である。その他では、裁判終了を支援終了の目安にしている
場合が多く、他県の支援センターを紹介している場合も見られた。

交通犯罪被害 殺人・傷害致死 性暴力被害

N （％） N （％） N （％）

まだ支援を継続中 9 （52.9） 17 （58.7） 10 （41.7）

本人からの申し出 0 ― 1 （3.4） 0 ―

本人との話し合いの結果 2 （11.8） 6 （20.7） 8 （33.3）

他機関への紹介 0 ― 1 （3.4） 1 （4.2）

連絡が取れなくなった 0 ― 0 ― 1 （4.2）

その他 / 不明 6 （35.3） 4 （13.8） 4 （16.7）

合計 17 （100.0） 29 （100.0） 24 （100.0）
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Ⅱ　研究の結果

（ⅺ）ケース支援の全体的印象とその理由について
取り上げたケースについて支援を全体的にどう感じているか、被害種別ごとにまとめたものが表
2B-8 である。「交通犯罪被害」「性暴力被害」では、難しかった（難しい）ケースの割合がもっとも高
かった。「殺人・傷害致死」では、うまくいった（いっている）ケースが難しかった（難しい）ケース
とほぼ同数であった。

表2B-8　ケース支援の全体的印象

交通犯罪被害 殺人・傷害致死 性暴力被害

N （％） N （％） N （％）

支援が難しかった / 難しい
（とても） 4

（58.8）
6

（41.4）
6

（66.7）
（やや） 6 6 10

どちらともいえない 1 （5.9） 4 （13.8） 1 （4.2）

支援がうまくいった / いっている
（まあ） 4

（29.4）
10

（44.8）
7

（29.2）
（とても） 1 3 0

その他 / 不明 1 （5.9） 0 ― 0 ―

合計 17 （100.0） 29 （100.0） 24 （100.0）

また、上記の回答を選んだ理由（自由記述）についても尋ねた。その記述を被害種別ごとに整理し
たものが次頁の表 2B-9 である。
「支援が難しかった /難しい」理由としては、裁判が長期にわたったこと、被害者等との連絡が取り
にくかったこと、家族関係の複雑さを挙げる場合が多い。「性暴力被害」特有の支援の難しさも見られた。
「支援がうまくいった /いる」理由としては、検察や弁護士との連携が取れたこと、支援の輪ができた
こと、被害者側とのコミュニケーションがうまく取れたことを挙げる場合が多い。

｝ ｝ ｝

｝ ｝ ｝

科研費報告書.indd   71 2016/04/26   16:09:29



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 72 ―

表2B-9　ケース支援の全体的印象の理由（自由記述）

交通犯罪被害 殺人・傷害致死 性暴力被害

「
支
援
が
難
し
か
っ
た
/
難
し
い
」
と
思
う
理
由

・ 事件発生が支援センターの所在県
外で、警察・裁判所の担当者との
面識がなく連携が難しかった

・ 県外発生の事件だったので、被害
者家族の裁判への負担が大

・ 処分決定まで長時間を要した
・ 起訴までに 1 年以上かかり、裁判

になるのか不安であった
・ 被害者家族の心情と刑事処分の重

さのバランスに問題あり
・ 被害者の後遺症が重篤だった
・ “支援がうまくいった”と思うこ

とはほぼなく、常に反省や改善が
求められるものと思っている

・ 被告人が複数おり裁判員裁判も複
数回行なわれたため、ご遺族の精
神的、肉体的負担が長期間に及ん
でいる

・ 裁判が長期にわたった
・ 家族関係が複雑で、公判に向けて

の支援が難しかった
・ 遺族と親族間で考え方の相違が

あった
・ 面談できる時間が少なく、生活面

の支援までできなかった
・ 支援センター自体の経験不足
・ 支援を行ったチーム内の関係がう

まくいかなかった

・ 性被害の方への支援は配慮すべき
点も多く、神経を使った

・ 支援中、数ヶ月にわたり連絡が取
れないことがあり、支援員が不安
感を持ってしまった

・ 被害者本人との連絡が取りにく
かった

・ 家族のサポートがなかった
・ 弁護士と相談者の関係がスムーズ

に進まなかった
・ 不起訴となり、刑事手続きへの不

満が残った

理
由
　
　
　
　
　
　
　

「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」

・ 心理的サポートが足りなかった ・ 電話相談のみの支援だった
・ 順調に裁判（地裁）は終ったが、

様々な理由で上告された
・ 事件直後から支援に入ったが、家

庭訪問と子どもの付添いが主な支
援だった

・ 支援センター内で支援についての
意見が一致しなかった

「
支
援
が
う
ま
く
い
っ
た
/
い
る
」
と
思
う
理
由

・ 事件直後から被害者宅を訪問して
関係を築き、裁判のための支援が
できた

・ 検察側の協力があった
・ 公判後自助グループに参加し、日

常生活も安定してきた
・ 被害者の納得のいく方向性を見据

えた支援できた

・ 遺族が裁判に参加でき、意見陳述
もし、やり終えた気持ちになられ
た

・ 公判前手続に要した時間が長かっ
たが、辛抱強く対応できた

・ 弁護士、検事と緊密に連携を取る
ことができた

・ 関係機関との連携の支援の輪がで
きた

・ 順調に連絡が取れている
・ コミュニケーションが取れた
・ 信頼関係を築けたと感じる
・ 長期間にわたるカウンセリング等

をとおして、支援員として学ぶこ
とが多かった

・ 被害者に常に寄り添うことがで
き、一緒に歩んだ感がある

・ 他機関、特に検察官との連携がう
まくいった

・ 事件後早い段階から関わり、直面
する出来事に対処でき、周囲から
も支えが得られた

・ 主訴であった精神的不調は医療機
関につなぎ、継続して受診されて
いる

・ 家族関係の調整がうまくいった
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Ⅱ　研究の結果

（ⅻ）被害者のための諸制度の利用状況について
取り上げたケースとは別に、直接的支援にたずさわっている経験から、裁判・少年審判および更生
保護における諸制度について利用状況を尋ねた。その結果をまとめたものが表 2B-10 である。

表2B-10　被害者のための諸制度の利用状況

諸制度の利用状況 役に立っているか

N （％） N （％）

①公判での被害者参加制度

該当者があまりいない 1 （1.5）

該当者はいるが利用せず 10 （14.7） 役に立っていないと感じる 0 ―

該当者が利用している 57 （83.8） 役に立っていると感じる 56 （100.0）

②公判での意見陳述制度

該当者があまりいない 1 （1.5）

該当者はいるが利用せず 7 （10.3） 役に立っていないと感じる 1 （1.7）

該当者が利用している 60 （88.2） 役に立っていると感じる 57 （98.3）

③少年審判の被害者傍聴制度

該当者があまりいない 35 （53.0）

該当者はいるが利用せず 14 （21.2） 役に立っていないと感じる 1 （5.9）

該当者が利用している 17 （25.8） 役に立っていると感じる 16 （94.1）

④ 更生保護における意見等聴取制度

該当者があまりいない 30 （46.2）

該当者はいるが利用せず 12 （18.5） 役に立っていないと感じる 2 （10.5）

該当者が利用している 23 （35.4） 役に立っていると感じる 17 （89.5）

⑤ 更生保護における心情等伝達制度

該当者があまりいない 29 （43.9）

該当者はいるが利用せず 20 （30.3） 役に立っていないと感じる 4 （26.7）

該当者が利用している 17 （25.8） 役に立っていると感じる 11 （73.3）

注）各制度について回答のあったものを母数としている（無回答を除く）

公判での意見陳述制度、被害者参加制度の利用状況は 8 割以上、
利用した場合、ほとんどが役立っていると感じている。
それに比べると、更生保護における制度の利用状況は低いが、
役立っていると感じる割合は役立っていないをかなり上回る。
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（6）調査 C：「支援センターを利用した被害者等を対象にした調査」
1）調査の目的
支援センターを利用した被害当事者の視点から、支援内容の現状と課題等を明らかにする。

2）調査の対象・方法
全国ネットワークに加盟する支援センター 48 か所に「被害者支援団体（センター）の利用に関する
調査」についての協力依頼文と自記式質問調査票を郵送した。調査票 Cは、支援センターを利用した
被害者等を対象とし、支援センターを通して調査協力（無記名による回答・返送）を依頼した。支援
センターに調査票Cを 3部ずつ、計 144 部郵送した。
回答は 40 名から得られ（回収率 27.8％）、有効回答は 39 名であった。なお、欠損値は分析ごとに除
外したため、分析によってデータ数は異なる。

3）調査項目
（ⅰ）	回答者の属性について

性別、年代、被害者との関係
（ⅱ）	事件について

ケースの起訴時期、被害内容、加害者の年齢層・逮捕の有無・現況
（ⅲ）	支援センターの利用について

支援センターへの相談経緯、支援センターに相談した当初に感じていた困難、支援センターによ
る支援、支援を受けた（受けている）期間、支援センターを利用した全般的感想

（ⅳ）	被害者のための諸制度について

4）分析方法
各質問項目について名義尺度を数値に置き換えて単純集計を行った。分析は PASW	Statistics	18.0 を
用いたが、統計的に有意差が見られた項目は限られたので、本報告書では単純集計結果を載せている。
自由記述の分析については、回答を読んで、1文ごとに（1文が長い場合は 1つの意味のかたまりご
とに分けて）、その意味を把握し、同じ意味をもつデータを 1つのカテゴリーにまとめ、各カテゴリー
にラベルを付けるという手順で行った。また、回答者数の多い「交通犯罪被害」と「殺人・傷害致死」
のデータを中心に、データ概要を把握するため、KH	Coder を利用した（樋口 2014）	4）	。自己組織化
マップを作成して、どのような言葉が回答の中に頻出していたのかを確認し、マップ上で「近くに布
置された言葉の組み合わせを見ることで、どのような言葉同士が似通った文脈で使われていたのか」（樋
口 2014：24-26）を読み取った。その際、KWIC コンコーダンスというデータ検索の機能を用いて、そ
れぞれの言葉が回答中でどのように使われていたのかを参照しながら、データをカテゴリー分けした。
なお、回答はすべて「である」調に書き換えた。「［　　］」の部分は、回答の意味が変わらない程度に、
分析者が文章を読みやすく書き換えたり追加したものである。

4）	樋口耕一（2014）『社会調査のための計量テキスト分析―内容分析の継承と発展を目指して』ナカニシヤ出版．
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Ⅱ　研究の結果

5）結果
（ⅰ）回答者の属性について
回答者 39 名の基本情報は表 2C-1 に示すとおりである。被害内容については「交通犯罪被害」が 19
名（全体の 48.7％）、「殺人・傷害致死」が 13 名（33.3％）、」「暴行傷害等被害および強盗・殺人未遂」
が計 4名（10.3％）、「性暴力被害およびDV被害」が計 3名（7.7％）であった。
以下の結果では、全体と上記 4つの被害種別にデータを整理し検討していく。

表2C-1　回答者の属性

全体を見ると、回答者は女性が 74.4％と多く、
被害者の親が 46.2％、被害者の配偶者が 2 割
で、被害者本人は 12.8％であった。

全 体 交通犯罪被害 殺人・傷害致死
暴行・傷害等被

害・強盗殺人未遂
性暴力・DV 被害

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

性別

男性 10 （25.6） 4 （21.1） 5 （38.5） 1 （25.0） 0 ―

女性 29 （74.4） 15 （78.9） 8 （61.5） 3 （75.0） 3 （100.0）

合計 39 （100.0） 19 （100.0） 13 （100.0） 4 （100.0） 3 （100.0）

年齢

20 代 1 （2.6） 0 ― 0 ― 0 ― 1 （33.3）

30 代 7 （17.9） 3 （15.8） 2 （15.4） 1 （25.0） 1 （33.3）

40 代 10 （25.6） 5 （26.3） 4 （30.8） 1 （25.0） 0 ―

50 代 8 （20.5） 7 （36.8） 1 （7.7） 0 ― 0 ―

60 代 8 （20.5） 3 （15.8） 4 （30.8） 0 ― 1 （33.3）

70 代 4 （10.3） 1 （5.3） 1 （7.7） 2 （50.0） 0 ―

80 代以上 1 （2.6） 0 ― 1 （7.7） 0 ― 0 ―

合計 39 （100.0） 19 （100.0） 13 （100.0） 4 （100.0） 3 （100.0）

相談者と被害者との関係

被害者本人 5 （12.8） 0 ― 0 ― 2 （50.0） 3 （100.0）

被害者の配偶者 8 （20.5） 3 （15.8） 4 （30.8） 1 （25.0） 0 ―

被害者の親 18 （46.2） 11 （57.9） 6 （46.2） 1 （25.0） 0 ―

被害者の子ども 4 （10.3） 2 （10.5） 2 （15.4） 0 ― 0 ―

被害者の兄弟姉妹 2 （5.1） 1 （5.3） 1 （7.7） 0 ― 0 ―

その他 1 （2.6） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 0 ―

不明 1 （2.6） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 0 ―

合計 39 （100.0） 19 （100.0） 13 （100.0） 4 （100.0） 3 （100.0）
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（ⅱ）事件について
事件について、起訴時期、加害者の年齢層・逮捕の有無・現況を、全体および被害種別ごとにまと
めたものが表 2C-2 である。

表2C-2　事件と加害者の属性・現況

全 体 交通犯罪被害
殺人・

傷害致死

暴行・
傷害等被害・
強盗殺人未遂

性暴力・
DV 被害

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

1）事件の起訴時期

2008 年 11 月 30 日以前 13 （33.3） 8 （42.1） 5 （38.5） 0 ― 0 ―

2008 年 12 月 1 日以降 25 （64.1） 10 （52.6） 8 （61.5） 4 （100.0） 3 （100.0）

不明 1 （2.6） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 0 ―

2）加害者の年齢層

少年 5 （12.8） 1 （5.3） 2 （15.4） 1 （25.0） 1 （33.3）

成人 33 （84.6） 18 （94.7） 10 （76.9） 3 （75.0） 2 （66.7）

不明 1 （2.6） 0 ― 1 （7.7） 0 ― 0 ―

3）逮捕の有無

逮捕された 32 （82.1） 13 （68.4） 13 （100.0） 4 （100.0） 2 （66.7）

逮捕されていない 5 （12.8） 5 （26.3） 0 ― 0 ― 0 ―

その他 / 不明 2 （5.2） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 1 （33.3）

合計 39 （100.0） 19 （100.0） 13 （100.0） 4 （100.0） 3 （100.0）

4）加害者の現況について（複数選択）

①不起訴 / 少年審判不開始・不処分 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

②刑事裁判中 / 少年審判中 2 （5.1） 0 ― 2 （15.4） 0 ― 0 ―

③裁判終了、執行猶予となった 9 （23.1） 8 （42.1） 0 ― 0 ― 1 （33.3）

④刑事施設に入所中 / 少年院に入院中 11 （28.2） 1 （5.3） 7 （53.8） 3 （75.0） 0 ―

⑤刑事施設から釈放 / 少年院から退院 8 （20.5） 5 （26.3） 2 （15.4） 1 （25.0） 0 ―

⑥保護観察中 3 （7.7） 0 ― 1 （7.7） 1 （25.0） 1 （33.3）

⑦その他 / 不明 8 （20.5） 5 （26.3） 2 （15.4） 0 ― 1 （33.3）
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Ⅱ　研究の結果

（ⅲ）支援センターへの相談経緯について
回答者が支援センターに相談するきっかけについて、全体および被害種別ごとにまとめたもの（複
数選択）が表 2C-3 である。

表2C-3　支援センターへの相談経緯 (複数選択 )

全 体 交通犯罪被害
殺人・

傷害致死

暴行・
傷害等被害・
強盗殺人未遂

性暴力・
DV 被害

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

1． 警察署からの紹介 あり 25 （64.1） 8 （42.1） 12 （92.3） 3 （75.0） 2 （66.7）

2． 検察庁からの紹介 あり 3 （7.7） 2 （10.5） 0 ― 1 （25.0） 0 ―

3． 弁護士からの紹介 あり 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

4． 法テラスからの紹介 あり 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

5． 医療機関からの紹介 あり 1 （2.6） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 0 ―

6． 自治体の相談窓口からの紹介 あり 1 （2.6） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 0 ―

7． 女性センターからの紹介 あり 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

8． 友人・知人に勧められて あり 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

9． 犯罪被害者の方からきいて あり 3 （7.7） 3 （15.8） 0 ― 0 ― 0 ―

10． 自分でインターネット等を
 検索して

あり 2 （2.6） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 1 （33.3）

11． その他 あり 11 （28.2） 7 （36.8） 3 （23.1） 1 （25.0） 0 ―

合計（人数） 39 （100.0） 19 （100.0） 13 （100.0） 4 （100.0） 3 （100.0）

全体を見ると、〈警察からの紹介〉が６割以上を占め、「殺人・傷害致死」「暴行・
傷害等被害」でその割合が高かった。〈弁護士、法テラス、女性センターからの
紹介〉はゼロであった。〈その他〉では、県のたより・新聞記事を見て、新聞記
者からの情報などが挙がり、「交通犯罪被害」でその割合が高かった。〈自分で
探して〉という回答はきわめて少なかった。
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（ⅳ）支援センターに相談した当初に感じていた困難について
回答者が支援センターに相談した当初に感じていた困難について、全体および被害種別ごとにまと
めたものが表 2C-4 である。全体について、グラフ化したものが次頁の図 2C-1 である。

表2C-4　支援センターに相談した当初に感じていた困難

全 体 交通犯罪被害
殺人・

傷害致死

暴行・
傷害等被害・
強盗殺人未遂

性暴力・
DV 被害

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

捜
査
・
裁
判
等
に
関
す
る
こ
と

①事件の捜査が進まなかったこと はい 12 （32.4） 7 （36.8） 2 （16.7） 1 （25.0） 2 （66.7）

②捜査への協力が負担だったこと はい 14 （37.8） 7 （36.8） 3 （25.0） 3 （75.0） 1 （33.3）

③刑事裁判の手続きがわからな
かったこと

はい 24 （64.9） 13 （68.4） 8 （66.7） 2 （50.0） 1 （33.3）

④民事裁判（損害賠償の請求）の
手続きがわからなかったこと 

はい 19 （51.4） 10 （52.6） 7 （58.3） 0 ― 2 （66.7）

⑤加害者からの示談の申出につい
て、対応がわからなかったこと

はい 11 （29.7） 5 （26.3） 3 （25.0） 1 （25.0） 2 （66.7）

精
神
面

体
調
・

⑥体調をくずしたこと はい 28 （73.7） 12 （63.2） 10 （76.9） 3 （75.0） 3 （100.0）

⑦精神的な不調を感じていたこと はい 38 （100.0） 19 （100.0） 12 （100.0） 4 （100.0） 3 （100.0）

経
済
面

⑧収入がなくなったこと はい 13 （34.2） 6 （31.6） 3 （25.0） 1 （25.0） 3 （100.0）

⑨被害を受けたことで治療（医療）
費がかかるようになったこと

はい 14 （37.8） 5 （26.3） 4 （33.3） 3 （75.0） 2 （66.7）

日
常
生
活
面

⑩学校や仕事に行けなくなったこと はい 21 （58.3） 10 （52.6） 7 （58.3） 2 （50.0） 2 （66.7）

⑪転居が必要になったこと はい 10 （26.3） 3 （15.8） 3 （25.0） 2 （50.0） 2 （66.7）

⑫家事など日常生活を送るうえで
支障が出たこと

はい 22 （61.1） 9 （50.0） 8 （66.7） 4 （100.0） 1 （33.3）

⑬マスコミへの対応がわからな
かったこと

はい 11 （29.7） 4 （21.1） 5 （41.7） 2 （50.0） 0 ―

対
人
関
係

⑭近隣の人などからの理解がな
かったこと 

はい 13 （35.1） 10 （52.6） 2 （16.7） 0 ― 1 （33.3）

⑮家族関係がうまくいかなくなっ
たこと

はい 21 （56.8） 14 （73.7） 4 （33.3） 2 （50.0） 1 （33.3）

⑯社会的な活動から引きこもった
こと

はい 23 （62.2） 12 （63.2） 6 （50.0） 4 （100.0） 1 （33.3）

社
会
資
源

⑰どんな支援を受けられるか、
情報がなかったこと

はい 30 （78.9） 15 （83.3） 10 （76.9） 2 （50.0） 3 （100.0）

⑱被害者として利用できる制度等
の手続きがわからなかったこと 

はい 31 （81.6） 15 （78.9） 10 （83.3） 4 （100.0） 2 （66.7）

全体を見ると、〈精神的な不調〉を全員が挙げており、〈利用できる制度等の手続きがわからなかった
こと〉〈支援の情報がなかったこと〉〈体調をくずしたこと〉が続く。〈社会的な活動から引きこもった
こと〉〈日常生活での支障〉を挙げる割合も 6 割以上と高い。
被害種別で見ると、「交通犯罪被害」では社会資源、刑事手続きにかかわることに加え、対人関係での
困難を挙げる割合が高い。「殺人・傷害致死」「暴行・傷害等被害」では、〈日常生活での支障〉を挙げ
る割合が比較的高い。

図
2
C
-
1
　
支
援
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
た
時
の
困
難
：
全
･体

科研費報告書.indd   78 2016/04/26   16:09:29



― 79 ―

Ⅱ　研究の結果

81
.6
%

78
.9
%

62
.2
%

56
.8
%

35
.1
%

29
.7
%

61
.1
%

26
.3
%

58
.3
%

37
.8
%

34
.2
%

10
0.
0%

73
.7
%

29
.7
%

51
.4
%

64
.9
%

37
.8
%

32
.4
%

18
.4
%

21
.1
%

37
.8
%

43
.2
%

64
.9
%

70
.3
%

38
.9
%

73
.7
%

41
.7
%

62
.2
%

65
.8
%

26
.3
%

70
.3
%

48
.6
%35
.1
%

62
.2
%

67
.6
%

⑱
被
害
者
と
し
て
利
用
で
き
る
制
度
等
の
手
続
き
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と

⑰
ど
ん
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
か
、
情
報
が
な
か
っ
た
こ
と

⑯
社
会
的
な
活
動
か
ら
引
き
こ
も
っ
た
こ
と

⑮
家
族
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
た
こ
と

⑭
近
隣
の
人
な
ど
か
ら
の
理
解
が
な
か
っ
た
こ
と

⑬
マ
ス
コ
ミ
へ
の
対
応
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と

⑫
家
事
な
ど
日
常
生
活
を
送
る
う
え
で
支
障
が
出
た
こ
と

⑪
転
居
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と

⑩
学
校
や
仕
事
に
行
け
な
く
な
っ
た
こ
と

⑨
被
害
を
受
け
た
こ
と
で
治
療
（
医
療
）
費
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

⑧
収
入
が
な
く
な
っ
た
こ
と

⑦
精
神
的
な
不
調
を
感
じ
て
い
た
こ
と

⑥
体
調
を
く
ず
し
た
こ
と

⑤
加
害
者
か
ら
の
示
談
の
申
出
に
つ
い
て
、
対
応
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と

④
民
事
裁
判
（
損
害
賠
償
の
請
求
）
の
手
続
き
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と

③
刑
事
裁
判
の
手
続
き
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と

②
捜
査
へ
の
協
力
が
負
担
だ
っ
た
こ
と

①
事
件
の
捜
査
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と

は
い

い
い
え

図
2
C
-
1
　
支
援
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
た
時
の
困
難
：
全
･体

科研費報告書.indd   79 2016/04/26   16:09:30



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 80 ―

「その他：前記の項目（表 2C-4）以外で、感じていた困難」の自由記述を、被害種別ごとに以下に
まとめる（この分析・整理については P.74 の 4）分析方法を参照）。

●「交通犯罪被害」
・	被害に遭ったこと自体に関すること
	「とにかく、何をすればいいのかが全く分からず、その事に関して不安だった」「同じ様な想いを

している方々との接点を持って、自分のしている事がはたして正常な事を行っているのか、確か

めたかった」

・	刑事手続に関すること
	「刑事裁判は被害者は蚊帳の外で大変悔しい思いをした」「裁判が始まるまで、事故の詳細を知る

ことができなかった」「子どもが亡くなっているのに、親であっても警察や検察は、詳細を教えて

くれなかった」「法律関係、弁護士会関係の情報」「検察官から『不起訴処分』と言われ、納得す

る事が出来なかった」

・	支援センターに関すること
	「支援センター内の案内など、見にくいものが多い」「パンフレットありすぎる」「支援センターと

離れすぎているので呼びにくい」「当時、支援センターはまだ出来たか、まだわからなかった」「事

故直後からの最も大変な時期は、センターが立ち上がっていなかったので、支援を受ける事はな

かった」

・	関係機関の対応に関すること
	「裁判時、車イス利用なのに、裁判所の待ち合い室、狭すぎ」「［裁判員裁判に被害者参加した際、］

裁判員は［公判中に子どもを預けられる］保育園などあるが、被害者にはなかった」

・	心身面に関すること
	「精神、体調面の不調」「精神的につらくどうしようもない」「事故現場に居た兄弟の心のケア」

・	家族や日常生活に関すること
	「子ども（0 才）を世話しながら［調書作成に協力するためには、支援が必要だった］」

・	加害者に関すること
	「裁判で加害者が『一生かけて償います』と言ったのに、刑務所から出たら、手紙を出しても返信

はなく、一言の謝罪もなく許せない」

●「殺人・傷害致死」
・	被害に遭ったこと自体に関すること
	「自分がどういう状況にいて今後どうなるのか、流れの全体像がわからなかったこと。他の被害者

の人は、一般的にどのような生活のたて直しをしているのか、裁判をしながらの生活がどんなも

のなのか、指標となるものがなかった」

・	刑事手続に関すること
	「不起訴となり事件の概要が公になる機会を失い、被害者家族として詳細を知ることが出来なかった」
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・	支援センターに関すること
	「センターの電話受付の時間が決まっていたため、どうしても相談したい時に聞けなかったことが

困った。大きな事件にまきこまれた時は、24 時間対応できる相談センターがあれば…と思った」

	「事件当時は支援センターがなかった」

・	関係機関の対応に関すること
	「弁護士の対応、行動が遅かったりアドバイスが分かりにくかったり、抜けているところがあった」

・	心身面に関すること
	「事件後 3 か月の精神鑑定、その間とても不安だった」「日常的に精神的苦痛を感じていた」「被害

者の弟は、精神疾患をもっており、事件のストレスで、不安定な時が多くなり、対応に困っていた」

・	家族や日常生活に関すること
	「被害者が借りていたアパートで事件が起き、所有業者から損害賠償請求があり、交渉することに

困難を感じた」「心身共にダメージを受けていたので、家事一切出来なくなり困った」

●「暴行・傷害等被害・強盗殺人未遂」
・	警察の対応に関すること
	「捜査への協力は非常に負担だった。殺される恐怖に曝されて混乱している精神状態に骨折の痛み

が加わり長時間にわたる警察の事情聴取は拷問のようだった。何度か『明日にしていただきたい。

帰ってやすみたい。明日詳しく書いてもっていきます』など言ったが『もう少しですから我慢し

てください』を繰り返されお茶一杯出されて結局［午後］11 時半までかかった。しかしこの時の

供述は大事な事が欠落していたり、事実を的確に表現出来ていなかったりしていたので、公判で

は犯人の弁護士に［供述書とその後の証言との食い違いを］厳しく追及された。このようにその

後の事の重大さを考えると、警察のあのようなやり方には大きな疑問を感じている」

●「性暴力被害・DV被害」
・	被害に遭ったこと自体に関すること
	「もちろん経験のないことだったので何もわからなかった」

・	関係機関の対応に関すること
	「警察の捜査の担当者が、心情に対して理解を示してくれなかった」

・	日常生活に関すること
	「保護命令の期限が切れるので、［転居の支援が必要だった］」
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（ⅴ）支援センターから支援を受けたか
支援センターに相談した当初に感じていた困難について支援を受けたかどうか、全体および被害種
別ごとにまとめたものが表 2C-5 である。全体について、グラフ化したものが次頁の図 2C-2 である。
各項目について、「困難を感じた」とする回答者数が母数となっている。

表2C-5　困難を感じたことについて、支援センターから支援を受けたか

全 体 交通犯罪被害
殺人・

傷害致死

暴行・
傷害等被害・
強盗殺人未遂

性暴力・
DV 被害

支援 N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

捜
査
・
裁
判
等
に
関
す
る
こ
と

①事件の捜査が進まなかったこと あり 7 （58.3） 4 （57.1） 0 ― 1 （100.0） 2 （100.0）

②捜査への協力が負担だったこと あり 10 （71.4） 5 （71.4） 2 （66.7） 2 （66.7） 1 （100.0）

③刑事裁判の手続きがわからな
かったこと

あり 21 （87.5） 11 （84.6） 7 （87.5） 2 （100.0） 1 （100.0）

④民事裁判（損害賠償の請求）の
手続きがわからなかったこと 

あり 13 （68.4） 6 （60.0） 5 （71.4） 0 ― 2 （100.0）

⑤加害者からの示談の申出につい
て、対応がわからなかったこと

あり 9 （81.8） 4 （80.0） 2 （66.7） 1 （100.0） 2 （100.0）

精
神
面

体
調
・

⑥体調をくずしたこと あり 20 （71.4） 8 （66.7） 7 （70.0） 2 （66.7） 3 （100.0）

⑦精神的な不調を感じていたこと あり 31 （83.8） 15 （78.9） 10 （83.3） 3 （100.0） 3 （100.0）

経
済
面

⑧収入がなくなったこと あり 3 （23.1） 1 （16.7） 0 ― 0 ― 2 （66.7）

⑨被害を受けたことで治療（医療）
費がかかるようになったこと

あり 3 （21.4） 1 （20.0） 0 ― 1 （33.3） 1 （50.0）

日
常
生
活
面

⑩学校や仕事に行けなくなったこと あり 11 （52.4） 4 （40.0） 4 （57.1） 2 （100.0） 1 （50.0）

⑪転居が必要になったこと あり 4 （40.0） 1 （33.3） 0 ― 1 （50.0） 2 （100.0）

⑫家事など日常生活を送るうえで
支障が出たこと

あり 6 （27.3） 2 （22.2） 1 （12.5） 2 （50.0） 1 （100.0）

⑬マスコミへの対応がわからな
かったこと

あり 8 （72.7） 1 （25.0） 5 （100.0） 2 （100.0） 0 ―

対
人
関
係

⑭近隣の人などからの理解がな
かったこと 

あり 6 （46.2） 5 （50.0） 0 ― 0 ― 1 （100.0）

⑮家族関係がうまくいかなくなっ
たこと

あり 13 （61.9） 7 （50.0） 3 （75.0） 2 （100.0） 1 （100.0）

⑯社会的な活動から引きこもった
こと

あり 10 （43.5） 6 （50.0） 2 （33.3） 1 （25.0） 1 （100.0）

社
会
資
源

⑰どんな支援を受けられるか、
情報がなかったこと

あり 25 （83.3） 12 （80.0） 8 （80.0） 2 （100.0） 3 （100.0）

⑱被害者として利用できる制度等
の手続きがわからなかったこと 

あり 26 （83.9） 11 （73.3） 9 （90.0） 4 （100.0） 2 （100.0）

全体を見ると、≪捜査・裁判等に関すること≫、≪社会資源に関する情報≫、≪体調・精神面≫について支援
を受けた割合が高い。また〈マスコミへの対応〉について「殺人・傷害致死」「暴行・傷害等被害」の回答者
すべてが支援を受けている。一方、≪経済面≫、〈家事などの日常生活〉に関しては、支援を受けた割合が低い。
被害種別で見ると、「性暴力・DV 被害」では困難を感じた項目について、幅広く支援を受けている。
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「その他：前記の項目（表 2C-5）以外で感じていた困難について支援センターから支援を受けたか」
の自由記述を、被害種別ごとに以下にまとめる（この分析・整理については P.74 の 4）分析方法を参照）。

●「交通犯罪被害」
・	被害に遭ったこと自体に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「日々、いつもやさしく声をかけて下さったり、心配して下さっていて、とてもうれしかった。

遺族の気持ちに寄りそうということをいつも心がけて下さっていて、とても感謝している」「親

身に話を聞いてもらったり、わからないことについても丁寧に説明を受けた」「毎日 TEL 相談し、

助けていただいた。しかし私自身が感情的だったので、言葉を選んでくださったこと…今でも

相談に乗ってくれてありがたい」「同じ想いをしている方々の話しをきけた事で、心が安らいだ」

・	刑事手続に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「調書作成の際、終了後、クールダウンに付き添っていただけた」「とてもいい弁護士さんを紹

介していただき、感謝している」「支援センターの方に相談し、弁護士の先生を紹介して頂き、

検察審査会に申し立を行い、不起訴不当の議決、検察官の再捜査の結果、起訴されての判決が、

禁固三年、執行猶予五年の判決。全ての裁判に支援センターの皆様方が傍聴席に応援に来て頂き、

私にとっては大変心強く、勇気を頂き、大きなパワーとなって証言出来た」「これから進んでい

く調べや裁判について教えていただけ［て］救われた」

	 ＜支援を受けなかった、あるいは不十分だった＞
	 「［刑事手続における被害者の権利がほとんどなかった時代は、］センターも支援のやりようがな

かったと思う」

・	支援センターに関すること
	 ＜支援を受けなかった、あるいは不十分だった＞
	 「支援センター内の案内など、見にくいものが多［く、］パンフレット［が多すぎることに対し、］

『被害者ノート』を作成し解決」

・	心身面に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「事故現場に居た兄弟の心のケアでは、相談を受けた事が2度ほどある」「心の支援・心の支え、ずっ

と見守ってくれた」

	 ＜支援を受けなかった、あるいは不十分だった＞
	 「精神、体調面の不調は個人的な事もあり、全部理解してもらったり、手助けは限界があると思う。

話せれば言葉はかけてもらえると思うが、全てを話せるわけでもないので」

・	家族や日常生活に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「調書作成の際、センターで検察に別室をとってもらい、子ども（0 才）の面倒を見てもらった」

	 ＜支援を受けなかった、あるいは不十分だった？＞
	 「裁判員裁判に被害者参加した際、遠方だったこともあり、保育園に対応してもらった」
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・	加害者に関すること
	 ＜支援を受けなかった、あるいは不十分だった＞
	 「センターの方は、話は聞いてくださいますが、そこで止まって…つらい状況にいることをセン

ターの人が加害者に連絡してほしいのですが、しない（できない）。センターの人には、話を聞

くだけでなく実際にもっと行動してほしい」

●「殺人・傷害致死」
・	被害に遭ったこと自体に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「センターよりどのように過ごしているか、様子伺いを電話でして頂き、ずいぶん助かった」「事

例は全てバラバラで、人によって感じ方も受けとり方もちがうので『ふつう』がないと言われ

て納得だった」

・	刑事手続に関すること
	 ＜支援を受けなかった、あるいは不十分だった＞
	 「［不起訴となってから］4 年の月日が経ち、今そのことを教えてもらえないか、検察当局へ問い

合わせてみますとセンターからの申し出がありましたが…。不可能なこととわかっているので

お断りした」

・	支援センターに関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「自助グループの活動時にセンターの人が手伝ってくれる事があった」

・	関係機関の対応に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「弁護士からのアドバイスについて、センターの方に聞いて分かりやすく教えていただいたり弁

護士に早くやるようにお尻をたたいてくれたり、次はこうした方がいいよとアドバイス［を］

くれたり弁護士には聞きにくいことも気軽に聞けたり（被害者と同じ立場で）できたのでたい

へん助けていただいた」

・	心身面に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「支援センターの方が、弟の話を聞いてくれたり、私のグチを聞いていただいたりしてくれたの

で、どうにか裁判という大きなストレスも乗り越えることができた」

・	家族や日常生活に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「被害者宅の所有業者からの損害賠償請求について支援を受けて決着をみた」

	 ＜支援を受けなかった、あるいは不十分だった＞
	 「訪問してもらいせめて買い物を頼みたかった」
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●「暴行・傷害等被害・強盗殺人未遂」
＜支援を受けた＞
	 「支援と相談を受けた。大変有りがたく思っている」

●「性暴力被害・DV被害」
・	被害に遭ったこと自体に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「わからないことをわからないままにせず、全て一緒に悩み考え、進めてくださった」「心配し

て時々電話をくれた」「支援センターなくして今の自分は無いと思う」

・	刑事手続に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「弁護士を紹介してくれ同行してくれた」

・	関係機関の対応に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「センターの相談員の方が警察の捜査の担当者との間にはいってくれて、私の気持ちを伝えてく

れたことで警察の対応が改善された」

・	日常生活に関すること
	 ＜支援を受けた＞
	 「保護命令の期限が切れるので、次の住居のお世話を親切丁寧に一緒に探してくれた」
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Ⅱ　研究の結果

（ⅵ）支援が役に立ったか
支援センターによる支援について、役に立ったと感じているかどうか、全体および被害種別ごとに
まとめたものが表 2C-6 である。

表2C-6　支援センターからの支援が役に立ったか

全体に、各支援について役に立ったとする割合が高いのは、〈心理面でのサポート〉〈心理的・生活上の変化に関す
る情報提供〉〈刑事手続きの情報提供〉である。各項目で役に立たなかったと回答する割合は低く、とくに〈公判や
捜査機関等への付き添い支援〉や〈日常生活への支援〉については、支援を受けた者の中で役に立たなかったとい
う回答はゼロである。〈自助グループ等の紹介〉を役に立ったとする割合は、「交通犯罪被害」で高い。支援を必要
としなかった割合が高いのは、〈日常生活への支援〉〈医療機関や精神保健・カウンセリングセンターの紹介〉であった。

全 体 交通犯罪被害
殺人・

傷害致死
暴行・傷害等被

害・強盗殺人未遂
性暴力・
DV 被害

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

①刑事手続きについての情報
をもらったこと

必要なし 10 （26.3） 5 （27.8） 5 （38.5） 0 ― 0 ―
役に立たなかった 2 （5.3） 1 （5.6） 0 ― 1 （25.0） 0 ―
役に立った 26 （68.4） 12 （66.7） 8 （61.5） 3 （75.0） 3 （100.0）

②被害に遭った後の心理的・
生活上の変化について情報
をもらったこと

必要なし 8 （21.1） 5 （27.8） 2 （15.4） 1 （25.0） 0 ―
役に立たなかった 2 （5.3） 1 （5.6） 1 （7.7） 0 ― 0 ―
役に立った 28 （73.7） 12 （66.7） 10 （76.9） 3 （75.0） 3 （100.0）

③心理面でのサポートを 
受けたこと

必要なし 2 （5.1） 2 （10.5） 0 ― 0 ― 0 ―
役に立たなかった 2 （5.1） 1 （5.3） 1 （7.7） 0 ― 0 ―
役に立った 35 （89.7） 16 （84.2） 12 （92.3） 4 （100.0） 3 （100.0）

④精神科医・臨床心理士に
よる治療的ケアを受けた
こと 

必要なし 15 （38.5） 8 （42.1） 6 （46.2） 1 （25.0） 0 ―
役に立たなかった 7 （17.9） 5 （26.3） 2 （15.4） 0 ― 0 ―
役に立った 17 （43.6） 6 （31.6） 5 （38.5） 3 （75.0） 3 （100.0）

⑤弁護士を紹介してもらった
こと

必要なし 15 （38.5） 10 （52.6） 5 （38.5） 0 ― 0 ―
役に立たなかった 4 （10.3） 2 （10.5） 2 （15.4） 0 ― 0 ―
役に立った 20 （51.3） 7 （36.8） 6 （46.2） 4 （100.0） 3 （100.0）

⑥医療機関を紹介してもらっ
たこと

必要なし 28 （73.7） 14 （77.8） 11 （84.6） 2 （50.0） 1 （33.3）
役に立たなかった 1 （2.6） 1 （5.6） 0 ― 0 ― 0 ―
役に立った 9 （23.7） 3 （16.7） 2 （15.4） 2 （50.0） 2 （66.7）

⑦精神保健福祉センター・
カウンセリングセンター
を紹介してもらったこと

必要なし 30 （81.1） 15 （83.3） 9 （69.2） 4 （100.0） 2 （100.0）
役に立たなかった 1 （2.7） 1 （5.6） 0 ― 0 ― 0 ―
役に立った 6 （16.2） 2 （11.1） 4 （30.8） 0 ― 0 ―

⑧捜査機関に行くとき付き
添ってもらったこと

必要なし 19 （50.0） 12 （63.2） 5 （38.5） 2 （50.0） 0 ―
役に立たなかった 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
役に立った 19 （50.0） 7 （36.8） 8 （61.5） 2 （50.0） 2 （100.0）

⑨公判の付き添い支援を 
受けたこと

必要なし 11 （29.7） 6 （33.3） 3 （23.1） 1 （25.0） 1 （50.0）
役に立たなかった 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
役に立った 26 （70.3） 12 （66.7） 10 （76.9） 3 （75.0） 1 （50.0）

⑩医療機関や役所等に行く
とき付き添ってもらった
こと

必要なし 27 （73.0） 15 （88.2） 10 （76.9） 1 （25.0） 1 （33.3）
役に立たなかった 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
役に立った 10 （27.0） 2 （11.8） 3 （23.1） 3 （75.0） 2 （66.7）

⑪行政手続きをするさいに
具体的に支援してもらった
こと

必要なし 27 （69.2） 16 （84.2） 9 （69.2） 2 （50.0） 0 ―
役に立たなかった 2 （5.1） 1 （5.3） 0 ― 1 （25.0） 0 ―
役に立った 10 （25.6） 2 （10.5） 4 （30.8） 1 （25.0） 3 （100.0）

⑫家事等、日常生活にかん
することについて支援を
受けたこと

必要なし 33 （86.8） 16 （88.9） 12 （92.3） 4 （100.0） 1 （33.3）
役に立たなかった 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
役に立った 5 （13.2） 2 （11.1） 1 （7.7） 0 ― 2 （66.7）

⑬家族関係が良好になるよ
うに支援を受けたこと

必要なし 24 （61.5） 11 （57.9） 9 （69.2） 3 （75.0） 1 （33.3）
役に立たなかった 2 （5.1） 1 （5.3） 1 （7.7） 0 ― 0 ―
役に立った 13 （33.3） 7 （36.8） 3 （23.1） 1 （25.0） 2 （66.7）

⑭当事者グループ・ 
自助グループを紹介して
もらったこと

必要なし 23 （62.2） 8 （42.1） 9 （75.0） 4 （100.0） 2 （100.0）
役に立たなかった 2 （5.4） 1 （5.3） 1 （8.3） 0 ― 0 ―
役に立った 12 （32.4） 10 （52.6） 2 （16.7） 0 ― 0 ―
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「その他：前記の項目（表 2C-6）以外で支援センターによる支援で役に立ったもの」についての自
由記述を、被害種別ごとに以下にまとめる（この分析・整理については P.74 の 4）分析方法を参照）。

●「交通犯罪被害」
・	情報提供
	「被害者支援に関する小冊子や、被害者や遺族が書いた文章が書かれた小冊子を入手できた」「情

報網が広くたくさん知る事ができた」

・	刑事手続に関する支援
	「縁のないと思っていた法律用語など、ゆっくりと分かるまで的確に教えてもらった」「裁判が続

き、気持ちが投げやりになる時もあったが、その時に応じて具体的なアドバイスをいただけた」「裁

判の内容をかきとってくれていた」「加害者側からの連絡があった際は、『このように言いなさい』

との文言を教えていただいた。要は、相手のペースに乗らない上手に断る言葉のこと」「必ず、別

室を用意してくれたので常にクールダウンできた」「継続審でも付き添いしてくれた」「刑事裁判

以外ない」

・	関係機関との調整
	「弁護士さんとの関係がうまくいかず、今日も相談してきた」「付き添い支援の際や裁判休憩して

いる時に弁護士といるのは疲れる。センターからお願いして昼休みは別々となった。自分ではい

いにくい」「検察とうまく連携がとれていた」

・	安心できる環境で個別に話を聴き、気持ちを受けとめること
	「私達遺族に落ちついた場所でしっかりと向き合ってくれ、本音で話す環境をつくってくれた」「支

援センターの方々に、今の自分の気持ちを心からはき出す事ができ、それをしっかり受けとめて

いただき、精神的に、本当に助かっている」「先日、［支援センターに］牧師さんがいらっしゃって、

1 人 1 人の今の悩みなどを聞いていただき、又、印象に残るお話を聞き、何だか安心感を覚えた」

「迷っている私にいつも私の気持ちを第一に考えて下さり、いつも助けてもらっている」「グチを

聞いてもらった」「軸となる支援者が決まっていた」

・	カウンセリング
	「被害を受けてから数年後に、二次被害による精神的ダメージを受けた時、カウンセリングの機会

をつくってくださって助けられた」

・	日常生活の支援
	「いつも、子供の事を気にかけて言葉をかけてもらえたのが嬉しかった」

・	被害者同士の交流の場を設けること
	「同じ悩みを持った人と会ってお話しをさせてもらった」

・	長期的な関わり
	「時折くれるハガキ」

科研費報告書.indd   88 2016/04/26   16:09:30



― 89 ―

Ⅱ　研究の結果

●「殺人・傷害致死」
・	刑事手続に関する支援
	「裁判所への引率をしていただいて大変たすかった」「裁判所に毎回、付き添ってくれた」「裁判や

諸用で上京する度、宿泊の手続き等のお世話をして頂いた」「自分の裁判の前に他の裁判の傍聴を

したのだが、その際参考になりそうな裁判を選んで傍聴の付き添いをしてくれた」

・	マスコミへの対応
	「マスコミに対する対応に気をつかっていただいて、大変たすかった」

・	関係機関との調整
	「加害者に資力がないため犯給金の申請を予定していた。ところが加害者の親から 500 万円の被

害弁償の支払い申入れがあった。県警支援室は、申入れを断っても犯給金から差引くと言ってきた。

厳罰を望んだため弁償金の受取は保留のまま刑事裁判が終わった。刑確定後、支援センターの方

が警視庁との交流会で問い正したところ、警視庁の方は被害者の心情は理解できる。断わっても

犯給金［は］減額しませんと言ってくれた。その確認のおかげで無事犯給金を満額で受けとるこ

とができた。非常に感謝している」

・	自宅訪問と精神的なサポート
	「折に触れて訪問を受け慰めや励ましを受けた」

・	日常生活の支援
	「現在、単身で生活していますが、膠原病で手足が不自由。お墓参りの草取りをセンターの方に一

度お願いした。心良く支援して下さったので嬉しかった」「社会とのつながり」

・	加害者に関する支援
	「加害者が刑を終えてでてきた後のことを相談にのってもらっている」

・	被害者同士の交流の場を設けること
	「『命の授業』を聞かせて頂けた」

●「暴行・傷害等被害・強盗殺人未遂」
・	刑事手続に関する支援
	「検察の事情聴取で肋骨骨折については詳しく説明したし、受理罪名も強盗致傷となっていたのに、

公判請求罪名は強盗だった。『なぜ致傷にならないのか』と問い合わせたところ、『罪名を決める

のは我々の権限です』と決めつけられた。納得がいかなくて為す術もなく数日苦しんでいたとき

に被害者支援センターの冊子をもらっていたことを思い出して電話した。スタッフの方が丁寧に

対応してくださって弁護士を紹介してくださった。スタッフの方が家に来てくださったり弁護士

事務所に同行して一緒に話を聴いてくださったりした。この頃私は眠れない、食べられないとい

う日が続いていたので本当に有難かった。ぼんやりした状態だった。弁護士さんの助言で検察に

は上申書を提出した。改めて詳しい調査と事情聴取がなされ、罪名は強盗致傷に変更された」

・	関係機関との調整
	「検察官や弁護士に対して間に立って言いたい事を伝えてもらった」
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・その他
	「もう少し行政に対する支援をしてほしかった」「犯人には国選弁護士が 2 人付いていた。私は弁

護士を自由に選べるが金融資産が 150 万円以上あれば自分で費用を負担しなければならないと言

われた。被害者は弁護士を依頼するか否かを選択しなければならない。公平な裁判が行われる為

にも被害者にこそ国選弁護士をつけるべきだと痛感した」

●「性暴力被害・DV被害」
・支援への感謝
	「［支援センターによる支援について］1 ～ 100 までむしろ支援を受けなかったことが見付からな

いくらい、必要なことに関しては全てサポートして頂いた」「支援センターをこれほど利用出来て、

お世話に成れる事を一般の方々は知らない。もっとこの制度を世間の皆にも知ってもらい苦しみ

から助けてあげて欲しい」
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Ⅱ　研究の結果

（ⅶ）支援センターを利用した全般的感想について
支援センターを利用した全般的感想として、「当初感じていた困難がどのくらい解消したと感じてい
るか」「犯罪被害に遭われて同じような立場におられる方に、支援センターに相談することを勧めたい
と思うか」について尋ねた。その結果を全体および被害種別ごとにまとめたものが表 2C-7 である。

表2C-7　支援センターを利用した全般的感想

全体に、支援センターを利用して、相談当初に感じていた困難が解消した
と回答する割合が 9 割以上である。同じような立場にある被害者等に支援
センターの利用を勧めたいかについても肯定する割合は高い。

 全 体 交通犯罪被害
殺人・

傷害致死

暴行・
傷害等被害・
強盗殺人未遂

性暴力・
DV 被害

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

当初感じていた困難は解消したか

まったく解消していないように感じる 1 （2.6） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 0 ―

どちらともいえない 2 （5.1） 1 （5.3） 1 （7.7） 0 ― 0 ―

やや解消したように感じる 11 （28.2） 5 （26.3） 4 （30.8） 1 （25.0） 1 （33.3）

かなり解消したように感じる 23 （59.0） 11 （57.9） 7 （53.8） 3 （75.0） 2 （66.7）

不明 2 （5.1） 1 （5.3） 1 （7.7） 0 ― 0 ―

合計 39 （100.0） 19 （100.0） 13 （100.0） 4 （100.0） 3 （100.0）

被害者等に、支援センターに相談する 
ことを勧めるか

あまり勧めたいと思わない 1 （2.6） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 0 ―

どちらとも言えない 2 （5.1） 1 （5.3） 1 （7.7） 0 ― 0 ―

少し勧めたいと思う 3 （7.7） 3 （15.8） 0 ― 0 ― 0 ―

大いに勧めたいと思う 32 （82.1） 13 （68.4） 12 （92.3） 4 （100.0） 3 （100.0）

不明 1 （2.6） 1 （5.3） 0 ― 0 ― 0 ―

合計 39 （100.0） 19 （100.0） 13 （100.0） 4 （100.0） 3 （100.0）
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また、被害者等に対して支援センターに相談することを勧めるかどうか、その回答を選んだ理由（自
由記述）についても尋ねた。その記述を以下にまとめる（この分析・整理については P.74 の 4）分析
方法を参照）。

→「まったく・あまり勧めたいと思わない」を選んだ理由
	 　「勧めたいと思わない」と回答したのは交通犯罪被害者 1名で、次のような理由を記述していた。
	 「早期援助団体に指定され、直接支援の件数が増えているようだが、事故から時間が経過した者への

支援は、脱落しているように強く思う。資金の調達やセンターの周知に懸命になっているのもわか

るが、その直接支援も適切に行われているのかもわからないし、長期的な支援も忘れないで欲しい

と思う。（後略）」

→「どちらともいえない」を選んだ理由
	 　「どちらともいえない」と回答したのは 2名で、次のような理由を記述していた。「精神面・経済

面での役には、全く立たなかったから。情報が少なすぎる」（「交通犯罪被害」）、「私自身、［調査票

の］右頁のこと［被害者のための諸制度］をよく知らないこと。実際には何も体験していないので、

良いも悪いもわからない」（「殺人・傷害致死」）。

→「少し・大いに勧めたい」を選んだ理由
　●「交通犯罪被害」

・	専門的な情報の提供、助言が得られるから
	「［被害者は］専門的知識がなくて困ったり悩んだりしていることが多いと予想されるので、支援

からどのような対応の仕方があるか、その方法や関係機関、制度の利用についてなど紹介してい

ただき、被害者が選択できるようにしていくことが、被害者の回復につながることだと思うから」

「センターの皆様に助けてもらわなかったら、おそらく、今でも何をしていいのか分からず困っ

ていたと思う」「アドバイスがいただけるから！！」「自分一人では出来ない事、一人で悩んでも

前に進む事は出来ないと思う。仕事上での経験人［ママ］、活動されている方が多種多様。悩む

より相談する［こと］を勧める」「事件の大小を問わず、支援者がつかずはなれずいる事。情報

量の多い社会でネットだけでは、遺族または家族・本人では、まとをしぼれない」「犯罪被害に

遭うと、その日を境に生活が一変する。突然、まっ暗な荒れ狂う海に放り込まれたようなもの。

日常生活もまともに送れなくなる。そのような時に、様々な支援が受けられると、少しでも負担

が軽くなると思うから。（刑事裁判は特にわからないことだらけだったので助かった）」

・	関係機関と密接に連携しているから
	「はずかしながら支援センターの事は、調書作成の検事から教えて頂くまでは、全く知らなかった。

しかも検事に『あなたの事は、すでにセンターに連絡しています』とおっしゃって頂き、玄関ま

でお見送り下さった。仕事上と言えど、『心配して下さっている』と感じ、有難く感謝している。

支援センターに自ら連絡するとなると、突然大事な人を亡くした私にとって、教えて頂いたとし

ても連絡しなかった、あるいは連絡が遅れたと思う。本人の了解を得ずにセンターに連絡する事

を悪く思う人もいるかもしれないが、私は事前に連絡して下さった事を良かった事と思っている」
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Ⅱ　研究の結果

・	困った時に安心して相談できる場であるから
	「困った時にいつでも相談にのってくださる方がいるということが、心の支えになる」「本当に

困っている時に助けを求められる場所があり、加害者［支援］と同様といかずとも、支援の意

義や人の暖かみがある」「困っていること全ての支援には行き届かないが、少しは役に立つこと

はある。そこから自力で解決できることが増えていく」「被害にあって半年くらいだが、心の苦

しみを何でも相談でき、とてもたよりに思っている」「親身になってくれる。頼りになる」「家

族以外で、事故の話を出来る人の存在はかなり大きい」「自分一人で悩む人が多いから！！話せ

る場所があるから！！」「遺族の気持ちは、弁護士さんや他人にはとても理解してもらえないが、

支援センターさんで、不安や悲しみ、加害者に対する怒りなど、本当につらいことばかり相談

させてもらい、いつも不安をとりのぞいてもらっている。私がおじゃましても嫌な顔などせず、

笑顔で迎えて下さり、支援センターさんのおかげで、いつも元気を分けて下さってもらっていて、

生きていく力になっている」

・	精神的なサポートが得られるから
	「二次被害が次々と起きてくるので、精神的にもダメージが大きく、そのサポートも必要」

・	社会への信頼を取り戻すきっかけになるから
	「信頼や人をうたがう心をもった唯一、事件後からの人間関係の成長や回復・修復となるきっか

けとなってくれると思う」「息子を事故で突然亡くした時、私は本当に孤独だった。私と同じよ

うな苦しみを経験した人がどこにいるのかもわからず、ずっとずっと苦しかった。同じ状況の人

でしか分かり合えない感情がある。支援センターとつながることで孤独は少しは癒されると思う」

・	被害者同士の交流の場があるから
	「被害者同士が交流を持つことでいやされることもある」「自助グループ（同じ被害者）の話しは、

聞いてみると、何かしら感じる物があると思うから」

　●「殺人・傷害致死」
・	専門的な情報の提供、助言が得られるから
	「被害にあうと一般の人はどう対応していいのかわからない。支援センターに相談すると親切に

教えてもらえる」「本人及び遺族だけの対応だけでは、処置が困難（対応に時間がかかる）」「犯

罪被害はいきなりあうもので、突然日常をうばわれる。今まで当たり前だったことがあたり前

じゃなくなって、突然右も左もわからない所にぽっと放り出された感じ。そんな時に、手続き

のことはこちら、精神ケアはこちら、と信号のように誘導してくれる団体が支援センターだっ

たから」「1 人、又家族だけではわからないことが多すぎる」

・	関係機関との調整
	「検察や弁護士に私達が言い難いことも、しっかり尋ねて下さったり、代弁して下さる」

・	話を聴いてくれることで気持ちが穏やかになること
	「自分の思いを十分に聞いてもらえる。それだけで少しは穏やかになれる」「自分一人で考えて

いないで、人に少しでも話すことで、気持が楽になることがあるから」
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・	ずっと優しく寄り添ってくれる
	「病気をもった弟が犯罪被害にあい、私も目撃者として大きなショックを受けたにも関わらず、

事件や病院、手続き、両親の介護とやらなければならないことが山のようにふりかかり、眠れず、

食べられず、仕事にもいける自信がないなかで、話だけでも聞いてもらえれば少しは楽になる

かなと思った中で相談に行ったのがきっかけだったが、裁判までずっと優しく寄り添っていた

だき、どれだけ助けていただいたか言いつくせない。紹介していただいた警察の方にも感謝し

ている」「女性の方が多いこともいい点だと思う。男性よりは優しく丁寧にきめ細かに支援して

下さるのではと思う」

・	無料である
	「支援センターに相談すると親切に教えてもらえる。然も無料」

・	相談することで気づけることがある
	「相談する事に寄って、気付ける事もある」

・	社会への信頼を取り戻すきっかけになる
	「社会性を保つうえで、繋がりが必要であると考える。私の場合だが、話し相手、相談相手がい

てくれたこと、支援センターの方、弁護士の方、臨床心理士、医師との関係が社会性の回復、

維持に重要であったと考えている」

	 　また、「少々問題点［、］不満はあるが（※人と人との相性の問題ですので大したことはない。）支

援センターなしには考えられないので、支援を受けて良かったと思う」という意見や、「支援センター

の存在を全く知らなかったので…。該当する方がいらっしゃる状況の時、すみやかに“支援センター”

の利用を紹介し、気楽に“ドア”をノック出来るよう声がけも必要かと」という要望もあった。

　●「暴行・傷害等被害・強盗殺人未遂」
・	専門的な情報の提供、助言、専門機関の紹介が得られるから
	「経験の無い出来事が多く、支援センターの皆様に本当に御世話に成った。感謝でいっぱい」「い

ろいろな気持ちの中、手さぐりで子どもを立ち直らせようと必死だったが医療機関、弁護士の

方など全く知識なく迷っていた時に紹介していただけた事はとても助かった為」「スタッフの方

は豊富な知識と経験から適切な助言をしてくださった」

・	刑事手続の時の付添い
	「検察庁や公判にもつき添っていただけたのは大変心丈夫だった」

・	安心できる環境で個別に話を聴いてくれる
	「家族や友人に話せない事を聞いてくれる」「秘密を守ってくださるので安心して全てを打ち明

けることが出来た」

・	精神的なサポートが得られる
	「何を話しても傷つくことがなくずいぶん心が癒された」

・	被害者の視点に立ってくれる
	「ひたすら被害者（遺族）側の視点で物事をとらえてくれる」
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Ⅱ　研究の結果

　●「性暴力被害・DV被害」
・	支援を受けた実感から
	「私が 1 番苦しい時に支えになってくれたと実感しているから」「支援センターにお世話になっ

ていなければ、今の健康な自分は存在しない。もっと多くの方に知ってほしい場所」「自分自身

が支援センターの方々より全面的に支援を受け前進出来た事。今の状況は支援センター無しに

は語れない［。］制度とはいえ、こんなに有難い公的機関［ママ］は無いと思う」
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（ⅷ）被害者のための諸制度について
警察、検察庁、裁判（少年審判）、更生保護における諸制度の利用状況について、全体および被害種
別ごとにまとめたものが表 2C-8 である。

表2C-8　被害者のための諸制度の利用状況

全 体 交通犯罪被害
殺人・

傷害致死

暴行・
傷害等被害・
強盗殺人未遂

性暴力・
DV 被害

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

①警察における被害者連絡
制度

あてはまらない 15 （41.7） 9 （50.0） 5 （41.7） 1 （33.3） 0 ―

利用しなかった 4 （11.1） 2 （11.1） 0 ― 1 （33.3） 1 （33.3）

利用した 17 （47.2） 7 （38.9） 7 （58.3） 1 （33.3） 2 （66.7）

②検察庁における被害者等
通知制度

あてはまらない 10 （27.0） 6 （33.3） 3 （25.0） 0 （0.0） 1 （33.3）

利用しなかった 3 （8.1） 1 （5.6） 1 （8.3） 1 （25.0） 0 ―

利用した 24 （64.9） 11 （61.1） 8 （66.7） 3 （75.0） 2 （66.7）

③公判での被害者参加制度

あてはまらない 15 （42.9） 9 （56.3） 4 （33.3） 1 （25.0） 1 （33.3）

利用しなかった 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

利用した 20 （57.1） 7 （43.8） 8 （66.7） 3 （75.0） 2 （66.7）

④公判での意見陳述制度

あてはまらない 9 （24.3） 4 （22.2） 3 （25.0） 1 （25.0） 1 （33.3）

利用しなかった 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

利用した 28 （75.7） 14 （77.8） 9 （75.0） 3 （75.0） 2 （66.7）

⑤公判での損害弁償命令制度

あてはまらない 19 （57.6） 12 （70.6） 5 （50.0） 1 （25.0） 1 （50.0）

利用しなかった 11 （33.3） 3 （17.6） 5 （50.0） 3 （75.0） 0 ―

利用した 3 （9.1） 2 （11.8） 0 ― 0 ― 1 （50.0）

⑥公判記録の閲覧・コピー

あてはまらない 9 （25.7） 4 （22.2） 4 （36.4） 0 ― 1 （50.0）

利用しなかった 5 （14.3） 2 （11.1） 1 （9.1） 2 （50.0） 0 ―

利用した 21 （60.0） 12 （66.7） 6 （54.5） 2 （50.0） 1 （50.0）

⑦少年審判の被害者傍聴制度

あてはまらない 30 （83.3） 17 （94.4） 8 （66.7） 4 （100.0） 1 （50.0）

利用しなかった 2 （5.6） 0 ― 1 （8.3） 0 ― 1 （50.0）

利用した 4 （11.1） 1 （5.6） 3 （25.0） 0 ― 0 ―

⑧更生保護における意見等
聴取制度

あてはまらない 26 （78.8） 15 （83.3） 7 （70.0） 3 （100.0） 1 （50.0）

利用しなかった 3 （9.1） 0 ― 2 （20.0） 0 ― 1 （50.0）

利用した 4 （12.1） 3 （16.7） 1 （10.0） 0 ― 0 ―

⑨更生保護における心情等
伝達制度

あてはまらない 28 （82.4） 17 （94.4） 7 （70.0） 3 （75.0） 1 （50.0）

利用しなかった 3 （8.8） 0 ― 2 （20.0） 0 ― 1 （50.0）

利用した 3 （8.8） 1 （5.6） 1 （10.0） 1 （25.0） 0 ―

⑩更生保護における被害者等
通知制度

あてはまらない 26 （74.3） 17 （94.4） 6 （60.0） 2 （50.0） 1 （33.3）

利用しなかった 4 （11.4） 0 ― 2 （20.0） 1 （25.0） 1 （33.3）

利用した 5 （14.3） 1 （5.6） 2 （20.0） 1 （25.0） 1 （33.3）

注）各制度について回答のあった者が母数となっている（無回答は除外）。

全体を見ると、〈公判での意見陳述制度〉〈検察庁の被害者等通知制度〉
〈公判記録の閲覧・コピー〉の利用率が 6 割～ 7 割以上と高い。
更生保護における諸制度についてはあてはまらない者が多かった。
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Ⅱ　研究の結果

（ⅸ）被害者のための諸制度を利用した感想について
諸制度を利用した被害者等が役に立ったと感じているかどうかについて尋ねた。その結果を全体お
よび被害種別ごとにまとめたものが表 2C-9 である。

表2C-9　被害者のための諸制度を利用した感想

全 体 交通犯罪被害
殺人・

傷害致死

暴行・
傷害等被害・
強盗殺人未遂

性暴力・
DV 被害

N （％） N （％） N （％） N （％） N （％）

①警察における被害者連絡
制度

役に立たなかった 5 （29.4） 3 （42.9） 2 （28.6） 0 ― 0 ―

役に立った 12 （70.6） 4 （57.1） 5 （71.4） 1 （100.0） 2 （100.0）

②検察庁における被害者等
通知制度

役に立たなかった 2 （8.3） 1 （9.1） 1 （12.5） 0 ― 0 ―

役に立った 22 （91.7） 10 （90.9） 7 （87.5） 3 （100.0） 2 （100.0）

③公判での被害者参加制度
役に立たなかった 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

役に立った 19 （100.0） 7 （100.0） 7 （100.0） 3 （100.0） 2 （100.0）

④公判での意見陳述制度
役に立たなかった 3 （11.1） 1 （7.1） 2 （25.0） 0 ― 0 ―

役に立った 24 （88.9） 13 （92.9） 6 （75.0） 3 （100.0） 2 （100.0）

⑤公判での損害弁償命令制度
役に立たなかった 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

役に立った 3 （100.0） 2 （100.0） 0 ― 0 ― 1 （100.0）

⑥公判記録の閲覧・コピー
役に立たなかった 3 （14.3） 2 （16.7） 1 （16.7） 0 ― 0 ―

役に立った 18 （85.7） 10 （83.3） 5 （83.3） 2 （100.0） 1 （100.0）

⑦少年審判の被害者傍聴制度
役に立たなかった 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―

役に立った 4 （100.0） 1 （100.0） 3 （100.0） 0 ― 0 ―

⑧更生保護における意見等
聴取制度

役に立たなかった 1 （25.0） 1 （33.3） 0 ― 0 ― 0 ―

役に立った 3 （75.0） 2 （66.7） 1 （100.0） 0 ― 0 ―

⑨更生保護における心情等
伝達制度

役に立たなかった 1 （33.3） 1 （100.0） 0 ― 0 ― 0 ―

役に立った 2 （66.7） 0 ― 1 （100.0） 1 （100.0） 0 ―

⑩更生保護における被害者等
通知制度

役に立たなかった 1 （20.0） 1 （100.0） 0 ― 0 ― 0 ―

役に立った 4 （80.0） 0 ― 2 （100.0） 1 （100.0） 1 （100.0）

注）各制度について利用した者のうち、回答のあった者が母数となっている（無回答は除外）。

全体を見ると、〈公判での被害者参加制度〉〈公判での損害弁償命令制度〉〈少年
審判の被害者傍聴制度〉について、利用した者全員が役に立ったと回答している。

〈検察庁の被害者等通知制度〉〈公判での意見陳述制度〉〈公判記録の閲覧・コピー〉
を利用した者の満足度も高い。
更生保護における諸制度については、利用した者が少ないが、「交通犯罪被害」
でのみ役に立たなかったとする回答が見られた。
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（ⅹ）「被害者支援」に関する要望について
調査票の最後で、被害者支援全般について「こうしてほしい」「こんな支援がほしかった」など、自
由に記述してもらった。その意見を被害種別ごとに以下にまとめる（この分析・整理については 4）分
析方法を参照）。

●「交通犯罪被害」
まず支援センターについて、その意見等は大きく 4つのカテゴリー（①支援内容、②支援体制、③啓発・
運動、④支援センターへの高い評価や感謝）に分けられた。

①支援内容
・	被害者の苦しみを、これからも支援センターに受けとめ続けてほしい
	「今後、どれだけの日数が過ても、父を『車で殺された』という事実が消えることはないし、父自

身の無念さ、私の苦しみ、加害者への憤りはうすらぐことはないので、いつまでもそばで見守って

いて欲しいと思う。現在、刑事・民事裁判が去年終り、加害者本人は、何の責任をとることもなく、

遺族である私は、いろいろな苦しみ、これは遺族でないとわからない苦しみ、世間の無関心による

孤独感、なぜ毎日つらい日々を過ごさないといけなくなったのか、この気持ちをどこへぶつけてい

いかわからず、いつも支援センターさんに頼ってしまっている。いつもご迷惑をかけてしまい、心

苦しく思っている。本当に助けてもらってばかりで、この苦しみを加害者にぶつけたい、加害者に

被害者と同じ痛みを感じてもらいたい、そういうことをさせないから、加害者本人に責任をとらせ

るという法のシステムが整っていないので、遺族だけが苦しんでいる状態が永遠に続く」

・	支援センターのスタッフ全員の質を高めてほしい
	「支援するスタッフのスキルや人間力（知識、包容力、性格的安定→キレない性格）によって、サポー

トの質が変動することはかなり困る。被害者に対して、上から目線で『助けてやっている』とい

う態度や言葉は絶対にやめてほしい。被害者が支援者を選別することは難しいので、不向きなス

タッフは早めに取り除いてほしい」

・	支援センターのスタッフが被害者を主導せずに、前へ導いてほしい
	「わたしもそうだったが、寄り添って話を聴くことはとても大切。一人一人に合わせたスピードで、

決して支援者が主導しないように、前へ導いてほしいと思う」

・	支援センターに、固定したスタッフを担当者にしてほしい
	「支援者内でローテーションがあっても、軸となる人は必要」

・	支援センターに、生活支援をしてほしい
	「裁判の際、温かなごはんを食べたい→加害者家族とはち合わせしない様にされていたから」「県

のファミサポを支援センターで活用できる様にする」

・	支援センターに、自らも被害者遺族であるスタッフを配置してほしい
	「センター内に遺族がいるといいと思う（当事者率高すぎる［ママ］）」

・	支援センターの業務内容をもっと明確に伝えてほしい
	「もっと他の遺族がどうしたのか、具体的な本がほしかった→支援内容について。何ができるのか、い

まいち最初わからなかった。警察と民間でわかりやすくするべきだと思う。同じ事でももちろんいい」
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Ⅱ　研究の結果

・	支援センターに、もっと被害者の立場に立ってほしい
	「支援センターが各県にあるが、基本的には被害者のための支援センターであってほしい。国から

のお達しで作っているように思われる。もっと被害者の立場であってほしい」

・	「被害者ノート」（犯罪被害者等が後で役立つ記録を残すために作成された，書き込み式ノート）が必要
	「『被害者ノート』必要！」

②支援体制
・	支援センターの利用可能な時間を延ばしてほしい
	「利用時間が、月～金曜日、午前 10 時～午後 4 時という限られた時間なので、お仕事をされていらっ

しゃる方はなかなか利用できないのではないか。土曜日とか日曜日とか、夕方以降の時間帯とか

も利用できたら大変うれしく思う。いつもよくして頂いていてこんなことを言うのはおこがまし

いのだが」

・	支援センターが、より多くの被害者を早期から中・長期的に支援できる体制を作ってほしい
	「刑事裁判、日常生活、精神的な面、全てにおいて支援が必要だと思う。私は、運よく、支援セン

ターにたどり着き、多くの支援を受けることができたが、支援センターの存在も知らずに一人路

頭に迷っている人も多いと聞く。被害に遭われた方がいち早く支援が受けられるようなシステム

を作ることが大切だと思う」「一日も早く支援センターと出会えるよう、支援の輪がさらに広がっ

てほしいと思う」「被害者支援の制度が整いつつあるが、まだ社会的認知度が低く、ある日突然被

害者になった人たちは、そういう制度があることを知らない人も多いと思われる。早期支援や中・

長期的な支援ができるよう、制度の見直しや整備、支援者の育成、等につとめていただきたい」「事

故直後、『まさか自分が』というタイミング。救急車が来る前から、の、なるべく早く支援の体制

があればと思う」

・	支援センターに、検察庁との連携を深め、検察庁の被害者支援室を作ってほしい
	「検察庁と、もっと密にパイプを作り、庁内に被害者支援室を作れるといい（検察官によって左右

されるため）」

・	支援センターの財政基盤を強化してほしい
	「支援には費用がかかる。国からの財政基盤をしっかり受けられる様にしてもらいたい。支援セン

ターは支援をしたくてもできないセンターが多い」

③啓発・運動
・	現在の法制度を変えるため、支援センターに、犯罪被害についての啓発活動や全国的な運動を行っ
てほしい

	「交通事故の場合、故意じゃないからとか、示談金が支払われるからと、世間からは思われている

ようだが、父が事故にあわなければ自然に支払われていた金額を、裁判という形でしか払っても

らえない、そこに加害者の反省とか謝罪の気持ちとかは一切含まれていないということを世間は

知らない。一生続くこの苦しみ（故意でないからという理由で加害者に責任をとらせないのがお

かしい。加害者の謝罪が一切ないというこの状態が一生続くのかと思うと気が狂いそうになる。
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寿命で亡くなっている人より示談金がもらえるからいいじゃないかと世間からは誤解されている

ように思われる。生命保険じゃあるまいし、民事裁判に気力を使うことも苦しい）を世間の人々

にもっとアピールして欲しい。遺族は苦しんでいても、どこにも不満を言わないでがまんしてい

る人が多すぎると思う。私は支援センターさんが家の近くにあり、本当によく利用させてもらっ

ていて助かっている」「被害者や遺族の無念さを世間にアピールしてもらい、故意じゃなくても人

を殺した人間はそれに見合う責任をとってもらいたいと思う。それがないと遺族は、いつまでも

前へむいて生きていけない」「歩道に突っ込まれる、という交通事故で突然大切な息子を亡くし、

私や家族はパニックになった。高校生 2 人が犠牲になったというのに警察は逮捕もせず、3 ヶ月

放置。頭に来て県警に直接訴えたら、手のひらを返したようにあわてて現場検証、その後加害者

に逃走された。幸せな時は気づかなかったが、被害者は放置され病院も警察も裁判も本当にお粗

末なものだった。センターにはお世話になり感謝はしているが、毎回お互いに話を聞き合うだけで、

時々息がつまりそうになる。様々なおかしな事を変える運動を全国で団結して行いたい。バラバ

ラな活動では、世の中は変わらない。行政が先頭に立ち、まずは被害者の声や現状を正確に把握し、

支援センターと協力して法改正につながる運動をお願いしたい」

・	支援センターに、関係機関への教育をしてほしい
	「支援センターが『被害者精通弁護士』の教育、講師などもしてもらい、よりよい支援がされる事

を願っている。特に遺族などから受け身ではない形になっていったら、遺族としてはなおさらいい」

④支援センターへの高い評価や感謝
	「精神的に参っているので、［この回答に］自分のつらい気持ちをぶつけてしまった。申し訳ない。

これからもご迷惑をおかけすると思うが、見捨てないで。いつも良くして頂いて、本当にありが

とうございます。支援センターさん皆様のやさしい心づかいで、今日も 1 日生きていることがで

きた。感謝している」「センターの方々のサポートがあり、様々な手続きも理解しながら進められ

たと思っている」「私の場合、本当に心温まる応援を頂き、不起訴から実刑、判決が下り、長期に

ご支援を賜り、ありがとうございました」

また、支援センターに限らず被害者支援全体については、以下のような意見があった。
・	被害者のための情報を増やしてほしい
	「情報量の増加（それぞれの裁判によって、裁判内容、被害者参加制度の内容の違いがあるため）」

・	経済的支援をしてほしい
	「経済的なフォローが必要だと思う。精神的な問題はかんたんにはいかないと思うけれど、さしあ

たって、先行きが心配になるので…」

・	精神的支援をしてほしい
	「精神的な支え」

・	生活支援をしてほしい
	「家事も身の回りのこともできなくなったので、訪問援助が公的にあると助かる。私の場合、食事

も取れず、外出もできなかった。例えていうならば、老人がデイサービスを利用するようなもの

があるとありがたいと思う」
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Ⅱ　研究の結果

・	警察に、被害者の権利や支援団体などを紹介してほしい
	「被害者支援の制度が整いつつあるが、まだ社会的認知度が低く、ある日突然被害者になった人た

ちは、そういう制度があることを知らない人も多いと思われる。被害者にも支援される権利があ

ることや、支援団体などについて、警察からちゃんと紹介してもらいたい」「事故後、どこからか

情報が流れて色々な団体から支援の案内が届き、『何の団体が何の意図で連絡をくれたのか？』と、

全ての情報に不信感を持ってしまう時期もあった。その中に、悪意のあるものはなかったと信じ

たい所だが、善意の押し売りも、タイミングによっては不安をあおるものになった。警察からの

紹介でなかったら、私もセンターにお世話になる事はなかったと思う」

・	加害者への教育を改善してほしい
	「あきれた話（その 1）…市原刑務所の刑務官の話もセンターで聞いたが、加害者に何の教育もし

てなくて、おまいりも講義の参加も全部本人まかせにしている（2 ～ 3 割位の人がしている）。何

もせずあとの 7 割は明るくすごしていると言っていた。強制してもダメなんです！にあきれた。

謝罪しない理由がよくわかった。出所後どんな態度かアンケートをとって教育方針をしっかり立

てるべきだ。税金のむだ使いで、世の中よくなる訳がない」

●「殺人・傷害致死」
まず支援センターについて、その意見等は大きく 4つのカテゴリー（①支援内容、②支援体制、③啓発・
運動、④支援センターへの高い評価や感謝）に分けられた。

①支援内容
・	支援センターに、被害者のその時の状況に応じた支援を長期的に続けてほしい
	「私の場合は、犯罪被害に遭ってから半年くらいからして支援センターができた。その前は準備中

だったようだ。しかし、すぐに毎日のように気遣いの電話をいただいた。その後も、いろいろな

面で情報をいただいた。今でもいろいろな面で心配事があるときは相談にのっていただいている。

その時、その時の状態にあった支援でいいと思う」「［支援の］期間は限定なしで（公判は何年も

長びくから）定期的に連絡をとって頂ければ（うちの場合はとてもうまくいっていると思う）、そ

の度困っている事等を相談出来るので」

・	支援センターに、被害者のニーズを満たせるよう、被害者を導いてほしい
	「当初からじっくりと被害者に寄り添って、十分話を聞き、それぞれの被害者の望みにどうすれば

達せるのか、又は近づけるのか、うまく導いて欲しいです。大変難しいですが…」

・	支援センターに、民事裁判についての助言もしてほしい
	「担当の方は刑事裁判に強い方はいらっしゃったが、民事裁判の方はあまりやってないので一般的

なことしか分からないということだった。民事のこともアドバイスいただけたらなと思った」

・	支援センターに、被害者のきょうだい児の支援をしてほしい
	「被害者の兄弟は学校に通えなくなる（精神的面で）。その間のフォローをしてほしい。うちの息

子は当時高 3 の大変な時期に 2 週間以上登校できなくなった。兄を亡くした大きなショックとマ

スコミに囲まれる怖さで外出できなくなった」
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・	遠方の支援センターに出向く負担を減らしてほしい
	「支援センターが自宅より遠距離であり出向くことが当初、精神的に負担」

・	支援センターに、自宅訪問と生活支援をしてほしい
	「事件後、何も出来なかったので、時々訪問してもらって、家事を手伝ってほしかった」

・	支援センターの自宅訪問を受けることによる負担感を軽減してほしい
	「自宅へお越し頂く機会が多く、それが負担に感じることもあった」

②支援体制
・	被害者一人ひとりに応じた支援ができるように、支援センターの体制・基盤を強化してほしい
	「私の場合、社会との繋がりが重要だと思った。ただ、残念なことにいろんな犯罪被害者の方がい

らっしゃり、その方、その方で求める支援の形は同じではないと思う。それを見極めることは困

難なことだと思う。だからこそ、支援の形、又は体制を（地盤を）硬固なものにしていただき、

多様な求めではあるかもしれないが、人として持していただける支援がつづくことを願っている」

「支援センターを更に充実して被害者の支援が出来るように検討願いたい」

・	支援センターが、より多くの被害者を早期から支援できる体制を作ってほしい
	「［被害者が］無理して頑張らず、早く支援センターとつなげられるシステムが普及すればいいと思う」

③啓発・運動
	「支援センターの存在を公の機関等を通して、もっとイベント等もとり入れ、PR してほしい」

④支援センターへの高い評価
	「私や、私の家族は［支援センターの支援を受けて］真に救われた」「私は、事件当日警察の方から、

支援センターを教えていただいたので、早く相談することができ、本当によかったと思っている。

そうでなかったら、自分がダメになっていたと思う。警察の方にも、紹介していただいたお礼と、

公判も全て同行していただき、今も支援を受けていることを話したら、おどろかれていた。［中略］

本当に相談させていただきよかったと思っている」

また、支援センターに限らず被害者支援全体については、以下のような意見があった。
・	経済的支援をしてほしい
	「今回被害に遭遇したのは69才の私の父。63の母と2人暮らしだった。ほんとうにわずかな年金（国

民年金）と私の仕送りで生活していたので、まず真先に今後の生活費のことをどうしようかと思っ

た。犯給金は幸い頂いたものの、これでは一生分は食べていけない。国民年金には犯罪被害者に

対する補償制度はなく、また生活保護も相談したが特別扱いはしてくれなかった。今のところは

私がまだ健康で収入も安定しているからいいが、今後何かあったときに母一人でどうやって暮ら

していけばいいのか。生涯型の補償制度がないと困る。犯給金の増額か生涯型の補償を作ってほ

しい」「私は仕事を 1 ヶ月以上休んだことで収入が減り、裁判は長期間におよぶ（2 人の加害者の

裁判のため、2 度の裁判員裁判に参加するため）ことで退職になり、金銭面がとにかくしんどかっ

た。本当にたくさんのお金がかかる。こんな目にあわなければ…。何もかも失った気持ちになった」
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Ⅱ　研究の結果

・	被害者支援の必要性を社会に認知してほしい
	「現在の司法制度は加害者ばかりが守られている。加害者の人権はあるが被害者の人権は保護され

ていない。被害者にも支援が必要だということの社会的な認知と、底上げが必要だと思う」「今回

のアンケートは、犯罪被害者の社会的支援の向上を願って回答したもの。単なる集計におわらず、

今後の社会的な認知の広がりと向上につながるように、どうぞよろしくお願いします。紙媒体で

は伝わりにくいかもしれないが、このアンケート一件一件に、犯罪被害にあわれた方がいて、そ

のほぼ 100％の人が加害者に対して強い怒りをもち、刑の重さに不満を持っているのではないか

と思う（推測だが…）。被害者の側からすれば更生は理解も納得もできない。日本は加害者支援に

ついては進んでいるかもしれないが、それと同じくらい、被害者への支援と理解が進むことを、

本当に本当に切に願っている」

・	被害者のための総括的な社会インフラを確立してほしい
	「被害者が利用できる社会制度についても、『そういう制度がある』ということを認知していない

と利用できないので、被害者の側から見た総括的な社会インフラを確立してほしい、と切に願う」

・	地域間でもっと情報共有を行ってほしい
	「事件のあった所在地と被害者の住所地が異なる都道府県の場合の情報共有のなさも、縦割行政の

弊害だなと感じている」

・	すべての都道府県、すべての支援者の質を高めてほしい
	「支援の水準が各都道府県によっても違うし、担当者の知識の水準（レベルの高さ）によっても違

うことに違和感を感じる」

・	被害者のための情報がほしい
	「被害者は何ができるのか（社会的に）、どうすればいいのか、教えてくれる情報・ツール・媒体

がほしかった」

・	被害者一人ひとりの現状に応じて、寄り添って見守ってほしい
	「ある日突然に出合う為、日常生活が破カイされ、何も考えること、することが出来なくなった。

廻りの人達が各々の考えでアドバイスしてくれたが、後で思い返すと、みんな勝手な事を言い、

それに私自身がただ振り廻されていた感じ。その時、友人がなぐさめることも、励ますこともなく、

毎日パンやおにぎりを持ってきてくれたことが、一番ありがたかった。心も身体も寄りそい、見守っ

て欲しいと思うが、個人差があること、本で学んだ事と現実は違うことを認識してほしい」

●「暴行・傷害等被害・強盗殺人未遂」
まず支援センターについて、以下のような意見があった。
・	支援センターに、被害者をリードしてほしかった
	「弁護士にコンタクトする時期など、被害者からの申し出を待つだけでなく、少しリードしていっ

て欲しかった」

・	支援センターに、加害者側関係者との面会への立ち会いといった法的には関係のないことについ
ても支援してほしかった

	「裁判が終わってかねてより謝りたいと言ってきていた犯人の妻とその母親（妻は犯行の 4 日後に

離婚。妻の実家はすぐ近所でお互い 30 年住んでいる。犯人は妻から私の事を聞いていてよく知っ
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ていて狙った）に今年 4 月に会うことになった。スタッフの方にこの事を話したら『加害者と会

うことは大変なことでどこまでも慎重に！！というのが鉄則です。決して一人で会っては駄目で

すよ』とアドバイスしてくださった。それでスタッフの方々に同席してくださるようにお願いし

たが元妻と母親には法的責任がないので支援センターの決定で立ち会えないと言われた。これま

での経緯や私の気持ちを知り尽くしておられるスタッフの方に立ち会っていただけなかったのは

残念だった。事件から一年半が経過したがその後の事などまだまだ聞いていただきたい時がある

ので法的には関係がない事にもお力になっていただけたら有難い」

これとともに、次のような支援センターへの感謝などが述べられていた。
	「危うく子どもを亡くすところだった。話を聞いてくださり心によりそいいろいろな場所へ付き

そっていただいたり病院や弁護士紹介、そして現在もセンターの臨床心理士の方にお世話になっ

ているが本当に助かっている。ふつうの生活の中ではなかなか知り得ない機関だが何をどうすれ

ばいいのかわからなかった時にとてもありがたい出会いだった。心の傷は深くただただつらく悲

しくくやしい日々によりそっていただいた事にとても感謝している」「支援センターのスタッフの

皆様はすばらしい」

また、被害によって障害を負った家族の介護や経済的困窮のため、老人ホームを充実させてほしい
という意見もあった。

	「私は、家内が 1 級の障害者で 24 年位ずっと世話をして来たが、それも出来なく成り、老人ホー

ムをもっと充実してほしい。私は破産状態」

●「性暴力被害・DV被害」
今後も継続した全面的支援や被害者を支援する場が増えることを希望するという意見とともに、支
援センターへの感謝が述べられていた。

	「今後の生活においての全面的支援［がほしい］」「まだ、広く知られていなく、支援を受けたくて

も受けられない方が沢山いらっしゃることと思う。もっと被害者の気持ちを尊重して下さる場所

が増えると同時に、犯罪がなくなることを心から願う」

	「『こうしてほしい』『こんな支援がほしかった』なんて今思うことは一つもない。本当に支えて頂

いた」「同行して被害者が生活していける様導いてくれた。私は○○県、□□県において DV 被害

事件に遭い市役所・警察署・支援センターその他公的機関に保護され支援して頂き、心より感謝

している。まだ今も継続中だが、安心して生活出来て居る。本当に有難いと感じている」
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Ⅱ　研究の結果

修復的司法は、犯罪問題に対する新たな考え方の枠組みを提供するものとして着目されるようになっ
て、数十年が経とうとしている。コミュニティを重視した紛争解決アプローチ、当事者参加型のアプロー
チ、事態を改善し加害者に責任を取らせるアプローチ、参加者に癒しの機会を与えるアプローチなど
として、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア等諸外国で、多様な実践が積み重ねられている。

わが国においても、少年事件をはじめ、教育現場、高齢者福祉分野などで修復的司法の実践が取り組
まれるようになった。本報告書では、研究代表者が企画担当した、相川書房刊・社会福祉実践の総合
研究誌『ソーシャルワーク研究』における講座シリーズ「修復的司法／正義（Restorative	Justice）と
その実践」（2015 ～ 2016）を載せる。
この講座シリーズは、修復的司法の理念のもと先駆的に実践されている 3名の方に執筆いただき、次
の 4編の論文から成る（相川書房より転載の許可を得た）。

◦	伊藤冨士江「『修復的司法／正義（Restorative	Justice）』とその実践 [1]	ソーシャルワークの視点か
ら考える」『ソーシャルワーク研究』41 号 ,	51-57．

◦	山下英三郎「『修復的司法／正義（Restorative	Justice）』とその実践 [2]	RJ サークル：学校における
実践への道程」『ソーシャルワーク研究』42 号 ,	65-72．

◦	山田由紀子「『修復的司法／正義（Restorative	Justice）』とその実践 [3]	少年事件をめぐる被害者加
害者対話の会」『ソーシャルワーク研究』43 号 ,	56-62．

◦	梅崎薫「『修復的司法／正義（Restorative	Justice）』とその実践 [4]	RJ で高齢者虐待を予防する公私
連携の地域づくり」『ソーシャルワーク研究』44 号 ,	61-67．

3. 修復的司法（Restorative Justice）に関する
理論的・実践的検討

科研費報告書.indd   105 2016/04/26   16:09:31



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 106 ―

科研費報告書.indd   106 2016/04/26   16:09:31



― 107 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   107 2016/04/26   16:09:33



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 108 ―

科研費報告書.indd   108 2016/04/26   16:09:34



― 109 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   109 2016/04/26   16:09:36



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 110 ―

科研費報告書.indd   110 2016/04/26   16:09:38



― 111 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   111 2016/04/26   16:09:39



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 112 ―

科研費報告書.indd   112 2016/04/26   16:09:41



― 113 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   113 2016/04/26   16:09:43



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 114 ―

科研費報告書.indd   114 2016/04/26   16:09:43



― 115 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   115 2016/04/26   16:09:44



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 116 ―

科研費報告書.indd   116 2016/04/26   16:09:46



― 117 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   117 2016/04/26   16:09:47



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 118 ―

科研費報告書.indd   118 2016/04/26   16:09:49



― 119 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   119 2016/04/26   16:09:51



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 120 ―

科研費報告書.indd   120 2016/04/26   16:09:52



― 121 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   121 2016/04/26   16:09:54



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 122 ―

科研費報告書.indd   122 2016/04/26   16:09:55



― 123 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   123 2016/04/26   16:09:55



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 124 ―

科研費報告書.indd   124 2016/04/26   16:09:57



― 125 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   125 2016/04/26   16:09:59



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 126 ―

科研費報告書.indd   126 2016/04/26   16:10:01



― 127 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   127 2016/04/26   16:10:02



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 128 ―

科研費報告書.indd   128 2016/04/26   16:10:04



― 129 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   129 2016/04/26   16:10:06



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 130 ―

科研費報告書.indd   130 2016/04/26   16:10:07



― 131 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   131 2016/04/26   16:10:09



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 132 ―

科研費報告書.indd   132 2016/04/26   16:10:11



― 133 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   133 2016/04/26   16:10:12



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 134 ―

科研費報告書.indd   134 2016/04/26   16:10:14



― 135 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   135 2016/04/26   16:10:15



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 136 ―

科研費報告書.indd   136 2016/04/26   16:10:17



― 137 ―

Ⅱ　研究の結果

科研費報告書.indd   137 2016/04/26   16:10:19



犯罪被害者のための総合的支援システムの構築

― 138 ―

科研費報告書.indd   138 2016/04/26   16:10:19



Ⅲ　研究結果の総括と今後の課題

科研費報告書.indd   139 2016/04/26   16:10:19



科研費報告書.indd   140 2016/04/26   16:10:19



― 141 ―

Ⅲ　研究結果の総括と今後の課題

1. 総まとめ

犯罪被害者等に対する総合的支援策を検討するため、更生保護における犯罪被害者等施策（心情等
伝達制度、相談・支援）、民間被害者支援団体の支援活動に焦点を当て全国調査を実施した。各調査か
ら明らかになった主な点と考察を以下にまとめる。

（1）更生保護における犯罪被害者等施策は機能しているか
◦	心情等伝達制度について、法務省保護局より提供を受けた「被害者等の心情を加害者に対して伝達
したケース」92 件のデータを分析した。その結果、重大犯罪を含むさまざまな罪種の被害者等から
の申出に応えて、速やかに心情等を聴取し、加害者に伝達している実態が示された。聴取方法、同
席者の有無から被害者等への配慮がなされていることもうかがわれた。

◦	全国の保護観察所に勤務する被害者担当官および被害者担当保護司 174 名を対象に、質問紙調査を
実施し、111 名から回答が得られた（回収率 63.8%、有効回答 110 名）。
主な結果：
①	心情等伝達制度の実施態勢について、担当官と保護司のペアで行われており、担当官は書類作成、
主任官等との協議といった主業務を担い、保護司は話しやすい雰囲気づくりなど被害者等の心情
面に配慮したサポート役に回っていた。

②	同制度では二次被害を与えることがないよう、被害者等の個別状況に応じた配慮がなされていた。
③	同制度の課題としては、被害弁償ニーズを解決できるような法整備を含む新たな仕組みづくり、
観察所内の連携等の改善や現場担当者のスキルアップの促進、同制度の周知に向けてのさらなる
広報が必要といった点が明らかとなった。

④	同制度全般について、担当者は被害者支援の点から一定の成果を実感している一方、加害者との
接点や更生についてはやや慎重な見方をしていた。同制度が修復的司法の実践につながるために
は、同制度の利用結果が加害者処遇にも明確に反映できるようになることがまず必要であると
いった点が示唆された。

⑤	相談・支援制度においては、保護観察所は民間被害者支援団体、検察庁、警察、法テラスと連携
している実態が把握できた。

更生保護において被害者への配慮は、従来から矯正施設収容中の者の環境調整、保護観察等で行わ
れてきたが、こうした「被害者への配慮」はあくまで配慮であり、軸足は加害者の更生援助であった。
その配慮が被害者等施策によって更生保護における制度として実施されるようになった意義は大きい。
調査結果から、現場では被害者等の個別状況に応じた配慮をしながら同制度を実施しており、一定の
成果を上げているとみることができる。
加害者処遇と被害者支援の両立は難しいことが指摘されてきたが、加害者処遇を担う機関だからこ
そ、被害者等の思いを迅速に加害者に伝えることが可能であるともいえる。
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ただ、心情等伝達制度について、実施件数は平成 21 年から 25 年まで年間 100 件前後で推移し平成
26 年は 151 件と、それほど多くない。利用できる対象者や期間に限定はあるが公的機関が担う被害者
支援として周知を進めること、被害者側にとって利用しやすいものにすることを検討すべきである。
被害者等施策がさらに機能していくためには、Ⅱ研究の結果で述べてきたように、被害者担当部署
と加害者処遇部門とのスムーズで密な連携態勢が確保され、被害者施策自体が更生保護官署で重要な
位置を占めていくことが必須である。

（2）民間被害者支援団体による支援の現状と課題
民間被害者支援団体による支援の現状と課題については、全国被害者支援ネットワークに加盟する
48 団体（センター）の協力を得て、以下のような質問紙調査A，B，Cを実施した。その結果の主なポ
イントをまとめる。

◦･調査 A
	 支援センターの体制、業務内容、今後のあり方等について、各支援センターの代表者・責任者を対
象に調査Aを実施。調査の回答は 35 名から得られ、回収率は 72.9％であった。

	 主な結果：
①	回答のあった支援センターは、発足して 10 年以上経っているセンターが 7割以上、設立母体は
民間相談所が 6割を占めた。

②	直接支援にあたっている職員の勤務体制について、平均すると常勤が約 2名、非常勤が 4～ 5名、
ボランティアが 23 名という値だった。その職員の勤務体制の充足度については、常勤、非常勤
とも「不足している」との回答が約 8割を占めた。ボランティアは「多い方／現状のままでよい」
が約 4割、「不足している」が約 6割であった。

③	年間相談の受理件数について、もっとも多い被害内容は性的被害であり、いずれの相談手段（「電
話」「FAX・手紙・メール」「面接」「直接支援」）においても、もっとも多く対応していた。次
いで交通被害、殺人、暴行・傷害で、少ないのは財産的被害、強盗であった。

④	支援内容について、〈刑事手続きをはじめとする情報提供〉〈心理的サポート〉〈心理的・生活上
の変化についての情報提供〉〈関係機関や公判への付き添い〉は、ほぼすべての支援センターで
実施しているという回答があった。〈日常生活の支援〉は実施している割合が約 6割、〈家族関係
の調整〉は約 3割であった。その他にも公判の代理傍聴、治療費や生活費の補助、被害者宅訪問
等の生活支援などが挙がった。

⑤	連携している他機関等としては、警察、検察庁、弁護士（会）、法テラス、カウンセリング機関
がほぼすべての支援センターで挙げられ、それら機関等との連携の必要性を肯定する割合も高
かった。

⑥	他機関等と良好な連携を築くための工夫について、「顔の見える」関係づくり、連絡協議会等へ
の積極的参加・情報交換、講師派遣など、日頃からさまざまな努力がなされていた。一方、行政
機関は（担当者の）異動があり、被害者支援の必要性を理解するのに時間がかかるといった意見
もあった。

⑦	直接支援におけるボランティアの活用については、「専門職が直接支援を担い、ボランティアは
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その補助的役割」という形を選ぶ割合が約 4割、「専門職とボランティアが同程度の役割を担う」
が約3割であった。「ボランティアは広報・啓発のみを行う」を選ぶ割合は低かった。支援センター
によっては専門職を置いていない所もあり、ボランティアが直接支援を行う必要性は高いことが
推測された。

⑧	今後について「非常に力を入れたい」のは〈センター運営財源の確保〉がもっとも多く、〈被害
者支援の広報・啓発〉、〈関係機関等との連携強化〉が続いた。被害者等へのアウトリーチやセン
ター内職員の世代交代に関する課題なども記された。

⑨	支援センターによる相談・支援の利点について、中長期的な支援ができること、利便性・融通性、
きめ細かな支援、無償の支援サービスのほか、フラットな関係性の中で、社会や人間関係への信
頼を取り戻すための支援ができるという点も挙げられ、行政機関とは異なる民間被害者支援団体
ならではの立ち位置や利点が示された。

⑩	諸制度の利用や支援等について、公判の「被害者参加制度」「更生保護における心情等伝達制度」
の利用を支援したいとする割合が高く、こうした制度が被害者のためのものとして機能している
ことがうかがえた。

◦･調査B
	 支援センターで直接支援にあたっている相談員／支援員を対象に、印象に残ったケースについて、
支援内容等に関する調査Bを実施。調査の回答は 86 名から得られ、回収率は 59.7％であった。

	 取り上げられたケースについて、被害内容で多かったのは「殺人・傷害致死」（29 ケース）、「性暴
力被害」（24 ケース）、「交通犯罪被害」（17 ケース）であり、この 3つの被害種別にデータを分析した。

	 主な結果：
①	支援センターへの相談経緯については、いずれの被害種別でも警察からの紹介がもっとも多かっ
た。「性暴力被害」では被害者自らが探してという回答が見られた。法テラス、地方自治体の相
談窓口、女性相談センターからの紹介は見られなかった。

②	ケースの加害者について、成人が 8割近くで、現在刑事施設 /少年院に入っている場合がもっと
も多かった。

③	ケースに対するアセスメントと支援について、被害種別の差はなく全体に同じ傾向で、相談者の
心身状態を把握するためのアセスメント・シートを用いているという回答は 2割以下だった。支
援計画、チームによる支援、事例検討については高い割合で行われていた。

④	ケース（相談者）が支援センターに相談当初どのようなことに困難を感じていたかについて、「交
通犯罪被害」では、〈心身面の不調〉をほとんどが感じており、〈刑事裁判の手続きがわからなかっ
たこと〉や〈日常生活での支障〉（9割以上）、〈支援の情報がなかったこと〉、〈制度等の手続き
がわからなかったこと〉が続いた。「殺人・傷害致死」では、〈精神的な不調〉、〈制度等の手続き
がわからなかったこと〉、〈体調を崩していたこと〉、〈日常生活での支障〉の順で高い割合（8割
以上）だった。「性暴力被害」では、〈精神的な不調〉と並んで〈学校や仕事に行けなくなったこと〉
の割合が高く（9割以上）、　〈体調を崩していたこと〉や〈日常生活での支障〉、〈制度等の手続
きがわからなかったこと〉が続いた。〈捜査への協力に負担を感じていたこと〉は他の被害種別
と比べて高かった。
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⑤	ケースへの支援内容について、被害種別ごとに見ると、「交通犯罪被害」では、〈心理的サポート〉
と〈刑事手続きについての情報提供〉がすべてのケースで実施されており、〈心理的・生活上の
変化についての情報提供〉、〈公判の付き添い支援〉の実施割合も 9割以上だった。他の被害種別
と比べて〈当事者・自助グループの紹介〉の割合が高かった。「殺人・傷害致死」では、〈心理的
サポート〉がすべてのケースで実施されており、〈心理的・生活上の変化についての情報提供〉〈公
判の付き添い支援〉〈刑事手続きについての情報提供〉を実施した割合も高かった。他の被害種
別と比べて、〈弁護士の紹介〉（約 7割）の割合が高かったこと、また〈加害者の対応〉が 3割以
上だった点が特徴である。「性暴力被害」では、〈心理的・生活上の変化についての情報提供〉が
すべてのケースで実施されており、〈心理的サポート〉と〈刑事手続きについての情報提供〉〈公
判の付き添い支援〉が続いた。一方、〈日常生活の支援〉〈当事者・自助グループの紹介〉は実施
されていなかった。

⑥	ケースを支援するうえでの工夫等については、裁判や他機関連携のほか、子どもへの対応など、
個別ケースに応じた具体的な配慮がなされていた。

⑦	ケースの支援における他機関・団体等との連携について、いずれの被害種別でも、検察庁、警察、
弁護士と連携した割合が高かった。「交通犯罪被害」では、当事者団体・自助グループにつない
だ割合が高く、「性暴力被害」では医療機関、カウンセリング機関と連携した割合が高かった。
地方自治体の被害者相談窓口と連携した割合は全体に低かった。

⑧	取り上げられたケースは、全体に支援を継続中のケースが多かった。裁判終了を支援終了の目安
にしている場合が多かった。

⑨	取り上げたケース支援についての全体的評価は、被害種別ごとに見ると、「交通犯罪被害」「性暴
力被害」では、「難しかった／難しい」ケースの割合がもっとも高かった。「殺人・傷害致死」では、
「うまくいった／いる」ケースが「難しかった／難しい」ケースとほぼ同数であった。
	 「支援が難しかった／難しい」理由としては、裁判が長期にわたったこと、被害者等との連絡が
取りにくかったこと、家族関係の複雑さを挙げる場合が多かった。「性暴力被害」特有の支援の
難しさも見られた。「支援がうまくいった／いっている」理由としては、検察や弁護士との連携
が取れたこと、支援の輪ができたこと、被害者側とのコミュニケーションがうまく取れたことを
挙げる場合が多かった。

⑩	取り上げたケースとは別に、被害者のための諸制度について尋ねたところ、公判での意見陳述制
度、被害者参加制度の利用状況は 8割以上であり、利用した場合「役立っていると感じる」割合
がほとんどであった。更生保護における意見等聴取制度、心情等伝達制度の利用状況は低いが、「役
だっていると感じる」割合は「役立っていない」をかなり上回った。

◦･調査C
	 支援センターを利用した被害当事者を対象に、相談当初の困難、受けた支援、支援全般の感想等に
関する調査Cを実施。調査の協力は 40 名から得られ、回収率は 27.8％であった（有効回答は 39 名）。

	 被害内容については「交通犯罪被害」が 19 名（48.7%）、「殺人・傷害致死」が 13 名（33.3%）、「暴
行傷害等被害および強盗・殺人未遂」が計 4名（10.3%）、「性暴力被害およびDV被害」が計 3名（7.7%）
であった。
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Ⅲ　研究結果の総括と今後の課題

	 主な結果：
①	回答者が支援センターに相談するきっかけについて、警察からの紹介が 6割以上を占め、「殺人・
傷害致死」「暴行・傷害等被害」でその割合が高かった。「交通犯罪被害」ではマスコミからの情報
が多かった。

②	相談当初に感じていた困難について、〈精神的な不調〉を全員が挙げており、〈利用できる制度等の
手続きがわからなかったこと〉〈支援の情報がなかったこと〉〈体調をくずしたこと〉が続いた。〈社
会的な活動から引きこもったこと〉〈日常生活での支障〉を挙げる割合も 6割以上と高かった。被害
種別で見ると、「交通犯罪被害」では〈社会資源、刑事手続きにかかわること〉に加え〈対人関係で
の困難〉を挙げる割合が高かった。「殺人・傷害致死」「暴行・傷害等被害」では〈日常生活での支障〉
を挙げる割合が比較的高かった。

③	支援センターからの支援について、全体では≪捜査・裁判等に関すること≫、≪社会資源に関する
情報≫、≪体調・精神面≫について支援を受けた割合が高かった。また〈マスコミへの対応〉につ
いて「殺人・傷害致死」「暴行・傷害等被害」の回答者すべてが支援を受けていた。一方、≪経済面
≫、〈家事などの日常生活〉に関しては、支援を受けた割合は低かった。被害種別で見ると、「性暴力・
DV被害」では困難を感じた項目について幅広く支援を受けていた。

④	支援が役立ったかについては、全体に「役に立った」とする割合が高かったのは、〈心理面でのサポー
ト〉〈心理的・生活上の変化に関する情報提供〉〈刑事手続きの情報提供〉である。全項目を通して
「役に立たなかった」という回答の割合は低く、とくに〈公判や捜査機関等への付き添い支援〉や〈日
常生活の支援〉については、支援を受けた者の中で「役に立たなかった」とする回答はゼロである。
〈自助グループ等の紹介〉を「役に立った」とする割合は「交通犯罪被害」で高い。
⑤	支援を必要としなかった割合が高いのは、〈日常生活への支援〉〈医療機関や精神保健・カウンセリ
ングセンターの紹介〉であった。

⑥	支援センターを利用した全般的感想について、全体に「相談当初感じていた困難が解消した」と回
答する割合が9割以上である。「同じような立場にある被害者等に支援センターの利用を勧めたいか」
についても肯定する割合は高い。

	 「勧めたいと思う」理由（カテゴリー）としては、「交通犯罪被害」では〈専門的な情報の提供、助言
が得られる〉〈関係機関との調整〉〈社会への信頼を取り戻すきっかけになる〉〈精神的なサポートが
得られる〉〈社会への信頼を取り戻すきっかけになる〉〈被害者の視点に立ってくれる〉等が挙がった。

⑦	警察、検察庁、裁判（少年審判）、更生保護における諸制度の利用状況について、全体では〈公判で
の意見陳述制度〉〈検察庁の被害者等通知制度〉〈公判記録の閲覧・コピー〉の利用率が 6割～ 7割
以上と高かった。更生保護における諸制度についてはあてはまらない者が多かった。

⑧	諸制度について利用した被害者等が役に立ったと感じているか、全体では〈公判での被害者参加制
度〉〈公判での損害弁償命令制度〉〈少年審判の被害者傍聴制度〉を利用した者全員が「役に立った」
と回答していた。〈検察庁の被害者等通知制度〉〈公判での意見陳述制度〉〈公判記録の閲覧・コピー〉
を利用した者の満足度も高かった。更生保護における諸制度については、利用した者が少ないが、「交
通犯罪被害」でのみ「役に立たなかった」とする回答が見られた。

⑨	「被害者支援」に関する要望としては、支援内容、支援体制、啓発・運動等について具体的な多くの
意見が寄せられた。また支援センターへの高い評価や感謝も述べられていた。
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調査A，Bを通して、民間被害者支援団体においては情報提供、心理的サポート、公判等付き添い、
関係機関の紹介など広範な支援活動が、被害内容に応じてきめ細かく実施されている実態が把握でき
た。支援計画の作成、チームによる支援、事例検討は大多数の支援センターで実施されており、支援
の蓄積がうかがわれた。
ただ、直接支援にあたる職員は常勤がきわめて少なく、「常勤・非常勤とも不足している」という回
答が多かった。専門職というよりボランティア中心で直接支援が成り立っているセンターがほとんど
であり、専門性の確保とボランティアの活用態勢は今後の課題であろう。また、「センター運営財源の
確保」「被害者支援の広報・啓発」を課題として挙げる割合も高く、上記の点とも重なってくるが、民
間の団体が抱える問題として認識され改善される必要がある。

調査Cの回答は、同調査の協力を同意した、いわば“選ばれた被害当事者”であり回収率は低かったが、
支援センターを利用した側からの貴重な意見と考え丁寧に分析した。「犯罪被害はいきなりあうもので、
突然日常をうばわれる。今まで当たり前だったことが当たり前でなくなり、突然右も左もわからない
所にぽっと放り出された感じ。そんな時に、手続きのことはこちら、精神ケアはこちら、と信号のよ
うに誘導してくれる団体が支援センターだった」という記述は、まさに支援センターの役割を表して
いる。「困っていること全ての支援には行き届かないが、少しは役に立つことがある。そこから自力で
解決できることが増えていく」という記述も、被害当事者が持っている力を引き出すという点で、セ
ンターによる支援の重要性を示している。
支援センターへの要望として挙がった中では、たとえば「支援スタッフの中で、軸となる人が必要」「支
援センターが、何ができるのか、業務内容を明確に伝えてほしい」「支援センターの利用可能な時間を
延ばしてほしい」「民事（裁判）のこともアドバイスしてほしい」「被害者のきょうだい児の支援をし
てほしい」「遠方の支援センターに出向く負担を減らしてほしい」「地域間でもっと情報共有してほしい」
などはすぐにでも改善につなげることができる点であろう。

（3）官民協働体制に向けて
本研究では被害者支援における官民協働体制を検討するため、更生保護の被害者支援施策と民間被
害者支援団体の支援を取り上げた。両分野とも現場担当者は他機関等連携の必要性を強く感じており、
司法機関のみならず多くの関係機関・団体等と連携している実態が把握できた。
第 1次犯罪被害者等基本計画の策定を契機に、公判・少年審判および更生保護等において被害者等の
ための新たな制度が導入されてきたが、調査結果から、そうした制度が被害者等のニーズを満たすも
のとして機能していることがうかがえた。諸制度の利用や促進においても、他機関等連携が必須であり、
被害者支援は官民が連携しなくては成り立たない分野となっている。
更生保護における相談・支援の利点としては、「加害者について知り得る保護観察所に相談できるよ
さ」「裁判後の被害者等の相談窓口としての機能」「どこに相談してよいかわからないときの『窓口』」
などが挙がり、民間被害者支援団体における利点としては「中長期的な支援ができること」「利便性・
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Ⅲ　研究結果の総括と今後の課題

融通性」「フラットな関係性の中で、社会や人間関係への信頼を取り戻すための支援ができること」な
どが挙がった。官民協働では双方の利点・強みをまず理解し、補完し合うスタンスが必要である。また、
公的分野では担当者の異動に伴い連携が取りづらくなる点が指摘されたが、担当者の異動に左右され
ない、安定した支援の仕組みづくりも必要である。
公的分野が担うべき支援、民間が力を発揮できる支援について、一定の枠組みをつくり協働体制を
促進し、被害者側に「見える形」として提示していくことが望まれる。
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2. 今後の課題

「犯罪被害に遭うと、その日を境に生活が一変する。突然、まっ暗な荒れ狂う海に放り込まれたよう
なもの」（調査C・被害当事者の記述）は、被害者等の置かれる現況を端的に表している。
犯罪被害は、自然災害の被災などと異なり、司法手続きに関わらなければならない場合が多く、被
害者のニーズは多岐にわたり複雑化しやすい。また社会的孤立にも追い込まれやすい。被害直後から
適切な情報や心理的サポート、アセスメントに基づく見通しと支援が提供されることで、生活の立て
直しに結びつくケースは多いのではないだろうか。被害者支援の質を上げ、被害者等が抱える複合的
生活課題に対応するためには、社会福祉的視点に立った支援モデル―ケアマネジメント・モデルの適
用も検討される必要がある。

研究上の課題としては、被害者支援を担う機関・団体についての定期的な調査、被害者等を対象に
した支援の評価に関する調査を挙げたい。とくに被害当事者からの評価は、支援全般を点検し改善し
ていくためには不可欠である。
また、本研究では修復的司法に関して当初計画していた調査まで至らなかった。支援センターを利
用した被害者等から加害者への対応に対する具体的支援を求める声も挙がっており、被害者支援の層
を厚くするという観点からも修復的司法の実践に関する検討を続けていきたいと考えている。
現在、2016（平成 28）年 4 月から 2020（平成 32）年度末までを計画期間とする第 3次犯罪被害者
等基本計画が始まるところであり、上述したような支援モデルに基づく中長期的支援の充実に向けて、
さらに研究を進めていきたい。
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『更生保護における犯罪被害者等施策に関する調査』 
ご 協 力 の お 願 い 

 
 
各 位 
 

早春の候、⽇頃は⼤変お世話になっております。 
犯罪被害者のための施策は、平成 16 年に犯罪被害者等基本法が成⽴して以来、急速に

整備されてきております。とくに、更⽣保護における犯罪被害者等施策は導⼊されて 6 年
が経過し、刑事システム内の犯罪被害者等のための「窓⼝」として重要な機能をもってい
ると考えられます。 

 
このたび、法務省保護局総務課被害者等施策班のご協⼒のもと、平成26 年3 ⽉1 ⽇時点 

で従事されている被害者担当官・被害者担当保護司の⽅々を対象に、更⽣保護における 
犯罪被害者等施策の「⼼情等伝達制度」と「相談・⽀援」について調査を実施させていた
だくことになりました。本調査は本制度の現状等を分析・検討するための基礎的データを
得ることを⽬的としております。 

本調査のご協⼒の応諾は、全く⾃由となっております。ご回答いただいた調査票の内容
は、回答者個⼈が特定されることはなく統計学的に処理し、研究責任者のもとで厳重に管
理します。得られた情報は本研究のみに使⽤します。また、結果については、調査研究報
告書として公表する予定です。本調査の協⼒にご同意いただける⽅のみ、ご回答及びご返
送をお願いいたします。 

 
なお、本調査は、平成 25 年度科学研究費基盤研究 C 「犯罪被害者のための総合的⽀援システム

の構築―官⺠協働体制を⽬ざして」（研究責任者：上智⼤学教授 伊藤冨⼠江）の⼀部として実施

するもので、「上智⼤学『⼈を対象とする研究』に関する倫理委員会」の承認を得ております。 

 
ご多⽤中まことに恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただきまして、ご回答にご協⼒い

ただきたく、どうかよろしくお願い申し上げます。 
 

平成 26 年 3 ⽉ 14 ⽇ 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

上智⼤学  総合⼈間科学部社会福祉学科 
伊藤冨⼠江 

〒102-8554 千代⽥区紀尾井町 7－1 
TEL/FAX 03-3238-3676（直通） 
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『更生保護における犯罪被害者等施策に関する調査』 
ご 協 力 の お 願 い 

 
 
各 位 
 

早春の候、⽇頃は⼤変お世話になっております。 
犯罪被害者のための施策は、平成 16 年に犯罪被害者等基本法が成⽴して以来、急速に

整備されてきております。とくに、更⽣保護における犯罪被害者等施策は導⼊されて 6 年
が経過し、刑事システム内の犯罪被害者等のための「窓⼝」として重要な機能をもってい
ると考えられます。 

 
このたび、法務省保護局総務課被害者等施策班のご協⼒のもと、平成26 年3 ⽉1 ⽇時点 

で従事されている被害者担当官・被害者担当保護司の⽅々を対象に、更⽣保護における 
犯罪被害者等施策の「⼼情等伝達制度」と「相談・⽀援」について調査を実施させていた
だくことになりました。本調査は本制度の現状等を分析・検討するための基礎的データを
得ることを⽬的としております。 

本調査のご協⼒の応諾は、全く⾃由となっております。ご回答いただいた調査票の内容
は、回答者個⼈が特定されることはなく統計学的に処理し、研究責任者のもとで厳重に管
理します。得られた情報は本研究のみに使⽤します。また、結果については、調査研究報
告書として公表する予定です。本調査の協⼒にご同意いただける⽅のみ、ご回答及びご返
送をお願いいたします。 

 
なお、本調査は、平成 25 年度科学研究費基盤研究 C 「犯罪被害者のための総合的⽀援システム

の構築―官⺠協働体制を⽬ざして」（研究責任者：上智⼤学教授 伊藤冨⼠江）の⼀部として実施

するもので、「上智⼤学『⼈を対象とする研究』に関する倫理委員会」の承認を得ております。 

 
ご多⽤中まことに恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただきまして、ご回答にご協⼒い

ただきたく、どうかよろしくお願い申し上げます。 
 

平成 26 年 3 ⽉ 14 ⽇ 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

上智⼤学  総合⼈間科学部社会福祉学科 
伊藤冨⼠江 

〒102-8554 千代⽥区紀尾井町 7－1 
TEL/FAX 03-3238-3676（直通） 
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更生保護における犯罪被害者等施策に関する調査 
 
 
 

≪調査票の記入と返送について≫ 
調査票の記⼊、返送については以下のようにお願い申し上げます。 
なお、本調査票では犯罪被害者本⼈と家族等を含め「被害者等」としています。 
 
 
◆記入方法： 

各設問について、あてはまる番号に○をつけてください。 
また、設問によっては空欄に数字や回答の記述をお願いいたします。 

 

◆回答にあたっての確認事項： 
① 回答される⽅のお名前を記⼊する必要はありません。 
② 回答された⽅の個⼈名が特定されることはありません。 
③ 得られた情報は本研究のみで使⽤します。 

 
◆調査票の返送方法： 

ご回答いただいた調査票を、添付の返信⽤封筒に⼊れ、 
平成２６年４⽉末⽇までに ご投函くださいますよう、お願いいたします。 

 
◆調査についての質問等： 

本調査に関するお問い合わせ、ご質問等は下記（研究責任者）にお願い申し
上げます。 

 
 
 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
メール：ito-f@sophia.ac.jp  研究室 TEL/FAX：03-3238-3676 

 
 

 －1－

≪調査の内容≫ 

 調査票は全部で７ページあります。 
 
 
Ⅰ．ご回答いただく方のことについて 

問１．あなたは： 

１．被害者担当官 ２．被害者担当保護司 
 

問２．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問３．被害者担当の経験年数（平成２６年３⽉の時点で通算）： 

被害者担当官・被害者担当保護司として（   ）年（   ）ヵ⽉経過 
 

問４．処遇部⾨の保護観察官・保護司としての経験の有無：  

０．ない 
１．ある ３年未満 
２．ある ３年以上 

 
Ⅱ．「心情等伝達制度」（以下、本制度）について 

問５．本制度の実施について、今まで何件くらい担当しましたか。 

０．まだ担当したことがない →５ページのⅢ．問１２へ進んでください。 
１．１〜５件 
２．６〜１０件 
３．１１件以上 
 

問６．どのような⽅法による⼼情等聴取を経験したことがありますか。 

１．⼝頭・書⾯両⽅ 
２．⼝頭による聴取のみ 
３．書⾯による聴取のみ 
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 －1－

≪調査の内容≫ 

 調査票は全部で７ページあります。 
 
 
Ⅰ．ご回答いただく方のことについて 

問１．あなたは： 

１．被害者担当官 ２．被害者担当保護司 
 

問２．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問３．被害者担当の経験年数（平成２６年３⽉の時点で通算）： 

被害者担当官・被害者担当保護司として（   ）年（   ）ヵ⽉経過 
 

問４．処遇部⾨の保護観察官・保護司としての経験の有無：  

０．ない 
１．ある ３年未満 
２．ある ３年以上 

 
Ⅱ．「心情等伝達制度」（以下、本制度）について 

問５．本制度の実施について、今まで何件くらい担当しましたか。 

０．まだ担当したことがない →５ページのⅢ．問１２へ進んでください。 
１．１〜５件 
２．６〜１０件 
３．１１件以上 
 

問６．どのような⽅法による⼼情等聴取を経験したことがありますか。 

１．⼝頭・書⾯両⽅ 
２．⼝頭による聴取のみ 
３．書⾯による聴取のみ 
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 －2－

問７．本制度の実施における次のプロセスについて、どのように感じていますか。 
各項⽬のあてはまる番号に○をつけてください。 

 

経
験
し
た
こ
と
が
な
い 

と
て
も
難
し
い
と
思
う 

や
や
難
し
い
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
と
思
わ
な
い 

難
し
い
と
思
わ
な
い 

① 本制度の実施内容について被害者等に説明する ０ １ ２ ３ ４ ５ 

② 被害者等から本制度の申出を受理する ０ １ ２ ３ ４ ５ 

③ ⼼情等聴取書作成の前段階で（事前・当⽇に 
かかわらず）、被害に関する⼼情や被害者等の 
置かれている状況を聴く 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

④ ⼼情等聴取書作成の前段階で、加害者（保護 
観察対象者）の⽣活や⾏動に関する意⾒を聴く

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑤ ⼼情等聴取書作成の前段階で、被害弁償に 
関することを聴く 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 被害者等から聴取した内容を基に⼼情等聴取書
を作成する 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑦ ⼼情等伝達をする内容について、主任官と 
協議する 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑧ 主任官が⼼情等伝達を実施後、被害者等に通知
する内容を主任官と協議する 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑨ ⼼情等の伝達結果を、被害者等に通知する ０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑩ ⼼情等伝達及び同結果の通知を、どのように 
保護観察処遇に反映するか、主任官及び加害者
の担当保護司と協議する 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

  

 
 

 －3－

問８．⼼情等聴取段階について： 

（１）どのような点を難しいと感じているか、⼝頭／書⾯による聴取など具体的に明⽰ 
してご記述ください。どのようなことでも結構です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（２）この段階で⼯夫したり、⼼がけたりしていることについて、ご記述ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

問９．⼼情等の伝達結果を、被害者等に通知する段階について： 
（１）どのような点を難しいと感じているか、具体的にご記述ください。 

どのようなことでも結構です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）この段階で⼯夫したり、⼼がけたりしていることについて、ご記述ください。 
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 －2－

問７．本制度の実施における次のプロセスについて、どのように感じていますか。 
各項⽬のあてはまる番号に○をつけてください。 

 

経
験
し
た
こ
と
が
な
い 

と
て
も
難
し
い
と
思
う 

や
や
難
し
い
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
と
思
わ
な
い 

難
し
い
と
思
わ
な
い 

① 本制度の実施内容について被害者等に説明する ０ １ ２ ３ ４ ５ 

② 被害者等から本制度の申出を受理する ０ １ ２ ３ ４ ５ 

③ ⼼情等聴取書作成の前段階で（事前・当⽇に 
かかわらず）、被害に関する⼼情や被害者等の 
置かれている状況を聴く 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

④ ⼼情等聴取書作成の前段階で、加害者（保護 
観察対象者）の⽣活や⾏動に関する意⾒を聴く

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑤ ⼼情等聴取書作成の前段階で、被害弁償に 
関することを聴く 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 被害者等から聴取した内容を基に⼼情等聴取書
を作成する 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑦ ⼼情等伝達をする内容について、主任官と 
協議する 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑧ 主任官が⼼情等伝達を実施後、被害者等に通知
する内容を主任官と協議する 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑨ ⼼情等の伝達結果を、被害者等に通知する ０ １ ２ ３ ４ ５ 

⑩ ⼼情等伝達及び同結果の通知を、どのように 
保護観察処遇に反映するか、主任官及び加害者
の担当保護司と協議する 

０ １ ２ ３ ４ ５ 

  

 
 

 －3－

問８．⼼情等聴取段階について： 

（１）どのような点を難しいと感じているか、⼝頭／書⾯による聴取など具体的に明⽰ 
してご記述ください。どのようなことでも結構です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（２）この段階で⼯夫したり、⼼がけたりしていることについて、ご記述ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

問９．⼼情等の伝達結果を、被害者等に通知する段階について： 
（１）どのような点を難しいと感じているか、具体的にご記述ください。 

どのようなことでも結構です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）この段階で⼯夫したり、⼼がけたりしていることについて、ご記述ください。 
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 －4－

問１０．本制度実施上の全体的な印象と今後について、次の各項⽬のあてはまる番号に 
○をつけてください。 

 
全
く
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い 

全
く
そ
う
思
わ
な
い 

① 被害者等の「⾃分の⼼情等を加害者に伝えたい」 
という思いに応えることができている

１ ２ ３ ４ ５ 

② 被害弁償の履⾏など被害者等の要望を⼗分に満たす 
のは難しい 

１ ２ ３ ４ ５ 

③ 被害者等と加害者（保護観察対象者）の⼼情を疎通 
させる効果がある 

１ ２ ３ ４ ５ 

④ 加害者の更⽣に役⽴っている １ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 本制度の利⽤について被害者等にもっと周知して 
もらう必要がある 

１ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 保護観察所を通して、被害者等と加害者側が直接的に
やり取りできる場があるとよい

１ ２ ３ ４ ５ 

 

問１１．今後、本制度がうまく機能していくにはどのようなことが必要だと思いますか。
お気づきの点を⾃由にご記述ください。 

 
 
 
 
 
  

 
 

 －5－

Ⅲ．「相談・支援」について 

問１２．「相談・⽀援」を利⽤するのはどのような⽅が多いと感じますか。 
次のア〜オのうち、もっとも多いものを【 １ 】として多い順に１〜３まで番号を
ふってください（３つ選択）。 

ア．【   】犯罪被害者本⼈ 
イ．【   】犯罪被害者の家族 
ウ．【   】犯罪被害者の親類 ※（「親類」には、内妻等、親族に準ずる者を含む） 
エ．【   】犯罪被害者本⼈やその家族・親類には該当しないと思われる⽅ 

⇒多いのは（被害者本⼈との関係：         ） 
オ．【   】不明 

 
問１３．今まで対応した相談内容は、どのようなものでしたか。 

次の項⽬ごとに具体例を記⼊し（何例でも結構です）、もっとも対応件数が多いと 
感じる項⽬に◎をつけてください。 

  

 

 

具体例：たとえば 

項
⽬
に
◎ 

が
多
い
と
感
じ
る 

も
っ
と
も
対
応
件
数

①直接、犯罪被害に 
かかわる内容： 

 
 

 

 

②被害念慮が 
疑われる内容： 

 
 

 

 

③保護観察所では 
対応できない 
内容： 

 

 

 

④その他： 
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 －4－

問１０．本制度実施上の全体的な印象と今後について、次の各項⽬のあてはまる番号に 
○をつけてください。 

 
全
く
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い 

全
く
そ
う
思
わ
な
い 

① 被害者等の「⾃分の⼼情等を加害者に伝えたい」 
という思いに応えることができている

１ ２ ３ ４ ５ 

② 被害弁償の履⾏など被害者等の要望を⼗分に満たす 
のは難しい 

１ ２ ３ ４ ５ 

③ 被害者等と加害者（保護観察対象者）の⼼情を疎通 
させる効果がある 

１ ２ ３ ４ ５ 

④ 加害者の更⽣に役⽴っている １ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 本制度の利⽤について被害者等にもっと周知して 
もらう必要がある 

１ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 保護観察所を通して、被害者等と加害者側が直接的に
やり取りできる場があるとよい

１ ２ ３ ４ ５ 

 

問１１．今後、本制度がうまく機能していくにはどのようなことが必要だと思いますか。
お気づきの点を⾃由にご記述ください。 

 
 
 
 
 
  

 
 

 －5－

Ⅲ．「相談・支援」について 

問１２．「相談・⽀援」を利⽤するのはどのような⽅が多いと感じますか。 
次のア〜オのうち、もっとも多いものを【 １ 】として多い順に１〜３まで番号を
ふってください（３つ選択）。 

ア．【   】犯罪被害者本⼈ 
イ．【   】犯罪被害者の家族 
ウ．【   】犯罪被害者の親類 ※（「親類」には、内妻等、親族に準ずる者を含む） 
エ．【   】犯罪被害者本⼈やその家族・親類には該当しないと思われる⽅ 

⇒多いのは（被害者本⼈との関係：         ） 
オ．【   】不明 

 
問１３．今まで対応した相談内容は、どのようなものでしたか。 

次の項⽬ごとに具体例を記⼊し（何例でも結構です）、もっとも対応件数が多いと 
感じる項⽬に◎をつけてください。 

  

 

 

具体例：たとえば 

項
⽬
に
◎ 

が
多
い
と
感
じ
る 

も
っ
と
も
対
応
件
数

①直接、犯罪被害に 
かかわる内容： 

 
 

 

 

②被害念慮が 
疑われる内容： 

 
 

 

 

③保護観察所では 
対応できない 
内容： 

 

 

 

④その他： 
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 －6－

問１４．「相談・⽀援」において、どのような機関・団体等と 連携（連絡を取り合い紹介
したり協働したりすること）を⾏っていますか。 
まず、⽇頃連携しているかについて、あてはまる番号に○をつけてください。 
次に、その機関・団体等と連携することの必要性について、あてはまる番号に○を 
つけてください。 

 

 
⽇
頃
連
携
し
て
い
る 

⽇
頃
連
携
し
て
い
な
い 

 

と
て
も
連
携
が
必
要 

あ
る
程
度
連
携
が
必
要 

あ
ま
り
連
携
は
必
要
で
な
い

①警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３
②検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３
③弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３
④法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑤⺠間被害者⽀援団体 １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑥地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑦福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑧保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑨医療機関（精神科・⼼療内科など） １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑩医療機関（精神科以外：内科など） １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑪カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑫犯罪被害者の当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑬その他：連携している機関・団体等があれば 

具体的に記⼊ 

（                 ） 
（                 ） 
（                 ） 
（                 ） 
 

 
 

１ 
１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 
２ 

 
 

⇒
⇒
⇒
⇒

 
 

１ 
１ 
１ 
１ 
 

 
 

２ 
２ 
２ 
２ 
 

 
 

３ 
３ 
３ 
３ 

 
  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇 
↓ 

 
 

 －7－

問１５．更⽣保護における「相談・⽀援」の利点について、どのようなことが挙げられる
でしょうか。具体的にご記述ください。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ⅳ．被害者担当官・被害者担当保護司として 

問１６．最後にお尋ねします。「犯罪被害者等の⽀援」と「加害者の処遇」とのつながりに
ついてどう思いますか。 
あてはまる番号に〇をつけ、その番号を選んだ理由をご記述ください。 

１．強くつながっていると思う 
２．まあまあつながっていると思う 
３．どちらともいえない 
４．あまりつながってないように思う 
５．ほとんどつながっていないように思う 

   
  

その番号を選んだ理由 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ご協力大変ありがとうございました。 
回答もれがないか、再度ご確認のうえ 平成２６年４月末日までに 

添付の返信用封筒にて郵送をお願いいたします。 
（封筒に名前等を書く必要はありません） 
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 －6－

問１４．「相談・⽀援」において、どのような機関・団体等と 連携（連絡を取り合い紹介
したり協働したりすること）を⾏っていますか。 
まず、⽇頃連携しているかについて、あてはまる番号に○をつけてください。 
次に、その機関・団体等と連携することの必要性について、あてはまる番号に○を 
つけてください。 

 

 ⽇
頃
連
携
し
て
い
る 

⽇
頃
連
携
し
て
い
な
い 

 

と
て
も
連
携
が
必
要 

あ
る
程
度
連
携
が
必
要 

あ
ま
り
連
携
は
必
要
で
な
い

①警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３
②検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３
③弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３
④法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑤⺠間被害者⽀援団体 １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑥地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑦福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑧保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑨医療機関（精神科・⼼療内科など） １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑩医療機関（精神科以外：内科など） １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑪カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑫犯罪被害者の当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３
⑬その他：連携している機関・団体等があれば 

具体的に記⼊ 

（                 ） 
（                 ） 
（                 ） 
（                 ） 
 

 
 

１ 
１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 
２ 

 
 

⇒
⇒
⇒
⇒

 
 

１ 
１ 
１ 
１ 
 

 
 

２ 
２ 
２ 
２ 
 

 
 

３ 
３ 
３ 
３ 

 
  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇 
↓ 

 
 

 －7－

問１５．更⽣保護における「相談・⽀援」の利点について、どのようなことが挙げられる
でしょうか。具体的にご記述ください。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ⅳ．被害者担当官・被害者担当保護司として 

問１６．最後にお尋ねします。「犯罪被害者等の⽀援」と「加害者の処遇」とのつながりに
ついてどう思いますか。 
あてはまる番号に〇をつけ、その番号を選んだ理由をご記述ください。 

１．強くつながっていると思う 
２．まあまあつながっていると思う 
３．どちらともいえない 
４．あまりつながってないように思う 
５．ほとんどつながっていないように思う 

   
  

その番号を選んだ理由 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ご協力大変ありがとうございました。 
回答もれがないか、再度ご確認のうえ 平成２６年４月末日までに 

添付の返信用封筒にて郵送をお願いいたします。 
（封筒に名前等を書く必要はありません） 

科研費報告書.indd   159 2016/04/26   16:10:21



― 160 ―

『被害者支援団体（センター）の利用に関する調査』について 
ご協力のお願い 

 
 

公益社団法⼈ 
北海道家庭⽣活総合カウンセリングセンター北海道被害者相談室 
善養寺亮 殿 

 
向夏の候、⽇頃は⼤変お世話になっております。犯罪被害者の⽀援について研究
しております、上智⼤学の伊藤と申します。 
このたび、「⺠間被害者⽀援団体（以下、⽀援センター）の利⽤状況等に関する
調査」を実施させていただくことになりました。つきましては、ご多⽤の中⼤変
恐れ⼊りますが、調査の協⼒をご検討いただきたくお願い申し上げます。 
本調査の⽬的、倫理的配慮、対象者等は、以下のとおりとなっております。 

 
ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく下記の研究責任者までご連絡ください。 
 

平成26年６⽉２⽇ 
 
 上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 

TEL/FAX：03-3238-3676（研究室直通） メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
ご参考までに伊藤のプロフィール 
http://www.sophia-humans.jp/teacher/ito_fujie.html 

◆本調査の目的： 
支援センターの利用状況を多角的に（センター代表者、直接支援員、被害当事者の
視点から）分析し、基礎的データを得ることで支援センターの発展に寄与する。 

◆調査の概要： 
この調査は、日本学術振興会の平成26年度科学研究費基盤研究Ｃ「犯罪被害者の
ための総合的支援システムの構築―官民協働体制を目ざして」（研究責任者：上智
大学教授 伊藤冨士江）の一部として実施するものです。 

◆本調査の倫理的配慮： 
研究責任者の勤務校である「上智大学『人を対象とする研究』に関する倫理委員会」
の承認を得ています。調査内容に関する守秘義務（プライバシー保護）については
万全の措置を取っています。 

◆本調査の実施対象・方法等： 
添付のプリント「本調査の実施手順」をご覧ください。 
３種類の調査票があり、それぞれ該当する方にお渡しいただきますようお願いい
たします。調査票の回答につきましては、本調査の趣旨等にご同意いただける方の
み、無記名でご協力いただく形となっています。 

◆調査票の分析： 
支援センターおよび回答者個人が特定されることはなく、統計的に処理します。 
また、回答済みの調査票は研究責任者のもとで厳重に管理し、調査結果については
報告書として公表します。 
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「被害者支援団体（センター）の利用に関する調査」の 
実 施 手 順 

 
ご多忙中まことに恐縮ですが、本調査の趣旨・実施⼿順をお読みいただきまし
て、調査票の配布およびご回答にご協⼒いただきたく、どうかよろしくお願い
申し上げます。 
 

◆調査票は、A. 代表者用（⽩⾊の調査票1通）、B. 支援員用（クリーム⾊の調
）、C. 相談者（被害者および家族等）用（⻘⾊の調査票3通）の３種査票3通

類があり、各調査票の対象、回答・返信⽅法は下記のとおりです。各調査票
を該当者にお渡しいただきますようお願いいたします。なお、C. 相談者の調
査票については、貴センターを利⽤された⽅３名をお選びいただき、「調査票
ファイル」をお渡しください。 

 Ａ．代表者用 Ｂ．支援員用 
Ｃ．相談者 
（被害者等）用 

対

 
 象

 

貴センターの業務・運営に
精通しておられる代表者・
責任者の⽅（１名） 

貴センターの犯罪被害⽀援
員もしくは直接⽀援員の⽅ 
（１～３名） 

貴センターに相談された被
害者等の⽅（３名） 

回
答
方
法

 

調査票の該当する項⽬につ
いて、ご回答いただく。 
 

最近（なるべく2008年以降
発⽣）の事件で、貴センタ
ーで⽀援をしたケースを取
り上げ（計３ケース）、各調
査票にご回答いただく。 
 
 
※お⼀⼈の⽀援員が３ケー
ス（調査票３通）を回答い
ただいても、三⼈の⽀援員
がそれぞれ担当したケース
を回答いただいても構いま
せん。 

貴センターの相談者（事件
の発⽣時期は問いません）
のうち、３名に「調査票フ
ァイル（調査の依頼状、調
査票Ｃ、返信⽤封筒）」をお
渡しいただく。 
 
※相談者の⽅の回答の応諾
は、調査の依頼状を読んで
いただき、調査の趣旨等に
ご同意いただける⽅のみ、
回答いただきます（各自の
自由意思にお任せすること
になります）。 

返
送
方
法

 

回答済みの調査票を、添付
の返信⽤封筒に⼊れて、 
期日（８月末日）までにご
投函いただく。 

回答済みの調査票を、それ
ぞれ添付の返信⽤封筒に⼊
れて、期日（８月末日）ま
でにご投函いただく。

回答済みの調査票を、各⾃
で添付の返信⽤封筒に⼊れ
て、期日（８月末日）まで
にご投函いただく。

◆調査に関するお問い合わせ、ご質問等は下記までお願いいたします。 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
研究室 TEL/FAX：03-3238-3676 メール：ito-f@sophia.ac.jp 
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 －7－

Ⅳ．ご回答者について 

問１２．現在の職名： 

１．理事⻑ ２．事務局⻑ ３．室⻑（室⻑代理を含む） 
４．その他：具体的に記⼊（                        ） 
 

問１３．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問１４．経験年数：貴センターでの勤務年数についてお答えください 

（平成 26 年６⽉時点で）。 

１．３年未満 ２．３年以上５年未満 
３．５年以上 10 年未満 ４．10 年以上 

 

ご協力大変ありがとうございました。 
記入もれがないか、再度ご確認のうえ８月末日までに返信用封筒にてご投函ください。

（封筒にお名前や住所等を書く必要はありません） 

 

『被害者支援団体（センター）の利用に関する調査（調査票Ａ）』 
ご協力のお願い 

 
 
 
各 位 
 

向夏の候、⽇頃⼤変お世話になっております。犯罪被害者の⽀援について研究しており
ます、上智⼤学の伊藤と申します。 

このたび、⺠間被害者⽀援団体（以下、⽀援センター）の利⽤状況等に関する調査を実
施させていただくことになりました。つきましては、本調査にご協⼒をお願いいたします。
本調査は⽀援センターの現状を分析し、基礎的データを得ることで⽀援センターの発展に
寄与することを⽬的としております。次⾴からの調査票 A は、貴センターの業務・運営に
精通しておられる代表者・責任者の⽅を対象にしております。 

 
ご回答いただいた調査票の分析にあたっては、⽀援センターおよび回答者個⼈が特定さ

れることはなく、統計的に処理します。また、回答済みの調査票は研究責任者のもとで厳
重に管理いたします。調査結果については、調査研究報告書として公表する予定です。 

つぎの事項をご確認いただき、ご回答にご協⼒いただけましたら⼤変有難く存じます。 
ご多⽤のなか恐縮ですが、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。 

 
 

◆回答にあたっての確認事項 
① 本調査のご協⼒の応諾は全く⾃由です。 
② 回答される⽅の名前を記⼊する必要はありません。 
③ 得られた情報は、本調査とそれに伴う成果発表のみで使⽤します。 

 
なお、この調査は、平成26年度科学研究費基盤研究Ｃ「犯罪被害者のための総合的支援システム
の構築―官民協働体制を目ざして」（研究責任者：上智大学教授 伊藤冨士江）の一部として実施す
るもので、「上智大学『人を対象とする研究』に関する倫理委員会」の承認を得ており、調査内容に
関する守秘義務（プライバシー保護）については万全の措置を取っております。 

 
 
ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく下記の研究責任者までご連絡ください。 
 

平成 26 年６⽉２⽇ 
 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
TEL/FAX 03-3238-3676（研究室直通） メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 

 －6－

問１０．⺠間被害者⽀援団体による相談・⽀援の利点について、どのようなことが挙げら
れるでしょうか。具体的にご記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問１１．つぎの事項について、あてはまる番号に○をつけてください。 

 ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
そ
う
思
う 

ま
っ
た
く
そ
う
思
う 

① 公判での「被害者参加制度」について、該当する被害者等
の⽅には、希望を確認したうえでその利⽤を⽀援していき
たい 

１ ２ ３ ４ ５

② 「更⽣保護における⼼情等伝達制度（保護観察中の加害者に、
心情を伝えることができる制度）」について、該当する被害者
等の⽅には、希望を確認したうえでその利⽤を⽀援してい
きたい 

１ ２ ３ ４ ５

③ 加害者側からの謝罪が得られるのであれば、「被害者等と
加害者側が直接やり取りする場」があってもよい 

１ ２ ３ ４ ５

④ 被害者⽀援と加害者の更⽣はつながっている⾯があると
思う 

１ ２ ３ ４ ５

 
  

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ａ 

 
◆記入の仕方： 

回答のあてはまる番号を選んで○をつけ、（  ）内の⾃由記⼊欄は簡単で結構
ですので、ご記述ください。 
「貴センター」は、⺠間被害者⽀援団体／機関をさします。 
「被害者等」は、ことわりがない限り、被害者ご本⼈と家族等を含みます。 
 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
平成26年８月末日までに、添付の返信⽤封筒に⼊れてご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問 1〜問１４）あります。 
 
 
Ⅰ．貴センターの体制・相談件数について 

問１．貴センターは⺠間被害者⽀援団体として発⾜して、どのくらい経っていますか 
（平成 26 年６⽉時点で）。 

１．５年未満 ２．５年以上 10 年未満 
３．10 年以上 15 年未満 ４．15 年以上 

 
問２．貴センターの設⽴⺟体について、あてはまる番号に○をつけてください。 

１．⺠間相談所（相談室） 
２．弁護⼠事務所 
３．犯罪被害当事者の団体（グループ） 
４．その他：具体的に記⼊ 
  

科研費報告書.indd   162 2016/04/26   16:10:22



― 163 ―  －6－

問１０．⺠間被害者⽀援団体による相談・⽀援の利点について、どのようなことが挙げら
れるでしょうか。具体的にご記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問１１．つぎの事項について、あてはまる番号に○をつけてください。 

 ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
そ
う
思
う 

ま
っ
た
く
そ
う
思
う 

① 公判での「被害者参加制度」について、該当する被害者等
の⽅には、希望を確認したうえでその利⽤を⽀援していき
たい 

１ ２ ３ ４ ５

② 「更⽣保護における⼼情等伝達制度（保護観察中の加害者に、
心情を伝えることができる制度）」について、該当する被害者
等の⽅には、希望を確認したうえでその利⽤を⽀援してい
きたい 

１ ２ ３ ４ ５

③ 加害者側からの謝罪が得られるのであれば、「被害者等と
加害者側が直接やり取りする場」があってもよい 

１ ２ ３ ４ ５

④ 被害者⽀援と加害者の更⽣はつながっている⾯があると
思う 

１ ２ ３ ４ ５

 
  

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ａ 

 
◆記入の仕方： 

回答のあてはまる番号を選んで○をつけ、（  ）内の⾃由記⼊欄は簡単で結構
ですので、ご記述ください。 
「貴センター」は、⺠間被害者⽀援団体／機関をさします。 
「被害者等」は、ことわりがない限り、被害者ご本⼈と家族等を含みます。 
 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
平成26年８月末日までに、添付の返信⽤封筒に⼊れてご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問 1〜問１４）あります。 
 
 
Ⅰ．貴センターの体制・相談件数について 

問１．貴センターは⺠間被害者⽀援団体として発⾜して、どのくらい経っていますか 
（平成 26 年６⽉時点で）。 

１．５年未満 ２．５年以上 10 年未満 
３．10 年以上 15 年未満 ４．15 年以上 

 
問２．貴センターの設⽴⺟体について、あてはまる番号に○をつけてください。 

１．⺠間相談所（相談室） 
２．弁護⼠事務所 
３．犯罪被害当事者の団体（グループ） 
４．その他：具体的に記⼊ 
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Ⅲ．民間被害者支援団体のあり方等について 

問８．⺠間被害者⽀援団体の直接的⽀援におけるボランティアの活⽤についてどのように
お考えですか。あてはまる番号に○をつけてください。 

１．専⾨職スタッフが直接的⽀援を⾏い、ボランティアはその補助的役割を担う 
２．専⾨職スタッフがコーディネータとなり、ボランティアが直接的⽀援を⾏う 
３．専⾨職スタッフとボランティアが同程度の役割を担って直接的⽀援を⾏う 
４．ボランティアは直接的⽀援を⾏わず、被害者⽀援についての広報・啓発活動等を 

担う 
５．その他：具体的に記⼊ 

 
 
 
 
 

問９．今後、貴センターとしてどのようなことに⼒を⼊れていきたいとお考えですか。 
つぎの項⽬についてあてはまる番号に○をつけてください。 

 

⼒
を
い
れ
る 

必
要
は
な
い 

そ
れ
ほ
ど
⼒
を 

⼊
れ
な
く
て
よ
い

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

や
や 

⼒
を
⼊
れ
た
い 

⾮
常
に 

⼒
を
⼊
れ
た
い 

① センター運営財源の確保 １ ２ ３ ４ ５ 
② 相談受理件数の増加 １ ２ ３ ４ ５ 
③ 直接的⽀援にあたる職員の増員 １ ２ ３ ４ ５ 
④ 職員に対する研修体制 １ ２ ３ ４ ５ 
⑤ ボランティアの増員 １ ２ ３ ４ ５ 
⑥ ボランティアの養成 １ ２ ３ ４ ５ 
⑦ 職員・ボランティアのメンタルヘルス対策 １ ２ ３ ４ ５ 
⑧ ⾃助グループの運営 １ ２ ３ ４ ５ 
⑨ 被害者⽀援についての広報・啓発活動 １ ２ ３ ４ ５ 
⑩ 関係機関等との連携強化 １ ２ ３ ４ ５ 
⑪ 広域⽀援の強化 １ ２ ３ ４ ５ 

⑫ その他：上記の項⽬以外で、今後⼒を⼊れたいことがあればご記述ください。 
 
 

  

 －2－

問３．犯罪被害相談員の構成：貴センターで直接的⽀援にあたられている⽅（犯罪被害相
談員／直接⽀援員）について、勤務形態別に⼈数を記⼊し、現状でよいかどうかをお
答えください（平成 26 年３⽉の時点で）。 

 
 

 ⼈ 

数 

 

多
い
⽅
で
あ
る 

現
状
の
ま
ま
で
よ
い 

少
し
⾜
り
な
い 

か
な
り
不
⾜
し
て
い
る 

① 常勤 （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

② ⾮常勤 （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

③ ボランティア （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

 
 
問４．貴センターにおける平成 2５年度（平成 2５年４⽉〜平成 26 年３⽉）の相談受理状

況（件数）について、被害内容別にお答えください。 

相談⼿段 
 

被害内容 

電話による 
相談件数 

FAX・⼿紙・ 
メールによる
相談件数

⾯接を⾏った 
相談件数 

直接的⽀援を
⾏った件数 

１．殺⼈ 件 件 件 件

２．暴⾏・傷害 件 件 件 件

３．強盗 件 件 件 件

４．性的被害 件 件 件 件

５．交通被害 件 件 件 件

６．財産的被害 件 件 件 件

７．DV・ストーカー・ 
虐待 件 件 件 件

８．その他：具体的に記⼊ 
（          ） 件 件 件 件

（          ） 件 件 件 件

（          ） 件 件 件 件
  

⼈数を記⼊ 
↓

あてはまる番号に〇
↓ 

 －4－

問６．貴センターでは、つぎのような他機関等と連携（連絡を取り合い紹介したり協働し
たりすること）をしていますか。まず、連携しているかどうか、回答してください。
つぎに、その機関等との連携が必要かどうか、あてはまる番号に○をつけてください。 

 
 

 連
携
し
て
い
な
い 

連
携
し
て
い
る 

あ
ま
り
連
携
は
必
要
で
な
い

あ
る
程
度
連
携
が
必
要 

と
て
も
連
携
が
必
要 

① 警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

② 検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

③ 弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

④ 法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑤ 保護観察所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑥ 地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑦ 福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑧ 保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑨ 医療機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑩ カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑪ 当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑫ その他： 
連携している機関等があれば具体的に記⼊ 

（                  ）
（                  ）
（                  ）

 
 

１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 

 
 

⇒
⇒
⇒

 
 

１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 

 
 

３ 
３ 
３ 

 
問７．他機関等との良好な連携を築くために、⽇頃貴センターとして⼯夫されていること

がありますか。⾃由にご記述ください。 

 
 
  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇
↓

 －3－

Ⅱ．業務内容・他機関連携について 

問５．貴センターではつぎのような⽀援・サービス等を実施していますか。あてはまる番
号に○をつけてください。 

 

実
施
し
て
い
な
い 

実
施
し
て
い
る 

① 刑事⼿続きについての情報提供 １ ２ 

② 犯罪被害後の⼼理的・⽣活上の変化についての情報提供 １ ２ 

③ ⼼理的サポート（傾聴・受容など） １ ２ 

④ 精神科医・臨床⼼理⼠による専⾨的ケア １ ２ 

⑤ 弁護⼠の紹介 １ ２ 

⑥ 医療機関の紹介 １ ２ 

⑦ 精神保健福祉センター・カウンセリングセンターの紹介 １ ２ 

⑧ 捜査機関への付き添い １ ２ 

⑨ 公判の付き添い⽀援 １ ２ 

⑩ 医療機関や役所等への付き添い １ ２ 

⑪ ⾏政⼿続きをするうえでの実際的⽀援 １ ２ 

⑫ 家事等の⽇常⽣活の⽀援 １ ２ 

⑬ 家族関係の調整 １ ２ 

⑭ 当事者グループ・⾃助グループの紹介 １ ２ 

⑮ ⾃助グループの運営 １ ２ 

⑯ その他：上記の項⽬以外で、貴センターで実施している⽀援等があればご記述ください。 
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Ⅲ．民間被害者支援団体のあり方等について 

問８．⺠間被害者⽀援団体の直接的⽀援におけるボランティアの活⽤についてどのように
お考えですか。あてはまる番号に○をつけてください。 

１．専⾨職スタッフが直接的⽀援を⾏い、ボランティアはその補助的役割を担う 
２．専⾨職スタッフがコーディネータとなり、ボランティアが直接的⽀援を⾏う 
３．専⾨職スタッフとボランティアが同程度の役割を担って直接的⽀援を⾏う 
４．ボランティアは直接的⽀援を⾏わず、被害者⽀援についての広報・啓発活動等を 

担う 
５．その他：具体的に記⼊ 

 
 
 
 
 

問９．今後、貴センターとしてどのようなことに⼒を⼊れていきたいとお考えですか。 
つぎの項⽬についてあてはまる番号に○をつけてください。 

 

⼒
を
い
れ
る 

必
要
は
な
い 

そ
れ
ほ
ど
⼒
を 

⼊
れ
な
く
て
よ
い

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

や
や 

⼒
を
⼊
れ
た
い 

⾮
常
に 

⼒
を
⼊
れ
た
い 

① センター運営財源の確保 １ ２ ３ ４ ５ 
② 相談受理件数の増加 １ ２ ３ ４ ５ 
③ 直接的⽀援にあたる職員の増員 １ ２ ３ ４ ５ 
④ 職員に対する研修体制 １ ２ ３ ４ ５ 
⑤ ボランティアの増員 １ ２ ３ ４ ５ 
⑥ ボランティアの養成 １ ２ ３ ４ ５ 
⑦ 職員・ボランティアのメンタルヘルス対策 １ ２ ３ ４ ５ 
⑧ ⾃助グループの運営 １ ２ ３ ４ ５ 
⑨ 被害者⽀援についての広報・啓発活動 １ ２ ３ ４ ５ 
⑩ 関係機関等との連携強化 １ ２ ３ ４ ５ 
⑪ 広域⽀援の強化 １ ２ ３ ４ ５ 

⑫ その他：上記の項⽬以外で、今後⼒を⼊れたいことがあればご記述ください。 
 
 

  

 －2－

問３．犯罪被害相談員の構成：貴センターで直接的⽀援にあたられている⽅（犯罪被害相
談員／直接⽀援員）について、勤務形態別に⼈数を記⼊し、現状でよいかどうかをお
答えください（平成 26 年３⽉の時点で）。 

 
 

 ⼈ 

数 

 

多
い
⽅
で
あ
る 

現
状
の
ま
ま
で
よ
い 

少
し
⾜
り
な
い 

か
な
り
不
⾜
し
て
い
る 

① 常勤 （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

② ⾮常勤 （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

③ ボランティア （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

 
 
問４．貴センターにおける平成 2５年度（平成 2５年４⽉〜平成 26 年３⽉）の相談受理状

況（件数）について、被害内容別にお答えください。 

相談⼿段 
 

被害内容 

電話による 
相談件数 

FAX・⼿紙・ 
メールによる
相談件数

⾯接を⾏った 
相談件数 

直接的⽀援を
⾏った件数 

１．殺⼈ 件 件 件 件

２．暴⾏・傷害 件 件 件 件

３．強盗 件 件 件 件

４．性的被害 件 件 件 件

５．交通被害 件 件 件 件

６．財産的被害 件 件 件 件

７．DV・ストーカー・ 
虐待 件 件 件 件

８．その他：具体的に記⼊ 
（          ） 件 件 件 件

（          ） 件 件 件 件

（          ） 件 件 件 件
  

⼈数を記⼊ 
↓

あてはまる番号に〇
↓ 

 －4－

問６．貴センターでは、つぎのような他機関等と連携（連絡を取り合い紹介したり協働し
たりすること）をしていますか。まず、連携しているかどうか、回答してください。
つぎに、その機関等との連携が必要かどうか、あてはまる番号に○をつけてください。 

 
 

 連
携
し
て
い
な
い 

連
携
し
て
い
る 

あ
ま
り
連
携
は
必
要
で
な
い

あ
る
程
度
連
携
が
必
要 

と
て
も
連
携
が
必
要 

① 警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

② 検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

③ 弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

④ 法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑤ 保護観察所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑥ 地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑦ 福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑧ 保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑨ 医療機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑩ カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑪ 当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑫ その他： 
連携している機関等があれば具体的に記⼊ 

（                  ）
（                  ）
（                  ）

 
 

１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 

 
 

⇒
⇒
⇒

 
 

１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 

 
 

３ 
３ 
３ 

 
問７．他機関等との良好な連携を築くために、⽇頃貴センターとして⼯夫されていること

がありますか。⾃由にご記述ください。 

 
 
  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇
↓

 －3－

Ⅱ．業務内容・他機関連携について 

問５．貴センターではつぎのような⽀援・サービス等を実施していますか。あてはまる番
号に○をつけてください。 

 

実
施
し
て
い
な
い 

実
施
し
て
い
る 

① 刑事⼿続きについての情報提供 １ ２ 

② 犯罪被害後の⼼理的・⽣活上の変化についての情報提供 １ ２ 

③ ⼼理的サポート（傾聴・受容など） １ ２ 

④ 精神科医・臨床⼼理⼠による専⾨的ケア １ ２ 

⑤ 弁護⼠の紹介 １ ２ 

⑥ 医療機関の紹介 １ ２ 

⑦ 精神保健福祉センター・カウンセリングセンターの紹介 １ ２ 

⑧ 捜査機関への付き添い １ ２ 

⑨ 公判の付き添い⽀援 １ ２ 

⑩ 医療機関や役所等への付き添い １ ２ 

⑪ ⾏政⼿続きをするうえでの実際的⽀援 １ ２ 

⑫ 家事等の⽇常⽣活の⽀援 １ ２ 

⑬ 家族関係の調整 １ ２ 

⑭ 当事者グループ・⾃助グループの紹介 １ ２ 

⑮ ⾃助グループの運営 １ ２ 

⑯ その他：上記の項⽬以外で、貴センターで実施している⽀援等があればご記述ください。 
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問６．貴センターでは、つぎのような他機関等と連携（連絡を取り合い紹介したり協働し
たりすること）をしていますか。まず、連携しているかどうか、回答してください。
つぎに、その機関等との連携が必要かどうか、あてはまる番号に○をつけてください。 

 
 

 連
携
し
て
い
な
い 

連
携
し
て
い
る 

あ
ま
り
連
携
は
必
要
で
な
い

あ
る
程
度
連
携
が
必
要 

と
て
も
連
携
が
必
要 

① 警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

② 検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

③ 弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

④ 法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑤ 保護観察所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑥ 地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑦ 福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑧ 保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑨ 医療機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑩ カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑪ 当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑫ その他： 
連携している機関等があれば具体的に記⼊ 

（                  ）
（                  ）
（                  ）

 
 

１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 

 
 

⇒
⇒
⇒

 
 

１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 

 
 

３ 
３ 
３ 

 
問７．他機関等との良好な連携を築くために、⽇頃貴センターとして⼯夫されていること

がありますか。⾃由にご記述ください。 

 
 
  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇
↓

 －3－

Ⅱ．業務内容・他機関連携について 

問５．貴センターではつぎのような⽀援・サービス等を実施していますか。あてはまる番
号に○をつけてください。 

 

実
施
し
て
い
な
い 

実
施
し
て
い
る 

① 刑事⼿続きについての情報提供 １ ２ 

② 犯罪被害後の⼼理的・⽣活上の変化についての情報提供 １ ２ 

③ ⼼理的サポート（傾聴・受容など） １ ２ 

④ 精神科医・臨床⼼理⼠による専⾨的ケア １ ２ 

⑤ 弁護⼠の紹介 １ ２ 

⑥ 医療機関の紹介 １ ２ 

⑦ 精神保健福祉センター・カウンセリングセンターの紹介 １ ２ 

⑧ 捜査機関への付き添い １ ２ 

⑨ 公判の付き添い⽀援 １ ２ 

⑩ 医療機関や役所等への付き添い １ ２ 

⑪ ⾏政⼿続きをするうえでの実際的⽀援 １ ２ 

⑫ 家事等の⽇常⽣活の⽀援 １ ２ 

⑬ 家族関係の調整 １ ２ 

⑭ 当事者グループ・⾃助グループの紹介 １ ２ 

⑮ ⾃助グループの運営 １ ２ 

⑯ その他：上記の項⽬以外で、貴センターで実施している⽀援等があればご記述ください。 
 
 
 

 

  

 －5－

Ⅲ．民間被害者支援団体のあり方等について 

問８．⺠間被害者⽀援団体の直接的⽀援におけるボランティアの活⽤についてどのように
お考えですか。あてはまる番号に○をつけてください。 

１．専⾨職スタッフが直接的⽀援を⾏い、ボランティアはその補助的役割を担う 
２．専⾨職スタッフがコーディネータとなり、ボランティアが直接的⽀援を⾏う 
３．専⾨職スタッフとボランティアが同程度の役割を担って直接的⽀援を⾏う 
４．ボランティアは直接的⽀援を⾏わず、被害者⽀援についての広報・啓発活動等を 

担う 
５．その他：具体的に記⼊ 

 
 
 
 
 

問９．今後、貴センターとしてどのようなことに⼒を⼊れていきたいとお考えですか。 
つぎの項⽬についてあてはまる番号に○をつけてください。 

 

⼒
を
い
れ
る 

必
要
は
な
い 

そ
れ
ほ
ど
⼒
を 

⼊
れ
な
く
て
よ
い

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

や
や 

⼒
を
⼊
れ
た
い 

⾮
常
に 

⼒
を
⼊
れ
た
い 

① センター運営財源の確保 １ ２ ３ ４ ５ 
② 相談受理件数の増加 １ ２ ３ ４ ５ 
③ 直接的⽀援にあたる職員の増員 １ ２ ３ ４ ５ 
④ 職員に対する研修体制 １ ２ ３ ４ ５ 
⑤ ボランティアの増員 １ ２ ３ ４ ５ 
⑥ ボランティアの養成 １ ２ ３ ４ ５ 
⑦ 職員・ボランティアのメンタルヘルス対策 １ ２ ３ ４ ５ 
⑧ ⾃助グループの運営 １ ２ ３ ４ ５ 
⑨ 被害者⽀援についての広報・啓発活動 １ ２ ３ ４ ５ 
⑩ 関係機関等との連携強化 １ ２ ３ ４ ５ 
⑪ 広域⽀援の強化 １ ２ ３ ４ ５ 

⑫ その他：上記の項⽬以外で、今後⼒を⼊れたいことがあればご記述ください。 
 
 

  

 －2－

問３．犯罪被害相談員の構成：貴センターで直接的⽀援にあたられている⽅（犯罪被害相
談員／直接⽀援員）について、勤務形態別に⼈数を記⼊し、現状でよいかどうかをお
答えください（平成 26 年３⽉の時点で）。 

 
 

 ⼈ 

数 

 

多
い
⽅
で
あ
る 

現
状
の
ま
ま
で
よ
い 

少
し
⾜
り
な
い 

か
な
り
不
⾜
し
て
い
る 

① 常勤 （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

② ⾮常勤 （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

③ ボランティア （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

 
 
問４．貴センターにおける平成 2５年度（平成 2５年４⽉〜平成 26 年３⽉）の相談受理状

況（件数）について、被害内容別にお答えください。 

相談⼿段 
 

被害内容 

電話による 
相談件数 

FAX・⼿紙・ 
メールによる
相談件数

⾯接を⾏った 
相談件数 

直接的⽀援を
⾏った件数 

１．殺⼈ 件 件 件 件

２．暴⾏・傷害 件 件 件 件

３．強盗 件 件 件 件

４．性的被害 件 件 件 件

５．交通被害 件 件 件 件

６．財産的被害 件 件 件 件

７．DV・ストーカー・ 
虐待 件 件 件 件

８．その他：具体的に記⼊ 
（          ） 件 件 件 件

（          ） 件 件 件 件

（          ） 件 件 件 件
  

⼈数を記⼊ 
↓

あてはまる番号に〇
↓ 

科研費報告書.indd   166 2016/04/26   16:10:23



― 167 ― －4－

問６．貴センターでは、つぎのような他機関等と連携（連絡を取り合い紹介したり協働し
たりすること）をしていますか。まず、連携しているかどうか、回答してください。
つぎに、その機関等との連携が必要かどうか、あてはまる番号に○をつけてください。 

 
 

 連
携
し
て
い
な
い 

連
携
し
て
い
る 

あ
ま
り
連
携
は
必
要
で
な
い

あ
る
程
度
連
携
が
必
要 

と
て
も
連
携
が
必
要 

① 警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

② 検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

③ 弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

④ 法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑤ 保護観察所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑥ 地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑦ 福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑧ 保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑨ 医療機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑩ カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑪ 当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑫ その他： 
連携している機関等があれば具体的に記⼊ 

（                  ）
（                  ）
（                  ）

 
 

１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 

 
 

⇒
⇒
⇒

 
 

１ 
１ 
１ 

 
 

２ 
２ 
２ 

 
 

３ 
３ 
３ 

 
問７．他機関等との良好な連携を築くために、⽇頃貴センターとして⼯夫されていること

がありますか。⾃由にご記述ください。 

 
 
  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇
↓

 －3－

Ⅱ．業務内容・他機関連携について 

問５．貴センターではつぎのような⽀援・サービス等を実施していますか。あてはまる番
号に○をつけてください。 

 

実
施
し
て
い
な
い 

実
施
し
て
い
る 

① 刑事⼿続きについての情報提供 １ ２ 

② 犯罪被害後の⼼理的・⽣活上の変化についての情報提供 １ ２ 

③ ⼼理的サポート（傾聴・受容など） １ ２ 

④ 精神科医・臨床⼼理⼠による専⾨的ケア １ ２ 

⑤ 弁護⼠の紹介 １ ２ 

⑥ 医療機関の紹介 １ ２ 

⑦ 精神保健福祉センター・カウンセリングセンターの紹介 １ ２ 

⑧ 捜査機関への付き添い １ ２ 

⑨ 公判の付き添い⽀援 １ ２ 

⑩ 医療機関や役所等への付き添い １ ２ 

⑪ ⾏政⼿続きをするうえでの実際的⽀援 １ ２ 

⑫ 家事等の⽇常⽣活の⽀援 １ ２ 

⑬ 家族関係の調整 １ ２ 

⑭ 当事者グループ・⾃助グループの紹介 １ ２ 

⑮ ⾃助グループの運営 １ ２ 

⑯ その他：上記の項⽬以外で、貴センターで実施している⽀援等があればご記述ください。 
 
 
 

 

  

 －5－

Ⅲ．民間被害者支援団体のあり方等について 

問８．⺠間被害者⽀援団体の直接的⽀援におけるボランティアの活⽤についてどのように
お考えですか。あてはまる番号に○をつけてください。 

１．専⾨職スタッフが直接的⽀援を⾏い、ボランティアはその補助的役割を担う 
２．専⾨職スタッフがコーディネータとなり、ボランティアが直接的⽀援を⾏う 
３．専⾨職スタッフとボランティアが同程度の役割を担って直接的⽀援を⾏う 
４．ボランティアは直接的⽀援を⾏わず、被害者⽀援についての広報・啓発活動等を 

担う 
５．その他：具体的に記⼊ 

 
 
 
 
 

問９．今後、貴センターとしてどのようなことに⼒を⼊れていきたいとお考えですか。 
つぎの項⽬についてあてはまる番号に○をつけてください。 

 

⼒
を
い
れ
る 

必
要
は
な
い 

そ
れ
ほ
ど
⼒
を 

⼊
れ
な
く
て
よ
い

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

や
や 

⼒
を
⼊
れ
た
い 

⾮
常
に 

⼒
を
⼊
れ
た
い 

① センター運営財源の確保 １ ２ ３ ４ ５ 
② 相談受理件数の増加 １ ２ ３ ４ ５ 
③ 直接的⽀援にあたる職員の増員 １ ２ ３ ４ ５ 
④ 職員に対する研修体制 １ ２ ３ ４ ５ 
⑤ ボランティアの増員 １ ２ ３ ４ ５ 
⑥ ボランティアの養成 １ ２ ３ ４ ５ 
⑦ 職員・ボランティアのメンタルヘルス対策 １ ２ ３ ４ ５ 
⑧ ⾃助グループの運営 １ ２ ３ ４ ５ 
⑨ 被害者⽀援についての広報・啓発活動 １ ２ ３ ４ ５ 
⑩ 関係機関等との連携強化 １ ２ ３ ４ ５ 
⑪ 広域⽀援の強化 １ ２ ３ ４ ５ 

⑫ その他：上記の項⽬以外で、今後⼒を⼊れたいことがあればご記述ください。 
 
 

  

 －2－

問３．犯罪被害相談員の構成：貴センターで直接的⽀援にあたられている⽅（犯罪被害相
談員／直接⽀援員）について、勤務形態別に⼈数を記⼊し、現状でよいかどうかをお
答えください（平成 26 年３⽉の時点で）。 

 
 

 ⼈ 

数 

 

多
い
⽅
で
あ
る 

現
状
の
ま
ま
で
よ
い 

少
し
⾜
り
な
い 

か
な
り
不
⾜
し
て
い
る 

① 常勤 （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

② ⾮常勤 （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

③ ボランティア （     ）⼈ ⇒ １ ２ ３ ４ 

 
 
問４．貴センターにおける平成 2５年度（平成 2５年４⽉〜平成 26 年３⽉）の相談受理状

況（件数）について、被害内容別にお答えください。 

相談⼿段 
 

被害内容 

電話による 
相談件数 

FAX・⼿紙・ 
メールによる
相談件数

⾯接を⾏った 
相談件数 

直接的⽀援を
⾏った件数 

１．殺⼈ 件 件 件 件

２．暴⾏・傷害 件 件 件 件

３．強盗 件 件 件 件

４．性的被害 件 件 件 件

５．交通被害 件 件 件 件

６．財産的被害 件 件 件 件

７．DV・ストーカー・ 
虐待 件 件 件 件

８．その他：具体的に記⼊ 
（          ） 件 件 件 件

（          ） 件 件 件 件

（          ） 件 件 件 件
  

⼈数を記⼊ 
↓

あてはまる番号に〇
↓ 
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問１０．⺠間被害者⽀援団体による相談・⽀援の利点について、どのようなことが挙げら
れるでしょうか。具体的にご記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問１１．つぎの事項について、あてはまる番号に○をつけてください。 

 ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
そ
う
思
う 

ま
っ
た
く
そ
う
思
う 

① 公判での「被害者参加制度」について、該当する被害者等
の⽅には、希望を確認したうえでその利⽤を⽀援していき
たい 

１ ２ ３ ４ ５

② 「更⽣保護における⼼情等伝達制度（保護観察中の加害者に、
心情を伝えることができる制度）」について、該当する被害者
等の⽅には、希望を確認したうえでその利⽤を⽀援してい
きたい 

１ ２ ３ ４ ５

③ 加害者側からの謝罪が得られるのであれば、「被害者等と
加害者側が直接やり取りする場」があってもよい 

１ ２ ３ ４ ５

④ 被害者⽀援と加害者の更⽣はつながっている⾯があると
思う 

１ ２ ３ ４ ５

 
  

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ａ 

 
◆記入の仕方： 

回答のあてはまる番号を選んで○をつけ、（  ）内の⾃由記⼊欄は簡単で結構
ですので、ご記述ください。 
「貴センター」は、⺠間被害者⽀援団体／機関をさします。 
「被害者等」は、ことわりがない限り、被害者ご本⼈と家族等を含みます。 
 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
平成26年８月末日までに、添付の返信⽤封筒に⼊れてご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問 1〜問１４）あります。 
 
 
Ⅰ．貴センターの体制・相談件数について 

問１．貴センターは⺠間被害者⽀援団体として発⾜して、どのくらい経っていますか 
（平成 26 年６⽉時点で）。 

１．５年未満 ２．５年以上 10 年未満 
３．10 年以上 15 年未満 ４．15 年以上 

 
問２．貴センターの設⽴⺟体について、あてはまる番号に○をつけてください。 

１．⺠間相談所（相談室） 
２．弁護⼠事務所 
３．犯罪被害当事者の団体（グループ） 
４．その他：具体的に記⼊ 
  

 －7－

Ⅳ．ご回答者について 

問１２．現在の職名： 

１．理事⻑ ２．事務局⻑ ３．室⻑（室⻑代理を含む） 
４．その他：具体的に記⼊（                        ） 
 

問１３．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問１４．経験年数：貴センターでの勤務年数についてお答えください 

（平成 26 年６⽉時点で）。 

１．３年未満 ２．３年以上５年未満 
３．５年以上 10 年未満 ４．10 年以上 

 

ご協力大変ありがとうございました。 
記入もれがないか、再度ご確認のうえ８月末日までに返信用封筒にてご投函ください。

（封筒にお名前や住所等を書く必要はありません） 

 

『被害者支援団体（センター）の利用に関する調査（調査票Ａ）』 
ご協力のお願い 

 
 
 
各 位 
 

向夏の候、⽇頃⼤変お世話になっております。犯罪被害者の⽀援について研究しており
ます、上智⼤学の伊藤と申します。 

このたび、⺠間被害者⽀援団体（以下、⽀援センター）の利⽤状況等に関する調査を実
施させていただくことになりました。つきましては、本調査にご協⼒をお願いいたします。
本調査は⽀援センターの現状を分析し、基礎的データを得ることで⽀援センターの発展に
寄与することを⽬的としております。次⾴からの調査票 A は、貴センターの業務・運営に
精通しておられる代表者・責任者の⽅を対象にしております。 

 
ご回答いただいた調査票の分析にあたっては、⽀援センターおよび回答者個⼈が特定さ

れることはなく、統計的に処理します。また、回答済みの調査票は研究責任者のもとで厳
重に管理いたします。調査結果については、調査研究報告書として公表する予定です。 

つぎの事項をご確認いただき、ご回答にご協⼒いただけましたら⼤変有難く存じます。 
ご多⽤のなか恐縮ですが、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。 

 
 

◆回答にあたっての確認事項 
① 本調査のご協⼒の応諾は全く⾃由です。 
② 回答される⽅の名前を記⼊する必要はありません。 
③ 得られた情報は、本調査とそれに伴う成果発表のみで使⽤します。 

 
なお、この調査は、平成26年度科学研究費基盤研究Ｃ「犯罪被害者のための総合的支援システム
の構築―官民協働体制を目ざして」（研究責任者：上智大学教授 伊藤冨士江）の一部として実施す
るもので、「上智大学『人を対象とする研究』に関する倫理委員会」の承認を得ており、調査内容に
関する守秘義務（プライバシー保護）については万全の措置を取っております。 

 
 
ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく下記の研究責任者までご連絡ください。 
 

平成 26 年６⽉２⽇ 
 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
TEL/FAX 03-3238-3676（研究室直通） メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
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問１０．⺠間被害者⽀援団体による相談・⽀援の利点について、どのようなことが挙げら
れるでしょうか。具体的にご記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問１１．つぎの事項について、あてはまる番号に○をつけてください。 

 ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
そ
う
思
う 

ま
っ
た
く
そ
う
思
う 

① 公判での「被害者参加制度」について、該当する被害者等
の⽅には、希望を確認したうえでその利⽤を⽀援していき
たい 

１ ２ ３ ４ ５

② 「更⽣保護における⼼情等伝達制度（保護観察中の加害者に、
心情を伝えることができる制度）」について、該当する被害者
等の⽅には、希望を確認したうえでその利⽤を⽀援してい
きたい 

１ ２ ３ ４ ５

③ 加害者側からの謝罪が得られるのであれば、「被害者等と
加害者側が直接やり取りする場」があってもよい 

１ ２ ３ ４ ５

④ 被害者⽀援と加害者の更⽣はつながっている⾯があると
思う 

１ ２ ３ ４ ５

 
  

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ａ 

 
◆記入の仕方： 

回答のあてはまる番号を選んで○をつけ、（  ）内の⾃由記⼊欄は簡単で結構
ですので、ご記述ください。 
「貴センター」は、⺠間被害者⽀援団体／機関をさします。 
「被害者等」は、ことわりがない限り、被害者ご本⼈と家族等を含みます。 
 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
平成26年８月末日までに、添付の返信⽤封筒に⼊れてご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問 1〜問１４）あります。 
 
 
Ⅰ．貴センターの体制・相談件数について 

問１．貴センターは⺠間被害者⽀援団体として発⾜して、どのくらい経っていますか 
（平成 26 年６⽉時点で）。 

１．５年未満 ２．５年以上 10 年未満 
３．10 年以上 15 年未満 ４．15 年以上 

 
問２．貴センターの設⽴⺟体について、あてはまる番号に○をつけてください。 

１．⺠間相談所（相談室） 
２．弁護⼠事務所 
３．犯罪被害当事者の団体（グループ） 
４．その他：具体的に記⼊ 
  

 －7－

Ⅳ．ご回答者について 

問１２．現在の職名： 

１．理事⻑ ２．事務局⻑ ３．室⻑（室⻑代理を含む） 
４．その他：具体的に記⼊（                        ） 
 

問１３．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問１４．経験年数：貴センターでの勤務年数についてお答えください 

（平成 26 年６⽉時点で）。 

１．３年未満 ２．３年以上５年未満 
３．５年以上 10 年未満 ４．10 年以上 

 

ご協力大変ありがとうございました。 
記入もれがないか、再度ご確認のうえ８月末日までに返信用封筒にてご投函ください。

（封筒にお名前や住所等を書く必要はありません） 

 

『被害者支援団体（センター）の利用に関する調査（調査票Ａ）』 
ご協力のお願い 

 
 
 
各 位 
 

向夏の候、⽇頃⼤変お世話になっております。犯罪被害者の⽀援について研究しており
ます、上智⼤学の伊藤と申します。 

このたび、⺠間被害者⽀援団体（以下、⽀援センター）の利⽤状況等に関する調査を実
施させていただくことになりました。つきましては、本調査にご協⼒をお願いいたします。
本調査は⽀援センターの現状を分析し、基礎的データを得ることで⽀援センターの発展に
寄与することを⽬的としております。次⾴からの調査票 A は、貴センターの業務・運営に
精通しておられる代表者・責任者の⽅を対象にしております。 

 
ご回答いただいた調査票の分析にあたっては、⽀援センターおよび回答者個⼈が特定さ

れることはなく、統計的に処理します。また、回答済みの調査票は研究責任者のもとで厳
重に管理いたします。調査結果については、調査研究報告書として公表する予定です。 

つぎの事項をご確認いただき、ご回答にご協⼒いただけましたら⼤変有難く存じます。 
ご多⽤のなか恐縮ですが、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。 

 
 

◆回答にあたっての確認事項 
① 本調査のご協⼒の応諾は全く⾃由です。 
② 回答される⽅の名前を記⼊する必要はありません。 
③ 得られた情報は、本調査とそれに伴う成果発表のみで使⽤します。 

 
なお、この調査は、平成26年度科学研究費基盤研究Ｃ「犯罪被害者のための総合的支援システム
の構築―官民協働体制を目ざして」（研究責任者：上智大学教授 伊藤冨士江）の一部として実施す
るもので、「上智大学『人を対象とする研究』に関する倫理委員会」の承認を得ており、調査内容に
関する守秘義務（プライバシー保護）については万全の措置を取っております。 

 
 
ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく下記の研究責任者までご連絡ください。 
 

平成 26 年６⽉２⽇ 
 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
TEL/FAX 03-3238-3676（研究室直通） メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
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Ⅲ．被害者のための諸制度の利用状況について 

問１７．本ケースとは別に、直接的⽀援にたずさわってきているご経験から、つぎの諸制
度の利⽤状況について、どのような印象をもっているかおたずねします。まず、各
制度について、「０．該当者があまりいない」「１．該当者はいるが、あまり利⽤し
ていない」「２．該当者が利⽤している」のいずれかを選んで○をつけてください。 

つぎに、「２．」に○をつけた項目については、その制度が被害者等にとって役に
⽴っていると感じるかどうかをお答えください。 

 
 

 該
当
者
が 

あ
ま
り
い
な
い 

該
当
者
は
い
る
が
、 

あ
ま
り
利
⽤
し
て
い
な
い

該
当
者
が 

利
⽤
し
て
い
る 

 

役
に
⽴
っ
て
い
な
い
と 

感
じ
る 

役
に
⽴
っ
て
い
る
と 

感
じ
る 

① 公判での被害者参加制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

② 公判での意⾒陳述制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

③ 少年審判の被害者傍聴制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

④ 更⽣保護における意⾒等聴取制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

⑤ 更⽣保護における⼼情等伝達制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

 
 
Ⅳ．ご回答者について 

問１８．現在の職名： 
１．事務局⻑ ２．室⻑（室⻑代理を含む） 
３．犯罪被害相談員 ４．直接⽀援員 
５．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問１９．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問２０．経験年数：犯罪被害相談員／直接⽀援員としての経験年数についてお答えくださ

い（平成 26 年６⽉時点で）。 
１．３年未満 ２．３年以上５年未満 
３．５年以上 10 年未満 ４．10 年以上 
 

ご協力大変ありがとうございました。 
記入もれがないか、再度ご確認のうえ８月末日までに返信用封筒にてご投函ください。

（封筒にお名前や住所等を書く必要はありません） 

２．「該当者が利⽤している」を
選択した場合どちらかに○ 

↓ 

  

『被害者支援団体（センター）の利用に関する調査（調査票Ｂ）』
ご協力のお願い 

 
 
 
各 位 
 

向夏の候、⽇頃⼤変お世話になっております。犯罪被害者の⽀援について研究しており
ます、上智⼤学の伊藤と申します。 

このたび、⺠間被害者⽀援団体（以下、⽀援センター）の利⽤状況等に関する調査を実
施させていただくことになりました。つきましては、調査にご協⼒をお願いいたします。
本調査は⽀援センターの現状を分析し、基礎的データを得ることで⽀援センターの発展に
寄与することを⽬的としております。次⾴からの調査票 B は、貴センターで直接⽀援にあ
たっておられる⽅を対象にしております。 

 
ご回答いただいた調査票の分析にあたっては、⽀援センターおよび回答者個⼈が特定さ

れることはなく、統計的に処理します。また、回答済みの調査票は研究責任者のもとで厳
重に管理いたします。調査結果については、調査研究報告書として公表する予定です。 

つぎの事項をご確認いただき、ご回答にご協⼒いただけましたら⼤変有難く存じます。 
ご多⽤のなか恐縮ですが、ご協⼒のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

◆回答にあたっての確認事項 
① 本調査のご協⼒の応諾は全く⾃由です。 
② 回答される⽅の名前を記⼊する必要はありません。 
③ 得られた情報は、本調査とそれに伴う成果発表のみで使⽤します。 

 
なお、この調査は、平成26年度科学研究費基盤研究Ｃ「犯罪被害者のための総合的支援システム

の構築―官民協働体制を目ざして」（研究責任者：上智大学教授 伊藤冨士江）の一部として実施す

るもので、「上智大学『人を対象とする研究』に関する倫理委員会」の承認を得ており、調査内容に

関する守秘義務（プライバシー保護）については万全の措置を取っております。 

 
 
ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく下記の研究責任者までご連絡ください。 
 

平成 26 年６⽉２⽇ 
 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
TEL/FAX 03-3238-3676（研究室直通） メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
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問１４．本ケースを⽀援するために、つぎの機関・団体等と連携（連絡を取り合い紹介し
たり協働したりすること）を⾏いましたか。まず、連携したかどうか、あてはまる
番号に○をつけてください。つぎに、貴センターとして直接的⽀援を⾏ううえで、
その機関・団体等と連携することが必要かどうか、あてはまる番号に○をつけてく
ださい。 

 
 

 連
携 

し
な
か
っ
た 

連
携
し
た  

あ
ま
り
連
携
は 

必
要
で
な
い 

あ
る
程
度
連
携 

が
必
要 

と
て
も
連
携 

が
必
要 

① 警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

② 検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

③ 弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

④ 法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑤ 保護観察所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑥ 地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑦ 福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑧ 保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑨ 医療機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑩ カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑪ 当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑫ その他：連携している機関等があれば具体的に記⼊
（                   ）
（                   ）

 
１ 
１ 

 
２ 
２ 

 
⇒
⇒

 
１ 
１ 

 
２ 
２ 

 
３ 
３ 

 
問１５．本ケースについてどのように⽀援を終結しましたか。 

あてはまる番号に○をつけてください。 
０．まだ⽀援を継続中 
１．本⼈からの申し出 ２．本⼈との話し合いの結果 
３．他機関への紹介 ４．連絡が取れなくなった 
５．その他：具体的に記⼊（                        ） 

 
問１６．本ケースについて、全体的にどのように思われますか。 

１．とても⽀援がむずかしかった（むずかしい）ケースだと思う 
２．やや⽀援がむずかしかった（むずかしい）ケースだと思う 
３．どちらともいえない 
４．まあ⽀援がうまくいった（いっている）ケースだと思う 
５．とても⽀援がうまくいった（いっている）ケースだと思う 

その番号を選んだ理由  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇
↓

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ｂ 
 

◆記入の仕方： 
① お⼿数ですが、本調査では最近（なるべく2008年以降発生）の事件で⽀援をし

たケースのうち、印象に残るケースを１つ取り上げてご回答いただきます。
被害内容は問いません。⽀援を継続中のケースでも構いません。１つのケー
スでご家族など複数の⽅を⽀援した場合、おもに⽀援の対象となったお⼀⼈
に絞ってください。 

② 回答のあてはまる番号を選んで○をつけ、（  ）内の⾃由記⼊欄は簡単で
結構ですので、ご記述ください。 

③ なお、「貴センター」は、ご回答者の⺠間被害者⽀援団体／機関をさします。 
「被害者等」は、ことわりがない限り、被害者ご本⼈と家族等を含みます。 

 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
平成26年８月末日までに、添付の返信⽤封筒に⼊れてご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問１〜問２０）あります。 
 
 
Ⅰ．取り上げたケースについて 

問１．本ケースの（事件）起訴時期： 

１．2008 年 11 ⽉ 30 ⽇以前 ２．2008 年 12 ⽉１⽇以降 
３．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問２．本ケースの被害内容： 

１．暴⾏・傷害等被害 ２．性暴⼒被害 ３．交通犯罪被害 
４．殺⼈・傷害致死 ５．DV 被害 
６．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問３．相談者の性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問４．相談者の年代： 

０．９歳以下 １．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代 
５．50 代 ６．60 代 ７．70 代 ８．80 代以上  
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問１４．本ケースを⽀援するために、つぎの機関・団体等と連携（連絡を取り合い紹介し
たり協働したりすること）を⾏いましたか。まず、連携したかどうか、あてはまる
番号に○をつけてください。つぎに、貴センターとして直接的⽀援を⾏ううえで、
その機関・団体等と連携することが必要かどうか、あてはまる番号に○をつけてく
ださい。 

 
 

 連
携 

し
な
か
っ
た 

連
携
し
た  

あ
ま
り
連
携
は 

必
要
で
な
い 

あ
る
程
度
連
携 

が
必
要 

と
て
も
連
携 

が
必
要 

① 警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

② 検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

③ 弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

④ 法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑤ 保護観察所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑥ 地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑦ 福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑧ 保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑨ 医療機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑩ カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑪ 当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑫ その他：連携している機関等があれば具体的に記⼊
（                   ）
（                   ）

 
１ 
１ 

 
２ 
２ 

 
⇒
⇒

 
１ 
１ 

 
２ 
２ 

 
３ 
３ 

 
問１５．本ケースについてどのように⽀援を終結しましたか。 

あてはまる番号に○をつけてください。 
０．まだ⽀援を継続中 
１．本⼈からの申し出 ２．本⼈との話し合いの結果 
３．他機関への紹介 ４．連絡が取れなくなった 
５．その他：具体的に記⼊（                        ） 

 
問１６．本ケースについて、全体的にどのように思われますか。 

１．とても⽀援がむずかしかった（むずかしい）ケースだと思う 
２．やや⽀援がむずかしかった（むずかしい）ケースだと思う 
３．どちらともいえない 
４．まあ⽀援がうまくいった（いっている）ケースだと思う 
５．とても⽀援がうまくいった（いっている）ケースだと思う 

その番号を選んだ理由  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇
↓

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ｂ 
 

◆記入の仕方： 
① お⼿数ですが、本調査では最近（なるべく2008年以降発生）の事件で⽀援をし

たケースのうち、印象に残るケースを１つ取り上げてご回答いただきます。
被害内容は問いません。⽀援を継続中のケースでも構いません。１つのケー
スでご家族など複数の⽅を⽀援した場合、おもに⽀援の対象となったお⼀⼈
に絞ってください。 

② 回答のあてはまる番号を選んで○をつけ、（  ）内の⾃由記⼊欄は簡単で
結構ですので、ご記述ください。 

③ なお、「貴センター」は、ご回答者の⺠間被害者⽀援団体／機関をさします。 
「被害者等」は、ことわりがない限り、被害者ご本⼈と家族等を含みます。 

 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
平成26年８月末日までに、添付の返信⽤封筒に⼊れてご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問１〜問２０）あります。 
 
 
Ⅰ．取り上げたケースについて 

問１．本ケースの（事件）起訴時期： 

１．2008 年 11 ⽉ 30 ⽇以前 ２．2008 年 12 ⽉１⽇以降 
３．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問２．本ケースの被害内容： 

１．暴⾏・傷害等被害 ２．性暴⼒被害 ３．交通犯罪被害 
４．殺⼈・傷害致死 ５．DV 被害 
６．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問３．相談者の性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問４．相談者の年代： 

０．９歳以下 １．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代 
５．50 代 ６．60 代 ７．70 代 ８．80 代以上  
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問１２．本ケースについて、つぎのような⽀援を⾏ったでしょうか。あてはまる番号に○
をつけてください。 

貴センターで提供しない項⽬であれば「０」に○をつけてください。 

 こ
の
⽀
援
は 

提
供
し
な
い 

こ
の
⽀
援
を 

実
施 

し
な
か
っ
た 

こ
の
⽀
援
を 

実
施
し
た 

① 刑事⼿続きについての情報提供 ０ １ ２ 

② 犯罪被害後の⼼理的・⽣活上の変化についての情報提供 ０ １ ２ 

③ ⼼理的サポート（傾聴・受容など） ０ １ ２ 

④ 精神科医・臨床⼼理⼠による治療的ケア ０ １ ２ 

⑤ 医療機関の紹介 ０ １ ２ 

⑥ 弁護⼠の紹介 ０ １ ２ 

⑦ 捜査機関への付き添い ０ １ ２ 

⑧ 公判の付き添い⽀援 ０ １ ２ 

⑨ 医療機関や役所等への付き添い ０ １ ２ 

⑩ ⾏政⼿続きをするうえでの実際的⽀援 ０ １ ２ 

⑪ 家事等の⽇常⽣活⽀援 ０ １ ２ 

⑫ 家族関係の調整 ０ １ ２ 

⑬ 当事者グループ・⾃助グループの紹介 ０ １ ２ 

⑭ 加害者側への対応 ０ １ ２ 

⑮ その他：上記の項⽬以外で、提供した⽀援があればご記述ください。 
 

 

 
 
 

 

 

問１３．本ケースを⽀援するうえで、⼯夫したり⼒を⼊れたりしたことはありましたか。 
具体的にご記述ください。 

 
 

  

 －2－

問５．相談者と被害に遭われた⽅（被害者）との関係： 
１．被害者ご本⼈ ２．被害者の配偶者 ３．被害者の親 
４．被害者の⼦ども ５．被害者の兄弟姉妹 ６．被害者の親戚 
７．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問６．初回の相談受け付けは、事件発⽣からどのくらいの期間が経過していましたか。 

数字をご記⼊ください。 
（   ）年（   ）ヵ⽉経過 

 
問７．相談者が貴センターに相談するきっかけはどのようなことでしたか。 

あてはまる番号に○をつけてください（複数あればすべてに○をつけてください）。 

１．警察からの紹介 ２．検察庁からの紹介 
３．弁護⼠からの紹介 ４．法テラスからの紹介 
５．医療機関からの紹介 ６．⾃治体の相談窓⼝からの紹介 
７．⼥性センター（⼥性の問題に関する相談窓⼝）からの紹介 
８．ご本⼈⾃らが探して  
９．その他：具体的に記⼊（               ） 

 
問８．本ケースの加害者（加害者が複数の場合は主犯者）のことについて、お答え 

ください。 
１）加害者の年齢層： １．少年    ２．成⼈    ３．不明 
２）逮捕の有無： １．逮捕されていない   
 ２．その他（      ）           
 ３．逮捕された           下の質問 ３）へ 
３）現在の状況： 
（あてはまる状況が複数あれば、その番号すべてに○をつけてください） 
 ０．わからない 
 １．不起訴／少年審判不開始・不処分 
 ２．裁判中／少年審判中 
 ３．裁判が終わり、執⾏猶予となった 
 ４．刑事施設（刑務所・少年刑務所・拘置所）に 

⼊所中／少年院に⼊院中 
 ５．刑事施設から釈放／少年院から退院 
 ６．保護観察中 
 ７．その他：具体的に記⼊ 

（                      ） 

問９．貴センターが本ケースに対して⽀援を実施した期間もしくは実施している期間は、
どのくらいですか。１．か２．を選び、数字をご記⼊ください。 

１．（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を実施した 
２．現在も⽀援継続中で、（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を実施している 

（平成 26 年 6 ⽉時点で）  

次の問9．へ

 －4－

  あ
て
は
ま
ら
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る 

か
な
り
あ
て
は
ま
る 

日
常
生
活
等
に
関
す
る
こ
と

 

⑩ 学校や仕事に⾏けなくなったこと １ ２ ３

⑪ 転居が必要になったこと １ ２ ３

⑫ 家事など⽇常⽣活を送るうえで⽀障が出たこと １ ２ ３

⑬ マスコミへの対応がわからなかったこと １ ２ ３

対
人
関
係
に

 

関
す
る
こ
と

 

⑭ 近隣の⼈などからの理解がなかったこと １ ２ ３

⑮ 家族間の関係がうまくいかなくなったこと １ ２ ３

⑯ 社会的な活動から引きこもったこと １ ２ ３

社
会
資
源
に

関
す
る
こ
と

⑰ どんな⽀援を受けられるか、情報がなかったこと １ ２ ３

⑱ 被害者として利⽤できる制度等の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

⑲ その他：上記の項⽬以外で、相談者の感じていた困難があればご記述ください。 
 

 

 
 

  

 －3－

Ⅱ．本ケースの支援および他機関連携について 

問１０．本ケースのアセスメントや⽀援計画等について、つぎの項⽬のあてはまる番号に
○をつけてください。 

 あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
る 

① 相談者の⼼⾝状態を把握するため質問紙（アセスメント・シート）を⽤いた １ ２ 
② ⽀援計画を⽴てた １ ２ 
③ チームで⽀援を⾏った １ ２ 
④ 事例検討を⾏った １ ２ 

 
問１１．本ケースの相談者は、貴センターに来談した当初、どのようなことに困難を感じ

ていましたか。あてはまる番号に○をつけてください。 

 
  あ

て
は
ま
ら
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る 

か
な
り
あ
て
は
ま
る 

捜
査
・
裁
判
等
に
関
す
る
こ
と

 

① 事件の捜査が進まなかったこと １ ２ ３

② 捜査への協⼒に負担を感じていたこと １ ２ ３

③ 刑事裁判の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

④ ⺠事裁判（損害賠償の請求）の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

⑤ 加害者からの⽰談の申出について、対応がわからなかったこと １ ２ ３

体
調
・
精
神
面

に
関
す
る
こ
と

⑥ 体調をくずしていたこと  
１ 

 
２ 

 
３

⑦ 精神的な不調を感じていたこと １ ２ ３

経
済
面
に

 

関
す
る
こ
と

 

⑧ 収⼊がなくなったこと １ ２ ３

⑨ 被害を受けたことで治療（医療）費がかかるようになったこと １ ２ ３
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問１２．本ケースについて、つぎのような⽀援を⾏ったでしょうか。あてはまる番号に○
をつけてください。 

貴センターで提供しない項⽬であれば「０」に○をつけてください。 

 こ
の
⽀
援
は 

提
供
し
な
い 

こ
の
⽀
援
を 

実
施 

し
な
か
っ
た 

こ
の
⽀
援
を 

実
施
し
た 

① 刑事⼿続きについての情報提供 ０ １ ２ 

② 犯罪被害後の⼼理的・⽣活上の変化についての情報提供 ０ １ ２ 

③ ⼼理的サポート（傾聴・受容など） ０ １ ２ 

④ 精神科医・臨床⼼理⼠による治療的ケア ０ １ ２ 

⑤ 医療機関の紹介 ０ １ ２ 

⑥ 弁護⼠の紹介 ０ １ ２ 

⑦ 捜査機関への付き添い ０ １ ２ 

⑧ 公判の付き添い⽀援 ０ １ ２ 

⑨ 医療機関や役所等への付き添い ０ １ ２ 

⑩ ⾏政⼿続きをするうえでの実際的⽀援 ０ １ ２ 

⑪ 家事等の⽇常⽣活⽀援 ０ １ ２ 

⑫ 家族関係の調整 ０ １ ２ 

⑬ 当事者グループ・⾃助グループの紹介 ０ １ ２ 

⑭ 加害者側への対応 ０ １ ２ 

⑮ その他：上記の項⽬以外で、提供した⽀援があればご記述ください。 
 

 

 
 
 

 

 

問１３．本ケースを⽀援するうえで、⼯夫したり⼒を⼊れたりしたことはありましたか。 
具体的にご記述ください。 

 
 

  

 －2－

問５．相談者と被害に遭われた⽅（被害者）との関係： 
１．被害者ご本⼈ ２．被害者の配偶者 ３．被害者の親 
４．被害者の⼦ども ５．被害者の兄弟姉妹 ６．被害者の親戚 
７．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問６．初回の相談受け付けは、事件発⽣からどのくらいの期間が経過していましたか。 

数字をご記⼊ください。 
（   ）年（   ）ヵ⽉経過 

 
問７．相談者が貴センターに相談するきっかけはどのようなことでしたか。 

あてはまる番号に○をつけてください（複数あればすべてに○をつけてください）。 

１．警察からの紹介 ２．検察庁からの紹介 
３．弁護⼠からの紹介 ４．法テラスからの紹介 
５．医療機関からの紹介 ６．⾃治体の相談窓⼝からの紹介 
７．⼥性センター（⼥性の問題に関する相談窓⼝）からの紹介 
８．ご本⼈⾃らが探して  
９．その他：具体的に記⼊（               ） 

 
問８．本ケースの加害者（加害者が複数の場合は主犯者）のことについて、お答え 

ください。 
１）加害者の年齢層： １．少年    ２．成⼈    ３．不明 
２）逮捕の有無： １．逮捕されていない   
 ２．その他（      ）           
 ３．逮捕された           下の質問 ３）へ 
３）現在の状況： 
（あてはまる状況が複数あれば、その番号すべてに○をつけてください） 
 ０．わからない 
 １．不起訴／少年審判不開始・不処分 
 ２．裁判中／少年審判中 
 ３．裁判が終わり、執⾏猶予となった 
 ４．刑事施設（刑務所・少年刑務所・拘置所）に 

⼊所中／少年院に⼊院中 
 ５．刑事施設から釈放／少年院から退院 
 ６．保護観察中 
 ７．その他：具体的に記⼊ 

（                      ） 

問９．貴センターが本ケースに対して⽀援を実施した期間もしくは実施している期間は、
どのくらいですか。１．か２．を選び、数字をご記⼊ください。 

１．（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を実施した 
２．現在も⽀援継続中で、（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を実施している 

（平成 26 年 6 ⽉時点で）  

次の問9．へ

 －4－

  あ
て
は
ま
ら
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る 

か
な
り
あ
て
は
ま
る 

日
常
生
活
等
に
関
す
る
こ
と

 

⑩ 学校や仕事に⾏けなくなったこと １ ２ ３

⑪ 転居が必要になったこと １ ２ ３

⑫ 家事など⽇常⽣活を送るうえで⽀障が出たこと １ ２ ３

⑬ マスコミへの対応がわからなかったこと １ ２ ３

対
人
関
係
に

 

関
す
る
こ
と

 

⑭ 近隣の⼈などからの理解がなかったこと １ ２ ３

⑮ 家族間の関係がうまくいかなくなったこと １ ２ ３

⑯ 社会的な活動から引きこもったこと １ ２ ３

社
会
資
源
に

関
す
る
こ
と

⑰ どんな⽀援を受けられるか、情報がなかったこと １ ２ ３

⑱ 被害者として利⽤できる制度等の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

⑲ その他：上記の項⽬以外で、相談者の感じていた困難があればご記述ください。 
 

 

 
 

  

 －3－

Ⅱ．本ケースの支援および他機関連携について 

問１０．本ケースのアセスメントや⽀援計画等について、つぎの項⽬のあてはまる番号に
○をつけてください。 

 あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
る 

① 相談者の⼼⾝状態を把握するため質問紙（アセスメント・シート）を⽤いた １ ２ 
② ⽀援計画を⽴てた １ ２ 
③ チームで⽀援を⾏った １ ２ 
④ 事例検討を⾏った １ ２ 

 
問１１．本ケースの相談者は、貴センターに来談した当初、どのようなことに困難を感じ

ていましたか。あてはまる番号に○をつけてください。 

 
  あ

て
は
ま
ら
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る 

か
な
り
あ
て
は
ま
る 

捜
査
・
裁
判
等
に
関
す
る
こ
と

 

① 事件の捜査が進まなかったこと １ ２ ３

② 捜査への協⼒に負担を感じていたこと １ ２ ３

③ 刑事裁判の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

④ ⺠事裁判（損害賠償の請求）の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

⑤ 加害者からの⽰談の申出について、対応がわからなかったこと １ ２ ３

体
調
・
精
神
面

に
関
す
る
こ
と

⑥ 体調をくずしていたこと  
１ 

 
２ 

 
３

⑦ 精神的な不調を感じていたこと １ ２ ３

経
済
面
に

 

関
す
る
こ
と

 

⑧ 収⼊がなくなったこと １ ２ ３

⑨ 被害を受けたことで治療（医療）費がかかるようになったこと １ ２ ３
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  あ
て
は
ま
ら
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る 

か
な
り
あ
て
は
ま
る 

日
常
生
活
等
に
関
す
る
こ
と

 

⑩ 学校や仕事に⾏けなくなったこと １ ２ ３

⑪ 転居が必要になったこと １ ２ ３

⑫ 家事など⽇常⽣活を送るうえで⽀障が出たこと １ ２ ３

⑬ マスコミへの対応がわからなかったこと １ ２ ３

対
人
関
係
に

 

関
す
る
こ
と

 

⑭ 近隣の⼈などからの理解がなかったこと １ ２ ３

⑮ 家族間の関係がうまくいかなくなったこと １ ２ ３

⑯ 社会的な活動から引きこもったこと １ ２ ３

社
会
資
源
に

関
す
る
こ
と

⑰ どんな⽀援を受けられるか、情報がなかったこと １ ２ ３

⑱ 被害者として利⽤できる制度等の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

⑲ その他：上記の項⽬以外で、相談者の感じていた困難があればご記述ください。 
 

 

 
 

  

 －3－

Ⅱ．本ケースの支援および他機関連携について 

問１０．本ケースのアセスメントや⽀援計画等について、つぎの項⽬のあてはまる番号に
○をつけてください。 

 あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
る 

① 相談者の⼼⾝状態を把握するため質問紙（アセスメント・シート）を⽤いた １ ２ 
② ⽀援計画を⽴てた １ ２ 
③ チームで⽀援を⾏った １ ２ 
④ 事例検討を⾏った １ ２ 

 
問１１．本ケースの相談者は、貴センターに来談した当初、どのようなことに困難を感じ

ていましたか。あてはまる番号に○をつけてください。 

 
  あ

て
は
ま
ら
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る 

か
な
り
あ
て
は
ま
る 

捜
査
・
裁
判
等
に
関
す
る
こ
と

 

① 事件の捜査が進まなかったこと １ ２ ３

② 捜査への協⼒に負担を感じていたこと １ ２ ３

③ 刑事裁判の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

④ ⺠事裁判（損害賠償の請求）の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

⑤ 加害者からの⽰談の申出について、対応がわからなかったこと １ ２ ３

体
調
・
精
神
面

に
関
す
る
こ
と

⑥ 体調をくずしていたこと  
１ 

 
２ 

 
３

⑦ 精神的な不調を感じていたこと １ ２ ３

経
済
面
に

 

関
す
る
こ
と

 

⑧ 収⼊がなくなったこと １ ２ ３

⑨ 被害を受けたことで治療（医療）費がかかるようになったこと １ ２ ３

 －5－

問１２．本ケースについて、つぎのような⽀援を⾏ったでしょうか。あてはまる番号に○
をつけてください。 

貴センターで提供しない項⽬であれば「０」に○をつけてください。 

 こ
の
⽀
援
は 

提
供
し
な
い 

こ
の
⽀
援
を 

実
施 

し
な
か
っ
た 

こ
の
⽀
援
を 

実
施
し
た 

① 刑事⼿続きについての情報提供 ０ １ ２ 

② 犯罪被害後の⼼理的・⽣活上の変化についての情報提供 ０ １ ２ 

③ ⼼理的サポート（傾聴・受容など） ０ １ ２ 

④ 精神科医・臨床⼼理⼠による治療的ケア ０ １ ２ 

⑤ 医療機関の紹介 ０ １ ２ 

⑥ 弁護⼠の紹介 ０ １ ２ 

⑦ 捜査機関への付き添い ０ １ ２ 

⑧ 公判の付き添い⽀援 ０ １ ２ 

⑨ 医療機関や役所等への付き添い ０ １ ２ 

⑩ ⾏政⼿続きをするうえでの実際的⽀援 ０ １ ２ 

⑪ 家事等の⽇常⽣活⽀援 ０ １ ２ 

⑫ 家族関係の調整 ０ １ ２ 

⑬ 当事者グループ・⾃助グループの紹介 ０ １ ２ 

⑭ 加害者側への対応 ０ １ ２ 

⑮ その他：上記の項⽬以外で、提供した⽀援があればご記述ください。 
 

 

 
 
 

 

 

問１３．本ケースを⽀援するうえで、⼯夫したり⼒を⼊れたりしたことはありましたか。 
具体的にご記述ください。 

 
 

  

 －2－

問５．相談者と被害に遭われた⽅（被害者）との関係： 
１．被害者ご本⼈ ２．被害者の配偶者 ３．被害者の親 
４．被害者の⼦ども ５．被害者の兄弟姉妹 ６．被害者の親戚 
７．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問６．初回の相談受け付けは、事件発⽣からどのくらいの期間が経過していましたか。 

数字をご記⼊ください。 
（   ）年（   ）ヵ⽉経過 

 
問７．相談者が貴センターに相談するきっかけはどのようなことでしたか。 

あてはまる番号に○をつけてください（複数あればすべてに○をつけてください）。 

１．警察からの紹介 ２．検察庁からの紹介 
３．弁護⼠からの紹介 ４．法テラスからの紹介 
５．医療機関からの紹介 ６．⾃治体の相談窓⼝からの紹介 
７．⼥性センター（⼥性の問題に関する相談窓⼝）からの紹介 
８．ご本⼈⾃らが探して  
９．その他：具体的に記⼊（               ） 

 
問８．本ケースの加害者（加害者が複数の場合は主犯者）のことについて、お答え 

ください。 
１）加害者の年齢層： １．少年    ２．成⼈    ３．不明 
２）逮捕の有無： １．逮捕されていない   
 ２．その他（      ）           
 ３．逮捕された           下の質問 ３）へ 
３）現在の状況： 
（あてはまる状況が複数あれば、その番号すべてに○をつけてください） 
 ０．わからない 
 １．不起訴／少年審判不開始・不処分 
 ２．裁判中／少年審判中 
 ３．裁判が終わり、執⾏猶予となった 
 ４．刑事施設（刑務所・少年刑務所・拘置所）に 

⼊所中／少年院に⼊院中 
 ５．刑事施設から釈放／少年院から退院 
 ６．保護観察中 
 ７．その他：具体的に記⼊ 

（                      ） 

問９．貴センターが本ケースに対して⽀援を実施した期間もしくは実施している期間は、
どのくらいですか。１．か２．を選び、数字をご記⼊ください。 

１．（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を実施した 
２．現在も⽀援継続中で、（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を実施している 

（平成 26 年 6 ⽉時点で）  

次の問9．へ
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  あ
て
は
ま
ら
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る 

か
な
り
あ
て
は
ま
る 

日
常
生
活
等
に
関
す
る
こ
と

 

⑩ 学校や仕事に⾏けなくなったこと １ ２ ３

⑪ 転居が必要になったこと １ ２ ３

⑫ 家事など⽇常⽣活を送るうえで⽀障が出たこと １ ２ ３

⑬ マスコミへの対応がわからなかったこと １ ２ ３

対
人
関
係
に

 

関
す
る
こ
と

 

⑭ 近隣の⼈などからの理解がなかったこと １ ２ ３

⑮ 家族間の関係がうまくいかなくなったこと １ ２ ３

⑯ 社会的な活動から引きこもったこと １ ２ ３

社
会
資
源
に

関
す
る
こ
と

⑰ どんな⽀援を受けられるか、情報がなかったこと １ ２ ３

⑱ 被害者として利⽤できる制度等の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

⑲ その他：上記の項⽬以外で、相談者の感じていた困難があればご記述ください。 
 

 

 
 

  

 －3－

Ⅱ．本ケースの支援および他機関連携について 

問１０．本ケースのアセスメントや⽀援計画等について、つぎの項⽬のあてはまる番号に
○をつけてください。 

 あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
る 

① 相談者の⼼⾝状態を把握するため質問紙（アセスメント・シート）を⽤いた １ ２ 
② ⽀援計画を⽴てた １ ２ 
③ チームで⽀援を⾏った １ ２ 
④ 事例検討を⾏った １ ２ 

 
問１１．本ケースの相談者は、貴センターに来談した当初、どのようなことに困難を感じ

ていましたか。あてはまる番号に○をつけてください。 

 
  あ

て
は
ま
ら
な
い 

や
や
あ
て
は
ま
る 

か
な
り
あ
て
は
ま
る 

捜
査
・
裁
判
等
に
関
す
る
こ
と

 

① 事件の捜査が進まなかったこと １ ２ ３

② 捜査への協⼒に負担を感じていたこと １ ２ ３

③ 刑事裁判の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

④ ⺠事裁判（損害賠償の請求）の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ３

⑤ 加害者からの⽰談の申出について、対応がわからなかったこと １ ２ ３

体
調
・
精
神
面

に
関
す
る
こ
と

⑥ 体調をくずしていたこと  
１ 

 
２ 

 
３

⑦ 精神的な不調を感じていたこと １ ２ ３

経
済
面
に

 

関
す
る
こ
と

 

⑧ 収⼊がなくなったこと １ ２ ３

⑨ 被害を受けたことで治療（医療）費がかかるようになったこと １ ２ ３

 －5－

問１２．本ケースについて、つぎのような⽀援を⾏ったでしょうか。あてはまる番号に○
をつけてください。 

貴センターで提供しない項⽬であれば「０」に○をつけてください。 

 こ
の
⽀
援
は 

提
供
し
な
い 

こ
の
⽀
援
を 

実
施 

し
な
か
っ
た 

こ
の
⽀
援
を 

実
施
し
た 

① 刑事⼿続きについての情報提供 ０ １ ２ 

② 犯罪被害後の⼼理的・⽣活上の変化についての情報提供 ０ １ ２ 

③ ⼼理的サポート（傾聴・受容など） ０ １ ２ 

④ 精神科医・臨床⼼理⼠による治療的ケア ０ １ ２ 

⑤ 医療機関の紹介 ０ １ ２ 

⑥ 弁護⼠の紹介 ０ １ ２ 

⑦ 捜査機関への付き添い ０ １ ２ 

⑧ 公判の付き添い⽀援 ０ １ ２ 

⑨ 医療機関や役所等への付き添い ０ １ ２ 

⑩ ⾏政⼿続きをするうえでの実際的⽀援 ０ １ ２ 

⑪ 家事等の⽇常⽣活⽀援 ０ １ ２ 

⑫ 家族関係の調整 ０ １ ２ 

⑬ 当事者グループ・⾃助グループの紹介 ０ １ ２ 

⑭ 加害者側への対応 ０ １ ２ 

⑮ その他：上記の項⽬以外で、提供した⽀援があればご記述ください。 
 

 

 
 
 

 

 

問１３．本ケースを⽀援するうえで、⼯夫したり⼒を⼊れたりしたことはありましたか。 
具体的にご記述ください。 

 
 

  

 －2－

問５．相談者と被害に遭われた⽅（被害者）との関係： 
１．被害者ご本⼈ ２．被害者の配偶者 ３．被害者の親 
４．被害者の⼦ども ５．被害者の兄弟姉妹 ６．被害者の親戚 
７．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問６．初回の相談受け付けは、事件発⽣からどのくらいの期間が経過していましたか。 

数字をご記⼊ください。 
（   ）年（   ）ヵ⽉経過 

 
問７．相談者が貴センターに相談するきっかけはどのようなことでしたか。 

あてはまる番号に○をつけてください（複数あればすべてに○をつけてください）。 

１．警察からの紹介 ２．検察庁からの紹介 
３．弁護⼠からの紹介 ４．法テラスからの紹介 
５．医療機関からの紹介 ６．⾃治体の相談窓⼝からの紹介 
７．⼥性センター（⼥性の問題に関する相談窓⼝）からの紹介 
８．ご本⼈⾃らが探して  
９．その他：具体的に記⼊（               ） 

 
問８．本ケースの加害者（加害者が複数の場合は主犯者）のことについて、お答え 

ください。 
１）加害者の年齢層： １．少年    ２．成⼈    ３．不明 
２）逮捕の有無： １．逮捕されていない   
 ２．その他（      ）           
 ３．逮捕された           下の質問 ３）へ 
３）現在の状況： 
（あてはまる状況が複数あれば、その番号すべてに○をつけてください） 
 ０．わからない 
 １．不起訴／少年審判不開始・不処分 
 ２．裁判中／少年審判中 
 ３．裁判が終わり、執⾏猶予となった 
 ４．刑事施設（刑務所・少年刑務所・拘置所）に 

⼊所中／少年院に⼊院中 
 ５．刑事施設から釈放／少年院から退院 
 ６．保護観察中 
 ７．その他：具体的に記⼊ 

（                      ） 

問９．貴センターが本ケースに対して⽀援を実施した期間もしくは実施している期間は、
どのくらいですか。１．か２．を選び、数字をご記⼊ください。 

１．（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を実施した 
２．現在も⽀援継続中で、（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を実施している 

（平成 26 年 6 ⽉時点で）  

次の問9．へ
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問１４．本ケースを⽀援するために、つぎの機関・団体等と連携（連絡を取り合い紹介し
たり協働したりすること）を⾏いましたか。まず、連携したかどうか、あてはまる
番号に○をつけてください。つぎに、貴センターとして直接的⽀援を⾏ううえで、
その機関・団体等と連携することが必要かどうか、あてはまる番号に○をつけてく
ださい。 

 
 

 連
携 

し
な
か
っ
た 

連
携
し
た  

あ
ま
り
連
携
は 

必
要
で
な
い 

あ
る
程
度
連
携 

が
必
要 

と
て
も
連
携 

が
必
要 

① 警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

② 検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

③ 弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

④ 法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑤ 保護観察所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑥ 地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑦ 福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑧ 保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑨ 医療機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑩ カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑪ 当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑫ その他：連携している機関等があれば具体的に記⼊
（                   ）
（                   ）

 
１ 
１ 

 
２ 
２ 

 
⇒
⇒

 
１ 
１ 

 
２ 
２ 

 
３ 
３ 

 
問１５．本ケースについてどのように⽀援を終結しましたか。 

あてはまる番号に○をつけてください。 
０．まだ⽀援を継続中 
１．本⼈からの申し出 ２．本⼈との話し合いの結果 
３．他機関への紹介 ４．連絡が取れなくなった 
５．その他：具体的に記⼊（                        ） 

 
問１６．本ケースについて、全体的にどのように思われますか。 

１．とても⽀援がむずかしかった（むずかしい）ケースだと思う 
２．やや⽀援がむずかしかった（むずかしい）ケースだと思う 
３．どちらともいえない 
４．まあ⽀援がうまくいった（いっている）ケースだと思う 
５．とても⽀援がうまくいった（いっている）ケースだと思う 

その番号を選んだ理由  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇
↓

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ｂ 
 

◆記入の仕方： 
① お⼿数ですが、本調査では最近（なるべく2008年以降発生）の事件で⽀援をし

たケースのうち、印象に残るケースを１つ取り上げてご回答いただきます。
被害内容は問いません。⽀援を継続中のケースでも構いません。１つのケー
スでご家族など複数の⽅を⽀援した場合、おもに⽀援の対象となったお⼀⼈
に絞ってください。 

② 回答のあてはまる番号を選んで○をつけ、（  ）内の⾃由記⼊欄は簡単で
結構ですので、ご記述ください。 

③ なお、「貴センター」は、ご回答者の⺠間被害者⽀援団体／機関をさします。 
「被害者等」は、ことわりがない限り、被害者ご本⼈と家族等を含みます。 

 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
平成26年８月末日までに、添付の返信⽤封筒に⼊れてご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問１〜問２０）あります。 
 
 
Ⅰ．取り上げたケースについて 

問１．本ケースの（事件）起訴時期： 

１．2008 年 11 ⽉ 30 ⽇以前 ２．2008 年 12 ⽉１⽇以降 
３．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問２．本ケースの被害内容： 

１．暴⾏・傷害等被害 ２．性暴⼒被害 ３．交通犯罪被害 
４．殺⼈・傷害致死 ５．DV 被害 
６．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問３．相談者の性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問４．相談者の年代： 

０．９歳以下 １．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代 
５．50 代 ６．60 代 ７．70 代 ８．80 代以上  

 －7－

Ⅲ．被害者のための諸制度の利用状況について 

問１７．本ケースとは別に、直接的⽀援にたずさわってきているご経験から、つぎの諸制
度の利⽤状況について、どのような印象をもっているかおたずねします。まず、各
制度について、「０．該当者があまりいない」「１．該当者はいるが、あまり利⽤し
ていない」「２．該当者が利⽤している」のいずれかを選んで○をつけてください。 

つぎに、「２．」に○をつけた項目については、その制度が被害者等にとって役に
⽴っていると感じるかどうかをお答えください。 

 
 

 該
当
者
が 

あ
ま
り
い
な
い 

該
当
者
は
い
る
が
、 

あ
ま
り
利
⽤
し
て
い
な
い

該
当
者
が 

利
⽤
し
て
い
る 

 

役
に
⽴
っ
て
い
な
い
と 

感
じ
る 

役
に
⽴
っ
て
い
る
と 

感
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① 公判での被害者参加制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

② 公判での意⾒陳述制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

③ 少年審判の被害者傍聴制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

④ 更⽣保護における意⾒等聴取制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

⑤ 更⽣保護における⼼情等伝達制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

 
 
Ⅳ．ご回答者について 

問１８．現在の職名： 
１．事務局⻑ ２．室⻑（室⻑代理を含む） 
３．犯罪被害相談員 ４．直接⽀援員 
５．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問１９．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問２０．経験年数：犯罪被害相談員／直接⽀援員としての経験年数についてお答えくださ

い（平成 26 年６⽉時点で）。 
１．３年未満 ２．３年以上５年未満 
３．５年以上 10 年未満 ４．10 年以上 
 

ご協力大変ありがとうございました。 
記入もれがないか、再度ご確認のうえ８月末日までに返信用封筒にてご投函ください。

（封筒にお名前や住所等を書く必要はありません） 

２．「該当者が利⽤している」を
選択した場合どちらかに○ 

↓ 

  

『被害者支援団体（センター）の利用に関する調査（調査票Ｂ）』
ご協力のお願い 

 
 
 
各 位 
 

向夏の候、⽇頃⼤変お世話になっております。犯罪被害者の⽀援について研究しており
ます、上智⼤学の伊藤と申します。 

このたび、⺠間被害者⽀援団体（以下、⽀援センター）の利⽤状況等に関する調査を実
施させていただくことになりました。つきましては、調査にご協⼒をお願いいたします。
本調査は⽀援センターの現状を分析し、基礎的データを得ることで⽀援センターの発展に
寄与することを⽬的としております。次⾴からの調査票 B は、貴センターで直接⽀援にあ
たっておられる⽅を対象にしております。 

 
ご回答いただいた調査票の分析にあたっては、⽀援センターおよび回答者個⼈が特定さ

れることはなく、統計的に処理します。また、回答済みの調査票は研究責任者のもとで厳
重に管理いたします。調査結果については、調査研究報告書として公表する予定です。 

つぎの事項をご確認いただき、ご回答にご協⼒いただけましたら⼤変有難く存じます。 
ご多⽤のなか恐縮ですが、ご協⼒のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

◆回答にあたっての確認事項 
① 本調査のご協⼒の応諾は全く⾃由です。 
② 回答される⽅の名前を記⼊する必要はありません。 
③ 得られた情報は、本調査とそれに伴う成果発表のみで使⽤します。 

 
なお、この調査は、平成26年度科学研究費基盤研究Ｃ「犯罪被害者のための総合的支援システム

の構築―官民協働体制を目ざして」（研究責任者：上智大学教授 伊藤冨士江）の一部として実施す

るもので、「上智大学『人を対象とする研究』に関する倫理委員会」の承認を得ており、調査内容に

関する守秘義務（プライバシー保護）については万全の措置を取っております。 

 
 
ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく下記の研究責任者までご連絡ください。 
 

平成 26 年６⽉２⽇ 
 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
TEL/FAX 03-3238-3676（研究室直通） メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
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問１４．本ケースを⽀援するために、つぎの機関・団体等と連携（連絡を取り合い紹介し
たり協働したりすること）を⾏いましたか。まず、連携したかどうか、あてはまる
番号に○をつけてください。つぎに、貴センターとして直接的⽀援を⾏ううえで、
その機関・団体等と連携することが必要かどうか、あてはまる番号に○をつけてく
ださい。 

 
 

 連
携 

し
な
か
っ
た 

連
携
し
た  

あ
ま
り
連
携
は 

必
要
で
な
い 

あ
る
程
度
連
携 

が
必
要 

と
て
も
連
携 

が
必
要 

① 警察 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

② 検察庁 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

③ 弁護⼠（会） １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

④ 法テラス １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑤ 保護観察所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑥ 地⽅⾃治体の犯罪被害相談窓⼝ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑦ 福祉事務所 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑧ 保健所・精神保健福祉センター １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑨ 医療機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑩ カウンセリング機関 １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑪ 当事者団体・⾃助グループ １ ２ ⇒ １ ２ ３ 

⑫ その他：連携している機関等があれば具体的に記⼊
（                   ）
（                   ）

 
１ 
１ 

 
２ 
２ 

 
⇒
⇒

 
１ 
１ 

 
２ 
２ 

 
３ 
３ 

 
問１５．本ケースについてどのように⽀援を終結しましたか。 

あてはまる番号に○をつけてください。 
０．まだ⽀援を継続中 
１．本⼈からの申し出 ２．本⼈との話し合いの結果 
３．他機関への紹介 ４．連絡が取れなくなった 
５．その他：具体的に記⼊（                        ） 

 
問１６．本ケースについて、全体的にどのように思われますか。 

１．とても⽀援がむずかしかった（むずかしい）ケースだと思う 
２．やや⽀援がむずかしかった（むずかしい）ケースだと思う 
３．どちらともいえない 
４．まあ⽀援がうまくいった（いっている）ケースだと思う 
５．とても⽀援がうまくいった（いっている）ケースだと思う 

その番号を選んだ理由  

あてはまる番号に〇
↓ 

あてはまる番号に〇
↓

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ｂ 
 

◆記入の仕方： 
① お⼿数ですが、本調査では最近（なるべく2008年以降発生）の事件で⽀援をし

たケースのうち、印象に残るケースを１つ取り上げてご回答いただきます。
被害内容は問いません。⽀援を継続中のケースでも構いません。１つのケー
スでご家族など複数の⽅を⽀援した場合、おもに⽀援の対象となったお⼀⼈
に絞ってください。 

② 回答のあてはまる番号を選んで○をつけ、（  ）内の⾃由記⼊欄は簡単で
結構ですので、ご記述ください。 

③ なお、「貴センター」は、ご回答者の⺠間被害者⽀援団体／機関をさします。 
「被害者等」は、ことわりがない限り、被害者ご本⼈と家族等を含みます。 

 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
平成26年８月末日までに、添付の返信⽤封筒に⼊れてご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問１〜問２０）あります。 
 
 
Ⅰ．取り上げたケースについて 

問１．本ケースの（事件）起訴時期： 

１．2008 年 11 ⽉ 30 ⽇以前 ２．2008 年 12 ⽉１⽇以降 
３．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問２．本ケースの被害内容： 

１．暴⾏・傷害等被害 ２．性暴⼒被害 ３．交通犯罪被害 
４．殺⼈・傷害致死 ５．DV 被害 
６．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問３．相談者の性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問４．相談者の年代： 

０．９歳以下 １．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代 
５．50 代 ６．60 代 ７．70 代 ８．80 代以上  

 －7－

Ⅲ．被害者のための諸制度の利用状況について 

問１７．本ケースとは別に、直接的⽀援にたずさわってきているご経験から、つぎの諸制
度の利⽤状況について、どのような印象をもっているかおたずねします。まず、各
制度について、「０．該当者があまりいない」「１．該当者はいるが、あまり利⽤し
ていない」「２．該当者が利⽤している」のいずれかを選んで○をつけてください。 

つぎに、「２．」に○をつけた項目については、その制度が被害者等にとって役に
⽴っていると感じるかどうかをお答えください。 

 
 

 該
当
者
が 

あ
ま
り
い
な
い 
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⽤
し
て
い
な
い

該
当
者
が 

利
⽤
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⽴
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① 公判での被害者参加制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

② 公判での意⾒陳述制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

③ 少年審判の被害者傍聴制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

④ 更⽣保護における意⾒等聴取制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

⑤ 更⽣保護における⼼情等伝達制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２ 

 
 
Ⅳ．ご回答者について 

問１８．現在の職名： 
１．事務局⻑ ２．室⻑（室⻑代理を含む） 
３．犯罪被害相談員 ４．直接⽀援員 
５．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問１９．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問２０．経験年数：犯罪被害相談員／直接⽀援員としての経験年数についてお答えくださ

い（平成 26 年６⽉時点で）。 
１．３年未満 ２．３年以上５年未満 
３．５年以上 10 年未満 ４．10 年以上 
 

ご協力大変ありがとうございました。 
記入もれがないか、再度ご確認のうえ８月末日までに返信用封筒にてご投函ください。

（封筒にお名前や住所等を書く必要はありません） 

２．「該当者が利⽤している」を
選択した場合どちらかに○ 

↓ 

  

『被害者支援団体（センター）の利用に関する調査（調査票Ｂ）』
ご協力のお願い 

 
 
 
各 位 
 

向夏の候、⽇頃⼤変お世話になっております。犯罪被害者の⽀援について研究しており
ます、上智⼤学の伊藤と申します。 

このたび、⺠間被害者⽀援団体（以下、⽀援センター）の利⽤状況等に関する調査を実
施させていただくことになりました。つきましては、調査にご協⼒をお願いいたします。
本調査は⽀援センターの現状を分析し、基礎的データを得ることで⽀援センターの発展に
寄与することを⽬的としております。次⾴からの調査票 B は、貴センターで直接⽀援にあ
たっておられる⽅を対象にしております。 

 
ご回答いただいた調査票の分析にあたっては、⽀援センターおよび回答者個⼈が特定さ

れることはなく、統計的に処理します。また、回答済みの調査票は研究責任者のもとで厳
重に管理いたします。調査結果については、調査研究報告書として公表する予定です。 

つぎの事項をご確認いただき、ご回答にご協⼒いただけましたら⼤変有難く存じます。 
ご多⽤のなか恐縮ですが、ご協⼒のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

◆回答にあたっての確認事項 
① 本調査のご協⼒の応諾は全く⾃由です。 
② 回答される⽅の名前を記⼊する必要はありません。 
③ 得られた情報は、本調査とそれに伴う成果発表のみで使⽤します。 

 
なお、この調査は、平成26年度科学研究費基盤研究Ｃ「犯罪被害者のための総合的支援システム

の構築―官民協働体制を目ざして」（研究責任者：上智大学教授 伊藤冨士江）の一部として実施す

るもので、「上智大学『人を対象とする研究』に関する倫理委員会」の承認を得ており、調査内容に

関する守秘義務（プライバシー保護）については万全の措置を取っております。 

 
 
ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく下記の研究責任者までご連絡ください。 
 

平成 26 年６⽉２⽇ 
 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
TEL/FAX 03-3238-3676（研究室直通） メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
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調査票Ｃ 

『被害者支援団体（センター）の利用に関する調査』 
ご協力のお願い（依頼状） 

 
 

向夏の候、お世話になっております。突然のお願いごとで⼤変恐縮ですが、
犯罪被害者の⽀援について研究しております、上智⼤学の伊藤と申します。 
 
このたび、「被害者⽀援団体／機関」（以下、「⽀援センター」と略します）に
相談された⽅々を対象に、その利⽤状況等に関する調査を実施させていただ
くことになりました。つきましては、調査にご協⼒（無記名での回答）いた
だきたく、本状を差し上げる次第です。 
本調査の⽬的、分析などはつぎのとおりです。この事項をお読みいただき、
ご同意いただける⽅のみ、調査票の回答をお願いいたします。 

 
 

◆本調査の目的： 
支援センターの利用状況を多角的に分析し、基礎的データを得ること
で支援センターのさらなる発展を目ざします。 

◆調査の概要： 
この調査は、日本学術振興会の平成26年度科学研究費基盤研究Cの
一部として実施するものです。テーマは「犯罪被害者のための総合的
支援システムの構築―官民協働体制を目ざして」、研究責任者は伊藤
冨士江（上智大学教授）です。 

◆調査票の分析： 
支援センターおよび回答された方が特定されることはなく、統計的に
処理します。また、回答済みの調査票は研究責任者のもとで厳重に管
理し、調査結果については報告書として公表します。 

◆本調査の倫理的配慮： 
調査内容に関する守秘義務（プライバシー保護）については万全の措
置を取っています。研究責任者の勤務校の「上智大学『人を対象とす
る研究』に関する倫理委員会」の承認を得ています。 

 
 

平成 26 年６⽉２⽇ 
 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江
TEL/FAX：03-3238-3676（研究室直通） 
メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
ご参考までに伊藤のプロフィール 
http://www.sophia-humans.jp/teacher/ito_fujie.html
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調査票Ｃ 

『被害者支援団体（センター）の利用に関する調査』 
ご協力のお願い（依頼状） 

 
 

向夏の候、お世話になっております。突然のお願いごとで⼤変恐縮ですが、
犯罪被害者の⽀援について研究しております、上智⼤学の伊藤と申します。 
 
このたび、「被害者⽀援団体／機関」（以下、「⽀援センター」と略します）に
相談された⽅々を対象に、その利⽤状況等に関する調査を実施させていただ
くことになりました。つきましては、調査にご協⼒（無記名での回答）いた
だきたく、本状を差し上げる次第です。 
本調査の⽬的、分析などはつぎのとおりです。この事項をお読みいただき、
ご同意いただける⽅のみ、調査票の回答をお願いいたします。 

 
 

◆本調査の目的： 
支援センターの利用状況を多角的に分析し、基礎的データを得ること
で支援センターのさらなる発展を目ざします。 

◆調査の概要： 
この調査は、日本学術振興会の平成26年度科学研究費基盤研究Cの
一部として実施するものです。テーマは「犯罪被害者のための総合的
支援システムの構築―官民協働体制を目ざして」、研究責任者は伊藤
冨士江（上智大学教授）です。 

◆調査票の分析： 
支援センターおよび回答された方が特定されることはなく、統計的に
処理します。また、回答済みの調査票は研究責任者のもとで厳重に管
理し、調査結果については報告書として公表します。 

◆本調査の倫理的配慮： 
調査内容に関する守秘義務（プライバシー保護）については万全の措
置を取っています。研究責任者の勤務校の「上智大学『人を対象とす
る研究』に関する倫理委員会」の承認を得ています。 

 
 

平成 26 年６⽉２⽇ 
 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江
TEL/FAX：03-3238-3676（研究室直通） 
メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
ご参考までに伊藤のプロフィール 
http://www.sophia-humans.jp/teacher/ito_fujie.html

 －7－

問１５．最後に、犯罪被害に遭われた⽅々の⽀援についてどのようにお考えですか。 
「こうしてほしい」「こんな⽀援がほしかった」など、ご意⾒をご記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多くの質問に答えていただき大変ありがとうございました。 
記入もれがないか、再度ご確認のうえ返信用封筒にて８月末日までにご投函ください。

（封筒にお名前や住所等を書く必要はありません） 

 

『被害者支援団体（センター）の 
利用に関する調査（調査票Ｃ）』 

 
 

ご多⽤の中お読みいただき、ありがとうございます。 
次⾴からの調査票Ｃは、「被害者⽀援団体／機関」（以下、「⽀援センター」と略

します）に相談された⽅々を対象としています。下記にもありますように、本調
査にご協⼒いただくかどうかは、⽀援センターの利⽤とは全く関係しません。 

本調査の結果は、⽀援センターや個⼈名が特定されることなく統計的に分析し、
⽀援センターの今後の発展のために役⽴てます。 

 
つぎの事項をご確認いただき、回答にご協⼒いただけましたら⼤変ありがたく

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 

◆回答にあたっての確認事項 

① 本調査にご協力いただくかどうかは、全く自由です。 
② ご回答いただくか否かは、支援センターの利用とは全く関係

しません。また、ご回答の有無及び回答内容について支援セ
ンターにお知らせすることはありません。 

③ 回答される方の名前や住所（返信用封筒等）を記入する必要
はありません。 

④ 得られた情報は、本調査とそれに伴う成果発表のみで使用 
します。 

 
 

ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく下記の研究責任者までご連絡ください。 

なお、調査にご協力いただけない場合、お手元の調査票等はそちらで処分していただいて

構いません。 

 
平成 26 年６⽉２⽇ 

 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
TEL/FAX 03-3238-3676（研究室直通） 
メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
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Ⅳ．他制度の利用・被害者支援全般について 

問１４．犯罪被害に遭われた⽅が利⽤できる制度にはさまざまなものがあります。つぎの
制度等を利⽤されたかどうかなどについておたずねします。 

まず、各項⽬について、「０．あてはまらない（その制度等を利⽤できる被害者等に該当
しない）」「１．利⽤しなかった」「２．利⽤した」のいずれかを選んで○をつけたの
ち、「２．利用した」に○をつけた項目については、ご本⼈にとって役に⽴ったかど
うかをお答えください。 

 
 
 
 あ

て
は
ま
ら
な
い 

利
⽤
し
な
か
っ
た 

利
⽤
し
た 

 

役
に
⽴
た
な
か
っ
た 

役
に
⽴
っ
た 

① 警察における被害者連絡制度 
（捜査の状況や被疑者の処分状況等を連絡する制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

② 検察庁における被害者等通知制度 
（事件の処分結果や裁判の結果等を通知する制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

③ 公判での被害者参加制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

④ 公判での意⾒陳述制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑤ 公判での損害弁償命令制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑥ 公判記録の閲覧・コピー ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑦ 少年審判の被害者傍聴制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑧ 更⽣保護における意⾒等聴取制度 
（加害者の仮釈放・仮退院について意⾒を述べることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑨ 更⽣保護における⼼情等伝達制度 
（保護観察中の加害者に、⼼情を伝えることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑩ 更⽣保護における被害者等通知制度 
（加害者の保護観察の状況などを知ることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

  

２．「利⽤した」を選択した
場合どちらかに○ 

↓ 

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ｃ 
 
◆記入の仕方： 

回答のあてはまる番号を選んで○をつけてください。 
（  ）内の⾃由記⼊欄は数字を記⼊するか、簡単で結構ですのでご記述ください。 
「⽀援センター」は、あなたが来所した被害者⽀援団体／機関をさします。 

 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
添付の返信⽤封筒に⼊れて平成26年８月末日までにご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問１〜問１５）あります。 
 
 
Ⅰ．ご回答いただく方について 

問１．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問２．年代： 

１．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代 
５．50 代 ６．60 代 ７．70 代 ８．80 代以上 

 
問３．被害に遭われた⽅（被害者）との関係： 

１．被害者ご本⼈ ２．被害者の配偶者 
３．被害者の親 ４．被害者の⼦ども 
５．被害者の兄弟姉妹 ６．被害者の親戚 
７．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
 
Ⅱ．事件のことについて：恐れ入りますが、おたずねします。 

問４．事件が起訴されたのはいつごろですか。 
１．2008 年 11 ⽉ 30 ⽇以前 ２．2008 年 12 ⽉ 1 ⽇以降 
３．わからない 
  

 －5－

⑮ その他：前⾴の項⽬以外で、⽀援センターによる⽀援で役に⽴ったものがあればご⾃由にご
記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
問１１．⽀援センターによる⽀援を受けた期間もしくは受けている期間は、どのくらいで

すか。１．か２．を選び、数字をご記⼊ください。 
１．（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を受けた 
２．現在も⽀援継続中で、（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を受けている 

（平成 26 年６⽉時点で） 
 
問１２．⽀援センターを利⽤した全般的な感想についておたずねします。当初困難と感じ

ていたことは、⽀援センターによる⽀援で、現在どのくらい解消したと感じていま
すか。あてはまる番号に○をつけてください。 

１．まったく解消していないように感じる 
２．あまり解消していないように感じる 
３．どちらともいえない 
４．やや解消したように感じる 
５．かなり解消したように感じる 

 
問１３．犯罪被害に遭われてあなたと同じような⽴場におられる⽅に、⽀援センターに相

談することを勧めたいと思いますか。 
１．まったく勧めたいと思わない 
２．あまり勧めたいと思わない 
３．どちらともいえない 
４．少し勧めたいと思う 
５．⼤いに勧めたいと思う 

 
 
 
 その番号を選んだ理由 
 
 
 
 
 
 

 －2－

問５．被害内容について、あてはまる番号に○をつけてください。 
１．暴⾏・傷害等被害 ２．性暴⼒被害 ３．交通犯罪被害 
４．殺⼈・傷害致死 ５．DV 被害   
６．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問６．つぎの事項について、ご存じの範囲でお答えください。 

事件の犯⼈（加害者）が複数の場合は、主犯者についてお答えください。 
１）加害者の年齢層： １．少年    ２．成⼈    ３．わからない 
２）逮捕の有無： １．逮捕されていない 
 ２．その他（      ）  
 ３．逮捕された           下の質問 ３）へ 
３）現在の状況： 

（あてはまる状況が複数あれば、その番号すべてに○をつけてください） 
 ０．わからない 
 １．不起訴／少年審判不開始・不処分 
 ２．裁判中／少年審判中 
 ３．裁判が終わり、執⾏猶予となった 
 ４．刑事施設（刑務所・少年刑務所・拘置所）に 

⼊所中／少年院に⼊院中 
 ５．刑事施設から釈放／少年院から退院 
 ６．保護観察中 
 ７．その他：具体的に記⼊ 

（                     ） 
 
 
Ⅲ．支援センターの利用について 

問７．事件発⽣から⽀援センターに相談するまで、どのくらいの期間が経過していましたか。 
数字をご記⼊ください。 
（   ）年（   ）ヵ⽉経過 
 

問８．⽀援センターに相談するきっかけはどのようなことでしたか。あてはまる番号に○
をつけてください（複数あればすべてに○をつけてください）。 

１．警察署からの紹介 ２．検察庁からの紹介 
３．弁護⼠からの紹介 ４．法テラスからの紹介 
５．医療機関からの紹介 ６．⾃治体の相談窓⼝からの紹介 
７．⼥性センター（⼥性の問題に関する相談窓⼝）からの紹介 
８．友⼈・知⼈に勧められて ９．犯罪被害者の⽅からきいて 
１０．⾃分でインターネット等を検索して 
１１．その他：具体的に記⼊（                      ） 

  

次の問7．へ
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Ⅳ．他制度の利用・被害者支援全般について 

問１４．犯罪被害に遭われた⽅が利⽤できる制度にはさまざまなものがあります。つぎの
制度等を利⽤されたかどうかなどについておたずねします。 

まず、各項⽬について、「０．あてはまらない（その制度等を利⽤できる被害者等に該当
しない）」「１．利⽤しなかった」「２．利⽤した」のいずれかを選んで○をつけたの
ち、「２．利用した」に○をつけた項目については、ご本⼈にとって役に⽴ったかど
うかをお答えください。 

 
 
 
 あ

て
は
ま
ら
な
い 

利
⽤
し
な
か
っ
た 

利
⽤
し
た 

 

役
に
⽴
た
な
か
っ
た 

役
に
⽴
っ
た 

① 警察における被害者連絡制度 
（捜査の状況や被疑者の処分状況等を連絡する制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

② 検察庁における被害者等通知制度 
（事件の処分結果や裁判の結果等を通知する制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

③ 公判での被害者参加制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

④ 公判での意⾒陳述制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑤ 公判での損害弁償命令制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑥ 公判記録の閲覧・コピー ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑦ 少年審判の被害者傍聴制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑧ 更⽣保護における意⾒等聴取制度 
（加害者の仮釈放・仮退院について意⾒を述べることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑨ 更⽣保護における⼼情等伝達制度 
（保護観察中の加害者に、⼼情を伝えることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑩ 更⽣保護における被害者等通知制度 
（加害者の保護観察の状況などを知ることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

  

２．「利⽤した」を選択した
場合どちらかに○ 

↓ 

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ｃ 
 
◆記入の仕方： 

回答のあてはまる番号を選んで○をつけてください。 
（  ）内の⾃由記⼊欄は数字を記⼊するか、簡単で結構ですのでご記述ください。 
「⽀援センター」は、あなたが来所した被害者⽀援団体／機関をさします。 

 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
添付の返信⽤封筒に⼊れて平成26年８月末日までにご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問１〜問１５）あります。 
 
 
Ⅰ．ご回答いただく方について 

問１．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問２．年代： 

１．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代 
５．50 代 ６．60 代 ７．70 代 ８．80 代以上 

 
問３．被害に遭われた⽅（被害者）との関係： 

１．被害者ご本⼈ ２．被害者の配偶者 
３．被害者の親 ４．被害者の⼦ども 
５．被害者の兄弟姉妹 ６．被害者の親戚 
７．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
 
Ⅱ．事件のことについて：恐れ入りますが、おたずねします。 

問４．事件が起訴されたのはいつごろですか。 
１．2008 年 11 ⽉ 30 ⽇以前 ２．2008 年 12 ⽉ 1 ⽇以降 
３．わからない 
  

 －5－

⑮ その他：前⾴の項⽬以外で、⽀援センターによる⽀援で役に⽴ったものがあればご⾃由にご
記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
問１１．⽀援センターによる⽀援を受けた期間もしくは受けている期間は、どのくらいで

すか。１．か２．を選び、数字をご記⼊ください。 
１．（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を受けた 
２．現在も⽀援継続中で、（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を受けている 

（平成 26 年６⽉時点で） 
 
問１２．⽀援センターを利⽤した全般的な感想についておたずねします。当初困難と感じ

ていたことは、⽀援センターによる⽀援で、現在どのくらい解消したと感じていま
すか。あてはまる番号に○をつけてください。 

１．まったく解消していないように感じる 
２．あまり解消していないように感じる 
３．どちらともいえない 
４．やや解消したように感じる 
５．かなり解消したように感じる 

 
問１３．犯罪被害に遭われてあなたと同じような⽴場におられる⽅に、⽀援センターに相

談することを勧めたいと思いますか。 
１．まったく勧めたいと思わない 
２．あまり勧めたいと思わない 
３．どちらともいえない 
４．少し勧めたいと思う 
５．⼤いに勧めたいと思う 

 
 
 
 その番号を選んだ理由 
 
 
 
 
 
 

 －2－

問５．被害内容について、あてはまる番号に○をつけてください。 
１．暴⾏・傷害等被害 ２．性暴⼒被害 ３．交通犯罪被害 
４．殺⼈・傷害致死 ５．DV 被害   
６．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問６．つぎの事項について、ご存じの範囲でお答えください。 

事件の犯⼈（加害者）が複数の場合は、主犯者についてお答えください。 
１）加害者の年齢層： １．少年    ２．成⼈    ３．わからない 
２）逮捕の有無： １．逮捕されていない 
 ２．その他（      ）  
 ３．逮捕された           下の質問 ３）へ 
３）現在の状況： 

（あてはまる状況が複数あれば、その番号すべてに○をつけてください） 
 ０．わからない 
 １．不起訴／少年審判不開始・不処分 
 ２．裁判中／少年審判中 
 ３．裁判が終わり、執⾏猶予となった 
 ４．刑事施設（刑務所・少年刑務所・拘置所）に 

⼊所中／少年院に⼊院中 
 ５．刑事施設から釈放／少年院から退院 
 ６．保護観察中 
 ７．その他：具体的に記⼊ 

（                     ） 
 
 
Ⅲ．支援センターの利用について 

問７．事件発⽣から⽀援センターに相談するまで、どのくらいの期間が経過していましたか。 
数字をご記⼊ください。 
（   ）年（   ）ヵ⽉経過 
 

問８．⽀援センターに相談するきっかけはどのようなことでしたか。あてはまる番号に○
をつけてください（複数あればすべてに○をつけてください）。 

１．警察署からの紹介 ２．検察庁からの紹介 
３．弁護⼠からの紹介 ４．法テラスからの紹介 
５．医療機関からの紹介 ６．⾃治体の相談窓⼝からの紹介 
７．⼥性センター（⼥性の問題に関する相談窓⼝）からの紹介 
８．友⼈・知⼈に勧められて ９．犯罪被害者の⽅からきいて 
１０．⾃分でインターネット等を検索して 
１１．その他：具体的に記⼊（                      ） 

  

次の問7．へ
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⑲ その他：前記の項⽬以外で、困難を感じていたことがありましたか。そして、そのことに
ついて⽀援センターからの⽀援を受けたでしょうか。ご⾃由にご記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
問１０．⽀援センターによる、つぎの⽀援がどのくらい役に⽴ったと感じていますか。 

あてはまる番号に○をつけてください。⽀援センターからの⽀援に該当しない項
⽬があれば「０」に○をつけてください。 

  必
要
と
し
な
か
っ
た
、 

も
し
く
は
⽀
援
を
受
け
な
か
っ
た 

役
に
⽴
た
な
か
っ
た
と
感
じ
る 

あ
ま
り
役
に
⽴
た
な
か
っ
た 

と
感
じ
る 

ま
あ
役
に
⽴
っ
た
と
感
じ
る 

と
て
も
役
に
⽴
っ
た
と
感
じ
る 

① 刑事⼿続きについての情報をもらったこと ０ １ ２ ３ ４

② 被害に遭った後の⼼理的・⽣活上の変化について
情報をもらったこと ０ １ ２ ３ ４

③ ⼼理⾯でのサポートを受けたこと
（話を聴いてもらったなど） ０ １ ２ ３ ４

④ 精神科医・臨床⼼理⼠による治療的ケアを
受けたこと ０ １ ２ ３ ４

⑤ 弁護⼠を紹介してもらったこと ０ １ ２ ３ ４

⑥ 医療機関を紹介してもらったこと ０ １ ２ ３ ４

⑦ 精神保健福祉センター・カウンセリングセンターを
紹介してもらったこと ０ １ ２ ３ ４

⑧ 捜査機関に⾏くとき付き添ってもらったこと ０ １ ２ ３ ４

⑨ 公判の付き添い⽀援を受けたこと ０ １ ２ ３ ４

⑩ 医療機関や役所等に⾏くとき付き添ってもらった
こと ０ １ ２ ３ ４

⑪ ⾏政⼿続きをするさいに具体的に⽀援してもらったこと ０ １ ２ ３ ４

⑫ 家事等、⽇常⽣活にかんすることについて
⽀援を受けたこと ０ １ ２ ３ ４

⑬ 家族関係が良好になるように⽀援を受けたこと ０ １ ２ ３ ４

⑭ 当事者グループ・⾃助グループを紹介してもらったこと ０ １ ２ ３ ４
  

 －3－

問９．⽀援センターに相談したとき、どのようなことに困難を感じていましたか。 
まず、各項⽬について、「１．あてはまらない」「２．あてはまる」のいずれかを選

んで○をつけたのち、「２．あてはまる」に○をつけた項目については、⽀援センター
からの⽀援を受けたか、受けることはなかったかをお答えください。 
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③ 刑事裁判の⼿続きがわからなかったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

④ ⺠事裁判（損害賠償の請求）の⼿続きが
わからなかったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

⑤ 加害者からの⽰談の申出について、対応が
わからなかったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

体
調
・
精
神
面

に
関
す
る
こ
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⑥ 体調をくずしたこと １ ２ ⇒ １ ２ 

⑦ 精神的な不調を感じていたこと １ ２ ⇒ １ ２ 

経
済
面
に

 

関
す
る
こ
と

⑧ 収⼊がなくなったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

⑨ 被害を受けたことで治療（医療）費が
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日
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に
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す
る
こ
と
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⑱ 被害者として利⽤できる制度等の⼿続きが
わからなかったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

２．「あてはまる」を選択
した場合どちらかに○ 
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⑲ その他：前記の項⽬以外で、困難を感じていたことがありましたか。そして、そのことに
ついて⽀援センターからの⽀援を受けたでしょうか。ご⾃由にご記述ください。 
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⑲ その他：前記の項⽬以外で、困難を感じていたことがありましたか。そして、そのことに
ついて⽀援センターからの⽀援を受けたでしょうか。ご⾃由にご記述ください。 
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受けたこと ０ １ ２ ３ ４

⑤ 弁護⼠を紹介してもらったこと ０ １ ２ ３ ４

⑥ 医療機関を紹介してもらったこと ０ １ ２ ３ ４

⑦ 精神保健福祉センター・カウンセリングセンターを
紹介してもらったこと ０ １ ２ ３ ４

⑧ 捜査機関に⾏くとき付き添ってもらったこと ０ １ ２ ３ ４

⑨ 公判の付き添い⽀援を受けたこと ０ １ ２ ３ ４

⑩ 医療機関や役所等に⾏くとき付き添ってもらった
こと ０ １ ２ ３ ４
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⑬ 家族関係が良好になるように⽀援を受けたこと ０ １ ２ ３ ４

⑭ 当事者グループ・⾃助グループを紹介してもらったこと ０ １ ２ ３ ４
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⑬ マスコミへの対応がわからなかったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

対
人
関
係
に

 

関
す
る
こ
と 

⑭ 近隣の⼈などからの理解がなかったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

⑮ 家族関係がうまくいかなくなったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

⑯ 社会的な活動から引きこもったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

社
会
資
源
に

関
す
る
こ
と 

⑰ どんな⽀援を受けられるか、情報がなかったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

⑱ 被害者として利⽤できる制度等の⼿続きが
わからなかったこと １ ２ ⇒ １ ２ 

２．「あてはまる」を選択
した場合どちらかに○ 

↓ 
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⑮ その他：前⾴の項⽬以外で、⽀援センターによる⽀援で役に⽴ったものがあればご⾃由にご
記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
問１１．⽀援センターによる⽀援を受けた期間もしくは受けている期間は、どのくらいで

すか。１．か２．を選び、数字をご記⼊ください。 
１．（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を受けた 
２．現在も⽀援継続中で、（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を受けている 

（平成 26 年６⽉時点で） 
 
問１２．⽀援センターを利⽤した全般的な感想についておたずねします。当初困難と感じ

ていたことは、⽀援センターによる⽀援で、現在どのくらい解消したと感じていま
すか。あてはまる番号に○をつけてください。 

１．まったく解消していないように感じる 
２．あまり解消していないように感じる 
３．どちらともいえない 
４．やや解消したように感じる 
５．かなり解消したように感じる 

 
問１３．犯罪被害に遭われてあなたと同じような⽴場におられる⽅に、⽀援センターに相

談することを勧めたいと思いますか。 
１．まったく勧めたいと思わない 
２．あまり勧めたいと思わない 
３．どちらともいえない 
４．少し勧めたいと思う 
５．⼤いに勧めたいと思う 

 
 
 
 その番号を選んだ理由 
 
 
 
 
 
 

 －2－

問５．被害内容について、あてはまる番号に○をつけてください。 
１．暴⾏・傷害等被害 ２．性暴⼒被害 ３．交通犯罪被害 
４．殺⼈・傷害致死 ５．DV 被害   
６．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問６．つぎの事項について、ご存じの範囲でお答えください。 

事件の犯⼈（加害者）が複数の場合は、主犯者についてお答えください。 
１）加害者の年齢層： １．少年    ２．成⼈    ３．わからない 
２）逮捕の有無： １．逮捕されていない 
 ２．その他（      ）  
 ３．逮捕された           下の質問 ３）へ 
３）現在の状況： 

（あてはまる状況が複数あれば、その番号すべてに○をつけてください） 
 ０．わからない 
 １．不起訴／少年審判不開始・不処分 
 ２．裁判中／少年審判中 
 ３．裁判が終わり、執⾏猶予となった 
 ４．刑事施設（刑務所・少年刑務所・拘置所）に 

⼊所中／少年院に⼊院中 
 ５．刑事施設から釈放／少年院から退院 
 ６．保護観察中 
 ７．その他：具体的に記⼊ 

（                     ） 
 
 
Ⅲ．支援センターの利用について 

問７．事件発⽣から⽀援センターに相談するまで、どのくらいの期間が経過していましたか。 
数字をご記⼊ください。 
（   ）年（   ）ヵ⽉経過 
 

問８．⽀援センターに相談するきっかけはどのようなことでしたか。あてはまる番号に○
をつけてください（複数あればすべてに○をつけてください）。 

１．警察署からの紹介 ２．検察庁からの紹介 
３．弁護⼠からの紹介 ４．法テラスからの紹介 
５．医療機関からの紹介 ６．⾃治体の相談窓⼝からの紹介 
７．⼥性センター（⼥性の問題に関する相談窓⼝）からの紹介 
８．友⼈・知⼈に勧められて ９．犯罪被害者の⽅からきいて 
１０．⾃分でインターネット等を検索して 
１１．その他：具体的に記⼊（                      ） 

  

次の問7．へ

 －6－

Ⅳ．他制度の利用・被害者支援全般について 

問１４．犯罪被害に遭われた⽅が利⽤できる制度にはさまざまなものがあります。つぎの
制度等を利⽤されたかどうかなどについておたずねします。 

まず、各項⽬について、「０．あてはまらない（その制度等を利⽤できる被害者等に該当
しない）」「１．利⽤しなかった」「２．利⽤した」のいずれかを選んで○をつけたの
ち、「２．利用した」に○をつけた項目については、ご本⼈にとって役に⽴ったかど
うかをお答えください。 

 
 
 
 あ

て
は
ま
ら
な
い 

利
⽤
し
な
か
っ
た 

利
⽤
し
た 

 

役
に
⽴
た
な
か
っ
た 

役
に
⽴
っ
た 

① 警察における被害者連絡制度 
（捜査の状況や被疑者の処分状況等を連絡する制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

② 検察庁における被害者等通知制度 
（事件の処分結果や裁判の結果等を通知する制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

③ 公判での被害者参加制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

④ 公判での意⾒陳述制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑤ 公判での損害弁償命令制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑥ 公判記録の閲覧・コピー ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑦ 少年審判の被害者傍聴制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑧ 更⽣保護における意⾒等聴取制度 
（加害者の仮釈放・仮退院について意⾒を述べることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑨ 更⽣保護における⼼情等伝達制度 
（保護観察中の加害者に、⼼情を伝えることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑩ 更⽣保護における被害者等通知制度 
（加害者の保護観察の状況などを知ることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

  

２．「利⽤した」を選択した
場合どちらかに○ 

↓ 

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ｃ 
 
◆記入の仕方： 

回答のあてはまる番号を選んで○をつけてください。 
（  ）内の⾃由記⼊欄は数字を記⼊するか、簡単で結構ですのでご記述ください。 
「⽀援センター」は、あなたが来所した被害者⽀援団体／機関をさします。 

 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
添付の返信⽤封筒に⼊れて平成26年８月末日までにご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問１〜問１５）あります。 
 
 
Ⅰ．ご回答いただく方について 

問１．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問２．年代： 

１．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代 
５．50 代 ６．60 代 ７．70 代 ８．80 代以上 

 
問３．被害に遭われた⽅（被害者）との関係： 

１．被害者ご本⼈ ２．被害者の配偶者 
３．被害者の親 ４．被害者の⼦ども 
５．被害者の兄弟姉妹 ６．被害者の親戚 
７．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
 
Ⅱ．事件のことについて：恐れ入りますが、おたずねします。 

問４．事件が起訴されたのはいつごろですか。 
１．2008 年 11 ⽉ 30 ⽇以前 ２．2008 年 12 ⽉ 1 ⽇以降 
３．わからない 
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⑮ その他：前⾴の項⽬以外で、⽀援センターによる⽀援で役に⽴ったものがあればご⾃由にご
記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
問１１．⽀援センターによる⽀援を受けた期間もしくは受けている期間は、どのくらいで

すか。１．か２．を選び、数字をご記⼊ください。 
１．（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を受けた 
２．現在も⽀援継続中で、（   ）年（   ）ヵ⽉間⽀援を受けている 

（平成 26 年６⽉時点で） 
 
問１２．⽀援センターを利⽤した全般的な感想についておたずねします。当初困難と感じ

ていたことは、⽀援センターによる⽀援で、現在どのくらい解消したと感じていま
すか。あてはまる番号に○をつけてください。 

１．まったく解消していないように感じる 
２．あまり解消していないように感じる 
３．どちらともいえない 
４．やや解消したように感じる 
５．かなり解消したように感じる 

 
問１３．犯罪被害に遭われてあなたと同じような⽴場におられる⽅に、⽀援センターに相

談することを勧めたいと思いますか。 
１．まったく勧めたいと思わない 
２．あまり勧めたいと思わない 
３．どちらともいえない 
４．少し勧めたいと思う 
５．⼤いに勧めたいと思う 

 
 
 
 その番号を選んだ理由 
 
 
 
 
 
 

 －2－

問５．被害内容について、あてはまる番号に○をつけてください。 
１．暴⾏・傷害等被害 ２．性暴⼒被害 ３．交通犯罪被害 
４．殺⼈・傷害致死 ５．DV 被害   
６．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
問６．つぎの事項について、ご存じの範囲でお答えください。 

事件の犯⼈（加害者）が複数の場合は、主犯者についてお答えください。 
１）加害者の年齢層： １．少年    ２．成⼈    ３．わからない 
２）逮捕の有無： １．逮捕されていない 
 ２．その他（      ）  
 ３．逮捕された           下の質問 ３）へ 
３）現在の状況： 

（あてはまる状況が複数あれば、その番号すべてに○をつけてください） 
 ０．わからない 
 １．不起訴／少年審判不開始・不処分 
 ２．裁判中／少年審判中 
 ３．裁判が終わり、執⾏猶予となった 
 ４．刑事施設（刑務所・少年刑務所・拘置所）に 

⼊所中／少年院に⼊院中 
 ５．刑事施設から釈放／少年院から退院 
 ６．保護観察中 
 ７．その他：具体的に記⼊ 

（                     ） 
 
 
Ⅲ．支援センターの利用について 

問７．事件発⽣から⽀援センターに相談するまで、どのくらいの期間が経過していましたか。 
数字をご記⼊ください。 
（   ）年（   ）ヵ⽉経過 
 

問８．⽀援センターに相談するきっかけはどのようなことでしたか。あてはまる番号に○
をつけてください（複数あればすべてに○をつけてください）。 

１．警察署からの紹介 ２．検察庁からの紹介 
３．弁護⼠からの紹介 ４．法テラスからの紹介 
５．医療機関からの紹介 ６．⾃治体の相談窓⼝からの紹介 
７．⼥性センター（⼥性の問題に関する相談窓⼝）からの紹介 
８．友⼈・知⼈に勧められて ９．犯罪被害者の⽅からきいて 
１０．⾃分でインターネット等を検索して 
１１．その他：具体的に記⼊（                      ） 

  

次の問7．へ

 －6－

Ⅳ．他制度の利用・被害者支援全般について 

問１４．犯罪被害に遭われた⽅が利⽤できる制度にはさまざまなものがあります。つぎの
制度等を利⽤されたかどうかなどについておたずねします。 

まず、各項⽬について、「０．あてはまらない（その制度等を利⽤できる被害者等に該当
しない）」「１．利⽤しなかった」「２．利⽤した」のいずれかを選んで○をつけたの
ち、「２．利用した」に○をつけた項目については、ご本⼈にとって役に⽴ったかど
うかをお答えください。 

 
 
 
 あ

て
は
ま
ら
な
い 

利
⽤
し
な
か
っ
た 

利
⽤
し
た 

 

役
に
⽴
た
な
か
っ
た 

役
に
⽴
っ
た 

① 警察における被害者連絡制度 
（捜査の状況や被疑者の処分状況等を連絡する制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

② 検察庁における被害者等通知制度 
（事件の処分結果や裁判の結果等を通知する制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

③ 公判での被害者参加制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

④ 公判での意⾒陳述制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑤ 公判での損害弁償命令制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑥ 公判記録の閲覧・コピー ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑦ 少年審判の被害者傍聴制度 ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑧ 更⽣保護における意⾒等聴取制度 
（加害者の仮釈放・仮退院について意⾒を述べることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑨ 更⽣保護における⼼情等伝達制度 
（保護観察中の加害者に、⼼情を伝えることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

⑩ 更⽣保護における被害者等通知制度 
（加害者の保護観察の状況などを知ることができる制度） ０ １ ２ ⇒ １ ２

  

２．「利⽤した」を選択した
場合どちらかに○ 

↓ 

 －1－

被害者支援団体（センター）の利用に関する調査票Ｃ 
 
◆記入の仕方： 

回答のあてはまる番号を選んで○をつけてください。 
（  ）内の⾃由記⼊欄は数字を記⼊するか、簡単で結構ですのでご記述ください。 
「⽀援センター」は、あなたが来所した被害者⽀援団体／機関をさします。 

 
◆返送の仕方： 

ご回答後、⼤変お⼿数をおかけしますが、調査票を三つ折りして、 
添付の返信⽤封筒に⼊れて平成26年８月末日までにご投函ください。 

 
 
 
≪調査の内容≫ 

調査票は全部で７ページ（問１〜問１５）あります。 
 
 
Ⅰ．ご回答いただく方について 

問１．性別： 

１．男性 ２．⼥性 
 
問２．年代： 

１．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代 
５．50 代 ６．60 代 ７．70 代 ８．80 代以上 

 
問３．被害に遭われた⽅（被害者）との関係： 

１．被害者ご本⼈ ２．被害者の配偶者 
３．被害者の親 ４．被害者の⼦ども 
５．被害者の兄弟姉妹 ６．被害者の親戚 
７．その他：具体的に記⼊（                       ） 

 
 
Ⅱ．事件のことについて：恐れ入りますが、おたずねします。 

問４．事件が起訴されたのはいつごろですか。 
１．2008 年 11 ⽉ 30 ⽇以前 ２．2008 年 12 ⽉ 1 ⽇以降 
３．わからない 
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問１５．最後に、犯罪被害に遭われた⽅々の⽀援についてどのようにお考えですか。 
「こうしてほしい」「こんな⽀援がほしかった」など、ご意⾒をご記述ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多くの質問に答えていただき大変ありがとうございました。 
記入もれがないか、再度ご確認のうえ返信用封筒にて８月末日までにご投函ください。

（封筒にお名前や住所等を書く必要はありません） 

 

『被害者支援団体（センター）の 
利用に関する調査（調査票Ｃ）』 

 
 

ご多⽤の中お読みいただき、ありがとうございます。 
次⾴からの調査票Ｃは、「被害者⽀援団体／機関」（以下、「⽀援センター」と略

します）に相談された⽅々を対象としています。下記にもありますように、本調
査にご協⼒いただくかどうかは、⽀援センターの利⽤とは全く関係しません。 

本調査の結果は、⽀援センターや個⼈名が特定されることなく統計的に分析し、
⽀援センターの今後の発展のために役⽴てます。 

 
つぎの事項をご確認いただき、回答にご協⼒いただけましたら⼤変ありがたく

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 

◆回答にあたっての確認事項 

① 本調査にご協力いただくかどうかは、全く自由です。 
② ご回答いただくか否かは、支援センターの利用とは全く関係
しません。また、ご回答の有無及び回答内容について支援セ
ンターにお知らせすることはありません。 

③ 回答される方の名前や住所（返信用封筒等）を記入する必要
はありません。 

④ 得られた情報は、本調査とそれに伴う成果発表のみで使用 
します。 

 
 

ご不明の点等ございましたら、ご遠慮なく下記の研究責任者までご連絡ください。 

なお、調査にご協力いただけない場合、お手元の調査票等はそちらで処分していただいて

構いません。 

 
平成 26 年６⽉２⽇ 

 

上智大学 総合人間科学部社会福祉学科 伊藤冨士江 
TEL/FAX 03-3238-3676（研究室直通） 
メールアドレス：ito-f@sophia.ac.jp 
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